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2016 年 FIM ロードレース世界選手権グランプリ規則 

 

 

ＦＩＭロードレース世界選手権グランプリ規則 

 

 

 

本書（以下、「FIM ロードレース世界選手権グランプリ規則」と称す）は、2016 年１月

31 日に発行された。初版以降、改訂版による補足および変更がなされる場合がある。新

規版には、連番（第２版、３版というように）と発効日が付され、関係団体すべてに配布

される。 

 

本書は、付則と称されたものは除き、FIM が発行する他のどの規則書よりも優先されるも

のである。 

 

 

 



 2 

FIM ロードレース世界選手権グランプリ規則書の改訂について 

 

ＦＩＭは、グランプリ委員会及びグランプリ常任委員会（Permanent Bureau）を介し、

本規則の条項の一部あるいは全てを随時改訂することができる。 

 

本規則書の刊行後に加えられる変更はインターネットで配信されるものとし、オンライン

版が最新の一番優先される規則書とされる。 

 

常任委員会（Permanent Bureau）の構成 

 

＊ＦＩＭ代表者 １名 

 

＊DORNA 代表者 １名 

 

上記は定期的に会合を持ち、メンバー各位の利益に関連する全てのＦＩＭグランプリ事項

について協議し、決定を下す。 

 

常任委員会の召集ならびにその会議の実施方法（電話、電子的手段等による場合もある）

をはじめ、出席する代表者の任命や欠員、ならびに討議方法はすべて,メンバー間におい

て相互に随時、同意されるものとする。ただし、常任委員会による決定は、メンバー全会

一致の同意を得てのみ有効とされる。 

 

グランプリ委員会は、ＦＩＭロードレース世界選手権グランプリ規則の改訂案を審議する

権限を有する。 

 

グランプリ委員会の構成 

・ ＦＩＭの任命する代表者 １名 

・ MSMA を介し、マニュファクチャラー各社の任命する代表者 １名 

・ IRTA を介し、チーム及びライダー全般の任命する代表者 １名 

・ DORNA が任命し、グランプリ委員会の議長を務める代表者 １名 

 

グランプリ委員会では、いかなる事項も過半数をもって決議され、同数票の場合は議長が

決定票を投じる。グランプリ委員会による決議事項は、常任委員会の承認を経てのみ有効

となる。関係当事者は、グランプリ委員会の代表者による会議開催要請より、14 日以内

の会議実施に向け務めること。 
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一般規約および条件 

 

本規則は、その発行日以前に発行されたいかなる規則にも取って代わるものである。。 

 

ＦＩＭロードレース世界選手権グランプリ（以下「選手権」とする）に参加する全てのラ

イダー、チーム関係者、オフィシャル、プロモーター／オーガナイザー、及び選手権に何

らかの関わりを持つ全ての関係者は、自らはもとより、それぞれの従業員、代理人を代表

し、以下全ての規約を遵守する。 

 

１．競技規則 

２．技術規則 

３．規律及び裁定規則 

４．サーキット規格 

５．メディカルコード 

６．アンチドーピング規定 

７．環境規定 

 

上記はいずれも、随時適用される補足、改訂を含むものとする。（以下、「規則」と総称）。 

 

上記の全ての関係者は、規則に準拠した罰則適用の対象となる。 

 

規則を他言語に翻訳することは認められるが、解釈上の議論が生じた場合には、公式英語

版の内容が優先される。 

 

チームは、その参加に関係するすべての人員による、規則全般の遵守を徹底する責任を負

う。ライダー、または競技会に出場するマシンに何らかの責任を負うその他の人員は、チ

ームとの連帯責任において規則を遵守する。 

 

出場マシンに関わる人員、あるいはパドック、ピット、ピットレーン、コースのいずれか

に立ち入る人員はいずれも、当該競技会の期間を通じ、適切なパスを常時着用しなければ

ならない。 

 

アンチドーピング規定 

全関係者は、ＦＩＭアンチドーピング規約を常に遵守すること。また罰則は、同規約に即

し適用される。 
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1 スポーツ規則 

1.1 序論 

1.1.1 FIM 世界選手権として、ライダーとコンストラクター（Moto３と MotoGP クラ

スのエンジン、および Moto２クラスのフレーム製造メーカー）を対象とする 

二輪レースのシリーズ戦が開催される。 

 

1.2 競技会 

1.2.1 競技会は、車検の実施予定日時に開始し、全決勝レース終了後の抗議提出期限の

 満了時、または車検および競技上の検証の完了時のうち、いずれか遅い方の時

点で終了したものとみなされる。 

 

レースコントロールは、抗議受付時間の終了までの間、必要な設備全般を備えた

状態で機能していなければならない。またその間、全ての競技役員とマーシャル

は、レースディレクションおよび FIM スチュワードの要請に応じられるよう、

待機していなければならない。 

 

1.2.2 競技会は、ＦＩＭにより選手権開催の許可を受けたレーシングサーキットにおい

てのみ開催できる。 

 

1.2.3 競技会では、ＦＩＭおよび DORNA により許可されたサポートレース以外の競

技を開催してはならない。 

 

1.2.4 競技会期間中の、四輪のレース車両によるいわゆる「エキシビション」やパレー

ド等、コース走行を伴う行事はいずれも、FIM 及び Dorna の事前許可を要す

る。 

 

1.2.5 大会オーガナイザー（以下、“オーガナイザー”と称す）は、ＦＩＭ及び

 DORNA により任命される。同競技規則内で記載されている“オーガナイザ

 ー”とは、個々 の大会のオーガナイザーおよび/またはプロモーターを指す。 

 

1.2.6 オーガナイザーは、競技会を円滑に、効率よく運営する上で必要な設備と人員

 を提供する責任を負う 

 

1.2.7 オーガナイザーは、全参加者、チーム、スポンサー、サービス会社、競技役員、

ＦＩＭ、DORNA、IRTA 等の補償を含む、第三者賠償責任保険を手配する。 

 

補償金額は 、金額設定の異なる北 米、カナダを除き、１ 競技会あたり

6,000,000ＵＳ＄とする。 

  

オーガナイザーは DORNA に対し、上記保険の証書の写しを、遅くとも競技会

の 30 日前までにＦＡＸまたは宅配便にて送付する。主催国の保険関連の法令に

照らし、上記保険に何らかの修正が必要な場合、DORNA は競技会の最低15 日

前までに、その内容をオーガナイザーに通知する。 
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保険の有効期間は、レースウィークの水曜（土曜決勝の場合は、火曜日）午前 8

 時より、レース終了後の月曜（土曜決勝の場合は、日曜日）午前 0 時までとす

 る。 

 

1.2.8 大会オーガナイザーは、競技会の 90 日前までにＦＩＭと DORNA 宛に下記の

情報を提出しなくてはならない。 

a. プロモーター／オーガナイザーの名称と、連絡先の電話番号と FAX 番号を   

    含む所在地の確認 

 b. 競技会の開催日程と会場 

 c. サーキットのレイアウト図、周回方向（時計回り、反時計回り）、全長距離 

 d. サーキット内の選手向けの情報提供機能の置かれる場所、公式掲示板の場所 

 e. 第三者賠償責任保険を担当する保険会社の名前、住所および保険の証券番号 

 f. FMNR の名称と所在地 

 g. 競技監督（ＦＩＭ競技監督ライセンス保持者）の氏名 

 h. チーフ・メディカル・オフィサーの氏名、住所および電話番号 

 i. 競技会の際の指定病院の名称、所在地、および電話番号 

 

注：オーガナイザーは、競技会の大会特別規則を作成または発行する必要はな

   い。 

 

1.2.9 DORNA は競技会の 60 日前までに上記の各種情報を文書化し、IRTA に転送す

る。IRTA は同文書を、当該競技会の参加チームすべてに配布する。 

 

1.3 パドック 

1.3.1 パドック、ピットボックス、およびその他設備はすべて、遅くとも日曜開催の

 決勝レース前の水曜日にチームに開放され使用できる状態にし、競技会終了後

 は最低 1 日、可能な場合は 2 日間、参加者が使用できるものとする。   

 

1.3.2 到着後に設営を行うチームは、午前 8 時から午後 10 時までの間、パドックに出

入りできること。 

 

1.3.3 パドックの使用中は、サーキットとパドックへの車両入場ゲートに、24 時間体 

制で要員が配置されること。 

 

1.3.4 パドックの使用中は、十分な医療および消火体制が、ライダー、チーム関係者、

マニュファクチャラー、スポンサー、サービス会社、競技役員、FIM, DORNA, 

IRTA 等のために敷かれていること。 

 

上記の体制は、“チームの設営開始日”前の 2 日間は少なくとも午前 8 時から

午後 6 時までの間配置されるものとし、その後は大会期間を通じ、レースの翌

日深夜０時までの間、２４時間体制で維持されること。 

 

1.3.5 日曜開催のレース前の、遅くとも水曜日深夜０時より、レース終了後の月曜日

深夜０時までの間、パドックエリアには完全な警備体制が敷かれること。 
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1.4 オフィシャル 

     競技会を円滑に効率よく運営するため、以下の全オフィシャルは必要な時点で

 会場に入り、任務にあたることができるものとする. 

 

1.4.1 常任オフィシャル 

全ての常任オフィシャルは、常任委員会（Permanent Bureau）により任命さ

れる。 

 

以下に明記する各オフィシャルは、監督業務にあたる執行役として任命される。

病気、または不可抗力による場合を除き、同オフィシャルは各競技会に立ち会う

ものとする。 

  

レース・ディレクター： 規則の適正な遵守と、プラクティスとレースの効率

よい運営を徹底する責任を負う。またレース・ディ

レクターは、大会運営委員会と FIM スチュワードの

間の相互連絡の責任者でもある。 

 

レース・ディレクターは、制裁を科す権限をもたない。 

  

競技監督は、レース・ディレクターとの協議を常に行いながら、任務にあた

 るものとする。以下の事柄についてはレース・ディレクターが最終的な決定権

 を有し、同ディレクターの明確な同意を得てのみ、競技監督が以下についての

 指示を下すことができるものとする。 

 

a)  プラクティスとレースの管理、タイムスケジュールの遵守、およびレー

ス・ディレクターが必要と判断した際、競技規則に準拠したタイムスケジ

ュールの変更をレース・ディレクションに提案すること 

b)  継続した場合に安全が確保できでないとレース・ディレクターが判断した

際、競技規則に従いプラクティスやレースを中断し、さらに適正な再スタ

ート進行を徹底すること 

 c） スタート手順 

 d)  メディカルカ―／緊急介入車両の運用 

 

テクニカ ルディレクター： 技術規則が正しく適用されていることを確認し、 

    車検、および技術面にかかわる抗議について監督

    責任を負う 

 

 メディカルディレクター： メディカル規則に必ず適合するよう、オーガナイ

       ザーの指名するチーフ・メディカル・オフィサー

     との連携をはかる責任を負う 

 

 FIM セーフティーオフィサー：スタート手順を監督する責任を持つ。 
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1.4.2 競技会毎に従事するオフィシャル 

 競技会ごとに従事するオフィシャルは、大会毎に主催国協会（FMNR）／オーガ

ナイザーにより任命される。 

 

 i ) 競技監督： 競技監督の責務は下記のとおりとする。 

   a. 競技会に向けサーキットが適切に準備されていることを確認し、競技会

期間中も状態を維持する。競技会の運営が、適用する法規に全面的に

準拠していることを確認する。 

       

       b. 全てのオフィシャルと役務が整っていることを確認する。 

          

全てのコース要員と装備（マーシャル、消防体制、モトタクシー、緊急介

入車、フラッグ等）を、全プラクティスおよびウォームアップの開始 30

分前までにコースサイドに配置する。 

 

朝のメディカル査察が終了した後、（その後に行われるコース査察のため

の）メディカル要員はコースマーシャルの５ｍ後方に立つか、またはコー

ス査察に関係のないメディカル要員は立ち去ること。競技運営のための

コースマーシャルのみがコース査察のため、コース脇に立つこととな

る。 

 

レース・ディレクター、ＦＩＭ安全委員、競技監督およびメディカル・

ディレクターは、その日の最初のプラクティスセッション（および/また

は）ウォームアップの開始 30 分前に、上記の規則が遵守されているこ

とを確認するため、最終のコース査察を行う。 

 

最終の査察走行の際、各フラッグマーシャルポストでは黄旗が振動提示

されるほか、ＦＩＭ安全委員により要請された信号旗および装備品が提

示されなければならない。 

 

        ｃ. 大会を円滑かつ効率的に進行させるよう、決定を下す。 

   

d. 規則に準拠した競技会の運営を徹底する。 

              

e. 抗議の申し入れをレース・ディレクションに通知する。 

         

ｆ. 暫定リザルト（プラクティス、ウォームアップ、スターティング・グリ 

ッド、およびレース）を即時承認し、時刻と署名を付し、大会運営委委 

員会に対する報告を行う。 

    

ii) 事務局：責務は下記のとおりとする。 

 

   a. 競技会期間中、競技役員間の相互連絡役を担う。 

        b. 大会運営委員会、レース・ディレクション、FIM スチュワードの事務業務 

を補佐する。 
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iii)その他オフィシャル： 

         マーシャル、車検員、警備要員、メディカル要員等、競技会の効率的な運営

     に必要となる要員 

 

   個々の競技会で従事する競技役員間の情報伝達は、それぞれ該当する常任オ   

   フィシャルを介して行われるものとする。 

 

1.4.3 レースディレクション 

選手権のレース・ディレクションは、常任委員会により任命される。 

 

1.4.4  FIM スチュワード 

 FIM スチュワードは、大会毎に FIM により任命される。 

 

1.5 競技会運営 

1.5.1 競技会運営は、以下代表者の構成する、大会運営委員会により管理される。 

 

    レースディレクター （議長を務める） 

 テクニカルディレクター 

 FIM メディカルオフィサー 

 競技監督 

 ＤＯＲＮＡの指名を受けた代表者 

 FIM セーフティーオフィサー 

 

1.5.2   大会運営委員会の任務は、如何なる場合においても以下の通りとする 

 a  競技会の円滑で効率的な運営を図る。 

 b  規則に反する事項について、レースディレクション対し提言を行う。 

 c  レースディレクションに対し、規則違反を報告する。 

 

1.5.3 大会運営委員会は競技会期間中、必要に応じ随時招集されるが、最低限以下に 

記されるタイミングで委員会が実施される。 

 

 a  第 1 回目のプラクティスセッション前 

 b  各練習走行日の終了後 

 c  競技会終了後 

 

1.5.4 大会運営委員会の定足数は、3 名とする。 

 

1.5.5 委員会メンバーは各々、1 票の投票権を持つ。決定は、過半数をもって下される。

同数の場合、レースディレクターが決定票を投じる。 

 

1.5.6  チーフスチュワードは大会運営委員会に出席することができ、またレース・デ

 ィレクターは会議を助力し得る競技役員やその他要員の出席を依頼することが

 できる。しかし、チーフスチュワード及び出席要請を受けたオフィシャルやそ

 の他要員に、投票権は認められない。 
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1.5.7 大会運営委員会の責務は、以下のとおりとする。 

a- 各担当競技役員より、車検、プラクティス及びレースに関する報告を受ける。 

b- 大会の円滑かつ効率的な運営を向上させるための提言を、オーガナイザーに

対し行う。 

 

1.6 レースディレクション 

1.6.1 レースディレクションは、以下の人員により構成される。 

 ＊ＦＩＭ代表 

 ＊ＤＯＲＮＡ代表 

 ＊ＩＲＴＡ代表 

 

1.6.2  レースディレクションによる会議の定足数は、２名とする。 

 

1.6.3  各構成メンバーは 1 票の投票権を有する。決定は、過半数をもって下される。 

 

1.6.4 レースディレクションは大会期間を通じ、必要に応じ集合する。 

 

1.6.5 レースディレクションの責務は、以下のとおりとする。 

 a  規則に従い決定を下す  

 

b   規則違反があった場合、罰則を科す 

 

c.   安全上の配慮から、決勝レースおよび（または）プラクティスセッション 

  のレース運営および（または）レース形式を変更する。ただしこの変更を 

行うのは、FIM ロードレース世界選手権グランプリ規則では状況の解決が 

見越せない場合に、この変更の決定が絶対的に必要な場合に限られる。 

このような例外の事例が出た場合、この変更された内容が FIM ロードレー

ス世界選手権グランプリ規則の中で規定されている該当箇所よりも優先す

る。 

     

d   グランプリ規則内では解決できない問題に直面した場合、その問題解決の 

ためにレースディレクションは、(新たな)レース前進行＜pre-race 

 instruction>または状況説明<clarification>を出す場合がある。 

またさらに特別なケースの場合にはレース前規則＜pre-race regulations> 

を出すこともある。（例えばある特定のサーキットで起こる局所的な状況 

に対処する場合）しかしこれらの動きはあくまでも FIM ロードレース世界 

選手権グランプリ規則で決められた限度を逸脱するものではない。 

 

e    大会の円滑かつ効率的運営を怠った、あるいは、規則に著しく違反した

オーガナイザーに対し、罰則を科す 

 f    規則違反に関連した抗議について、裁定を下す 
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1.7 FIM スチュワード 

1.7.1 FIM スチュワード３名（ＦＩＭスポーツスチュワードライセンス所持者）により

 FIM スチュワードパネルが 構成され、同委員会を監督するチーフスチュワード

 が議長を務めるものとする。 

 

1.7.2 チーフスチュワードおよびスチュワードは、規則遵守を義務付ける責任を負う。

 年間 4 戦以上のグランプリにおいてスチュワードに従事する場合、常任事務局

 の承認が必要となる。 

 

1.7.3 FIM スチュワードによる会議の定足数は、2 名とする。 

 

1.7.4 チーフスチュワードが欠席を余儀なくされた場合、次席の FIM スチュワードが

空席を埋める。 

 

1.7.5 各メンバーは、1 票の投票権を有する。決定は過半数をもって下される。同数の

場合、議長が決定票を投じる。 

 

1.7.6 FIM スチュワードは、競技会の運営に関する執行権を持たない。 

 

1.7.7 FIM スチュワードは大会期間を通じ、必要に応じて随時招集される。 

 

1.7.8 FIM スチュワードの責務は以下のとおりとする。 

  a  規則に準拠した競技会の運営実施が徹底されていることを確認し、発生し

   た違反をレースディレクションに報告する。 

 b  レース・ディレクションの決定に対する上訴について、裁定を下す。 

 

1.7.9 FIM スチュワードの下す決定はすべて、レース・ディレクションならびに関係

する当事者に対し、書面にて通知されなければならない。 

 

1.8 カレンダー 

1.8.1 選手権のかかるレース・カレンダーは原則として、前年の 10 月 31 日までに発 

表される。 

 

1.8.2  シーズンの定義は、年度の最終レース終了日翌日からがシーズンスタートで、シ

ーズン終了は、翌年度最終レース終了日となる。 

 

1.9 クラス 

1.9.1 クラスは、次のカテゴリーに準じるものとする。 

    Moto3    250cc  4 ストローク、単気筒 

    Moto2   Moto2   オフィシャルエンジン 

    MotoGP     1000cc  ４ストローク、最大 4 気筒 

 

1.9.2   全３クラスを規定する技術規則は、ＦＩＭ世界選手権について定めた、「ＦＩＭ 

グランプリ技術規則」とする。 
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1.10. 参加者の資格 

1.10.1 ライダーが選手権に出場するにあたっては、IRTA 加盟チームより正式にエント 

リーされていなければならない（ワイルドカード出場選手を例外とする、

 1.11.5/6 条参照）。 

 

ライダーは、FMN の発行する FIM グランプリライセンスまたは「FIM スーパー

ライセンス」を所持していなければならない。ライダーは、ＩＲＴＡおよびグラ

ンプリ委員会によって指名される。状況に応じ、特定の一大会に限定して有効

なライセンスが発行される場合がある。ライセンスの発給を受ける条件として、

ライダーは個人的な追加費用を課されることなく、FMN 発行の国内ライセンス

を所持しているものとする。 

 

コンストラクターは、適切な「ＦＩＭマニュファクチャラー・ライセンス」所持 

者でなければならない。 

 

1.10.1.1 ライダーの最低年齢制限 

 

 ライダーのライセンスは、以下に示す最低年齢に達した時点でのみ、発行され

 る。 

  

 Moto3    16 歳 

 Moto2    16 歳 

 MotoGP 18 歳 

  

 最低年齢は、ライダーの誕生日を基準とする。 

 Moto3 クラスにおいては、同クラスの最低年齢制限に達していなくとも、FIM

 ジュニア Moto3 選手権の優勝者は、翌年の FIM 世界選手権グランプリの

 Moto3 クラスに参加することが例外として認められる。 

 

1.10.1.2  MotoＧＰクラスの最高年齢制限 

 MotoGP契約ライダーについては、ライダーが満50歳になる年の年末まで出場

できるものとする。 

 

1.10.1.3  Moto2 クラスの最高年齢制限 

    Moto２ライダーについては、ライダーが満 50 歳になる年の年末まで出場でき

るものとする。 

  

1.10.1.４  Moto3 クラスの最高年齢制限 

Moto3 クラスについては、当該選手権年度の１月１日の時点で、最高年齢を

28 歳（初めて Moto3 グランプリに参加する新規契約ライダー、及びワイルド

カードについては 25 歳）とする  
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1.11 エントリー 

1.11.1 チームはエントリー申請を、前シーズンの最終競技会を絶対的な最終期限とし

 て IRTA 事務局宛に送付しなければならない。 

各エントリー申請用紙には、指定ライダー、出場クラスを明記していなければな

らない。 

Moto3 および Moto2 クラスのチームの指定テストサーキット名を明示しなけ

ればならない。また MotoGP クラスのテストサーキットの指定はマニュファク

チャラーが行うものとする。 

前年度シーズンの最終競技会の翌日に開かれるFIM、Dornaおよび IRTAの代表

で構成される「選抜委員会（The Selection Committee）」により、翌年度シー

ズンの参加を受け入れるチームとライダーを選抜する。参加受け入れが決定され

次第、各チームとそれぞれのチームの契約ライダーは各クラスに適用されている

テスト制限の対象となる。 

 

1.11.2 参加を受け入れられた各チームは IRTA のメンバーとなる必要があり、参加する

当該シーズンの２月２８日までに IRTA との「参加契約書」を締結しなければな

らない。 

 

1.11.3 参加を受け入れられたチームは各ライダーにつき申請用紙を作成し、参加する当

該シーズンの２月２８日までに IRTA 事務局に提出しなければならない。 

 また MotoGP クラスのエントリーについては、ライダーの参加がオープンカテ

ゴリーか、あるいはファクトリーオプション（2.4.3.5 条参照）での参加なのか

を明記し、同じく 2 月 28 日までに申請用紙を提出しなければならない。 

チームは各ライダーの参加カテゴリーのオプションの公表をシーズンスタートか

ら申請用紙の提出期限までの間、いつ行ってもかまわない。しかしファクトリー

オプションに実際に指名されるライダーは、同ライダーがオプション(1.15.1.1

条参照)に規定されているテスト規則を尊重した場合にのみ指名される。つまり

シーズンのスタートから同ライダーが公式テストや、レースディレクションの認

めたテスト、または同ライダーの契約するマニュファクチャラーのファクトリー

チームによるマニュファクチャラーテストに参加した場合にのみ指名資格がある

ということである。 

 

特例が認められた場合を除き、チームはエントリーする指定ライダーに対し、世

界選手権のレース全戦に参加させることが前提となる。特例として認められるケ

ースは以下の通り。 

 

i) ライダーの負傷,修復の不可能なマシンの損傷、「不可抗力」のいずれかを理

由に、チームは既に開始している競技会をライダーに棄権させることがで

きる。健康上の理由による棄権には、大会の CMO またはメディカル・ディ

レクターの作成する書面による裏付けが必要となる。 

 

ii) 健康上の理由、またはその他「不可抗力」を理由とする場合に限り、チーム

は、選手権のその他競技会へのライダーの参加を取り下げることができる。    

健康上の理由による欠場の場合、有資格医師からの書面を提出の上、IRTA

の指定する別の医師による検査を、費用を自己負担した上で受けなければ
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ならない。さらに、確認のため、DORNA はその指定する医師少なくとも

２名による検査、診断を要請する権利を有する。DORNA、IRTA 双方の指

定医による診断内容が異なる場合、次の方法が取られる。 

a)   DORNA の指定した医師の見解が優先される。 

            

  加えて、 

b) IRTA は、DORNA の指定医による検査および結果報告により生じ

た費用全額を支払わなければならない。 

 

チームは、出場義務を果たすべく、棄権より 10 日以内に、参加資格

のある代理のライダーを特定できるよう、可能な限り努力しなけれ

ばならない。しかしながら、エントリーされたライダーの交代、変

更の締め切り時間は、ライダーの当該クラスのフリープラクティス

第２セッション終了後 2 時間までとする。ただし MotoGP について

は、ライダーの交代が公式予選開始 2 時間前まで認められる。 

 

iii) 健康上の理由や不可抗力を伴わない場合、 IRTA の承認を受け、さらに

IRTA が DORNA/ＦＩＭの承認（いずれも否決した場合にその理由を明確

にする義務はない）を受けることを条件として、チームはそれ以降の選手権

シリーズ戦に、代わりのライダー（代替ライダー）を出場させることができ

る。ライダーの変更は、１シーズン中一度までに限定される。特例的な状

況は、IRTA および DORNA/FIM により検討される。 

 

1.11.4  チームが代替ライダーを立てられない場合、IRTAは、必要なエントリー台数を

確保するため、大会毎に、別のチームによるライダーのエントリーを許可する場

合がある。ライダーの交代および変更にあたっては、1.10.1 条が適用される。 

 

1.11.5  Moto2 および Moto3 クラスのワイルドカード  

各クラスにつき最大２名のワイルドカード選手がエントリーできる。 

ワイルドカードライダーは、FMN,FIM または Dorna から推薦することができ 

る。 

 

ワイルドカードライダーは、いずれかの FMN により発行されたＦＩＭロードレ

ース・グランプリ大会一大会ライセンスを所持していなければならず、そのエ

ントリー申請はＦＩＭ宛に、ＦＩＭ発行の正式なエントリー用紙にて、遅くと

も大会 45 日前までに提出されなければならない。 

 

上記エントリー用紙はグランプリ委員会に送られ、エントリーの受け入れを同 

委員会が決定する。 

 

同一クラスにおいて過去３回にわたりワイルドカード出場選手として競技会に参

加した経験のあるライダーについては、ワイルドカードエントリーが認められな

い。(本条項の規定上、Moto3 クラスは従来の 125cc に、また Moto2 クラス

は 250cc クラスに準じる)。 

 



 14 

エントリーが認められた場合、ライダーが参加するために IRTA が準備するため

の費用を IRTA に支払わなければならない。 

２０16 年度費用： Moto2 クラスエントリー  13,000ユーロ 

           Moto3 クラスエントリー    3,500ユーロ  

ライダーのエントリーが承認され、費用も支払った後にエントリーを取り消す

場合、IRTA に支払った金額の 50%のみ返金される。 

以下の状況の場合、全額返金が適用されることがある。 

a. 取り消しがライダーの負傷によるものであり、それ以外の理由が無く、 

そのことが証明される場合。 

b. ライダーが当該大会のための契約チームの代替ライダーであったため 

取り消した場合。 

           c  FIMがライダーの国の協会を通じて同ライダーの代わりにワイルドカード

のエントリー.を受け入れる別のライダーを指名した場合。 

 

ワイルドカードライダーに対する金銭的補償または経費の償還は行われない。 

 

ワイルドカードのエントリーは 1.11.2 条に規定された IRTA の保険要件の対象

とはならない。ワイルドカードライダーに適用される保険は、それぞれの FMN

に一任される。ワイルドカードライセンスが承認され発行される際のライセン

ス費用は、ライダーがレース参加を取り消した場合には返金されない。 

 

1.11.6 MotoGP ワイルドカードライダー 

最大２名のワイルドカードエントリーができる。ワイルドカードは FMN、FIM 

MSMA または Dorna が推薦することができる。 

     

    ワイルドカードライダーは、いずれかのＦＭＮの発行した「FIM ロードレース・

グランプリ大会一大会ライセンスを所持していなければならない。 

 

    申請は FIM 発行の正式エントリー用紙をもって競技会前に随時提出できる。 

 

FIM はその申請を受領後グランプリ委員会に送付し、そこにおいて参加受け入れ

が検討され、決定される。 

 

エントリーの受け入れが決まった際には、競技会でオフィシャルサプライヤーか

ら提供されるタイヤの使用代金を IRTA に支払わなければならない。 

 

ライダーのエントリーが承認され、費用も支払った後にエントリーを取り消す

場合、IRTA に支払った金額の 50%のみ返金される。 

以下の状況の場合、全額返金が適用されることがある。 

c. 取り消しがライダーの負傷によるものであり、それ以外の理由が無く、 

そのことが証明される場合。 

d. ライダーが当該大会のための契約チームの代替ライダーであったため 

取り消した場合。 

           c  FIMがライダーの国の協会を通じて同ライダーの代わりにワイルドカード

のエントリー.を受け入れる別のライダーを指名した場合。 
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ワイルドカードライダーに対する金銭的補償または経費の償還は行われない。 

 

ワイルドカードのエントリーは 1.11.2 条に規定された IRTA の保険要件の対象

とはならない。ワイルドカードライダーに適用される保険は各 FMN に一任され

る。ワイルドカードライセンスが承認され発行される際のライセンス費用は、

ライダーがレース参加を取り消した場合には返金されない。 

 

1.11.７ 当該年度の選手権に初めて出場する選手を対象として、第 1 回目のプラクティ

ス 

 の予定日前日の 17:00 より、必修のブリーフィングが実施される。 

 

上記のブリーフィングを最後まで受けなかったライダーは、ペナルティの対象

となる。 

 

レースディレクションにより、出席免除の特例が認められる場合がある。 

 

1.11.８ 最低でも1回のプラクティスに出走した選手は、競技会に出場したものとみなさ

れる。 

 

1.11.９ 決勝レースの 1 周目を走行した時点で、ライダーはレースをスタートしたもの

とみなされれる。 

 

1.11.1０MotoGP クラスのマニュファクチャラ― 

 MotoGP クラスにおいて、モーターサイクルマニュファクチャラーは自身のチ

ームから最大２名のエントリーが許可される。同マニュファクチャラーはまた、

バイクと備品をインディペンデントチームに貸与することができる。で更に最大

２名のエントリーが可能となる。しかしあくまでもファクトリーオプションとし

て、各マニュファクチャラーは合計で最大 4 名（マニュファクチャラー自身のチ

ームであれ、インディペンデントチームであれ）までのエントリーに限られる。

ファクトリーオプションの条件については条項 2,4,3,5. 4)を参照すること。 

 

1.11.11 Moto3 クラスのマニュファクチャラー 

    ・  Moto3クラスにおいて参加する計画のあるマニュファクチャラーは、８月

    ３１日を期限として、翌シーズンに Moto3 マシンを出すことをグランプリ

   コミッションに通達しなければならない。また同期限日までに、マニュフ

   ァクチャラーは可能性のあるチームにパーツの価格表をつけて、マシンの

   提供について発表しなければならない。この期限を過ぎた場合、いかなる

   マニュファクチャラーも“ブランド”も翌シーズンの参加は受け入れられ 

   ない。 

 

・ 興味のあるチームは、同マニュファクチャラーにマシン提供の確実なリクエ

ストを、９月１５日を期限日として、それまでに行わなければならない。そ

れを受けてマニュファクチャラーは、最低供給数（現存のマニュファクチャ

ラーで１２名のライダー）を考慮した上で、同チームのリクエストを受けた

ことの確認を、９月３０日を期限日として出さなければならない。リクエス
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トを受け入れた後の詳細は、IRTA に送られ、その後 IRTA からグランプリ

コミッションに報告される。リクエストをしたが受け入れられなかったチー

ムは、別のマニュファクチャラーと交渉することができる。 

 

・ Moto3 エンジンおよびシャシー、ホモロゲーション、供給および価格規定

については、規則書 2.6.3 条および 2.6.4 条を参照のこと。 

 

1.12 スターティングナンバー 

1.12.1  選手権への出場を認められたライダーには、シリーズを通じ有効となる特定の 

 番号が割り当てられる。通常、スターティングナンバーは、前年の選手権また

は同等のシリーズでチームのライダーの修めた成績にもとづき決定される。 

 

1.13 スケジュール 

1.13.1 競技会のスケジュールは、暫定的に以下のとおりとする。 

         

 水曜日 チーム現地到着、設営 

        木曜日 チーム現地到着、設営 

          10：00～17：00 車両検査、受付けおよび各種手続き 

 

金曜日                                       

09:00～09:40 Moto3 フリー走行① 40 分間 

09:55～10:40 MotoGP フリー走行① 45 分間 予選に考慮されるタイム計測有 

10:55～11:40 Moto2  フリー走行① 45 分間 

13:10～13:50 Moto3 フリー走行② 40 分間 

14:05～14:50 MotoGP フリー走行② 45 分間 予選に考慮されるタイム計測有 

15:05～15:50 Moto２  フリー走行② 45 分間                

       

土曜日                                       

09:00～09:40 Moto3 フリー走行③ 40 分間 

09:55～10:40 MotoGP フリー走行③ 45 分間 予選に考慮されるタイム計測有 

10:55～11:40 Moto２ フリー走行③ 45 分間 

12:35～13:15 Moto 3 公式予選     40 分間 

13:30～14:00 MotoGP フリー走行④ ３0 分間  

予選に考慮されるタイム計測は無し 

14:10～14:25 MotoGP 公式予選①  15 分間 

14:35～14:50 MotoGP 公式予選②  15 分間 

14:10～14:25 Moto2  公式予選     45 分間              

 

日曜日                                      

08:40～09:00 Moto3 ウォームアップ 20 分間 

09:10～09:30 Moto2 ウォームアップ 20 分間 

09:40～10:00 MotoGP ウォームアップ 20 分間 

11:00  Moto3 決勝レース 

12:20  Moto2 決勝レース 

14:00  MotoGP 決勝レース                    
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1.13.2  上記スケジュールは、以下に記す場合のみ変更が認められる。 

i) 大会開始以前の DORNA による決定 

ii) 大会期間中のレース・ディレクションによる決定 

 

1.13.3 上記スケジュールは、ライダーとチームのためのスクーター、自転車や徒歩に 

    よるコースの下見の時間も含まれる場合がある。彼らのコース下見が行われる場 

    合には、サーキット内の通行は全てサーキット方向で行い、コースをスクーター 

    で走行する場合には、必ず安全ヘルメットを着用しなければならない。 

 

1.14 車検/メディカルコントロール/ドーピング検査 

1.14.1 MotoGP クラスのチームは、発表されたスケジュールに従い、初回プラクティ

 スの開始までに実施される車検に、ライダー1名につき最大2台のマシンを提示

 することができる。 

Moto２と Moto３クラスの両チームが車検に提示できるマシン台数は、ライダ

ー1 名につきマシン 1 台に限られる。     

  

レースディレクションが特例を認める場合を除き、車検およびメディカル検査

のスケジュールに従わないチームは、大会への出場を認められない。 

 

1.14.2 車検の手順は、技術規則 2. x 5.2, 2.x 5.3 および 2.x5.4 に詳述される。 

メディカルコントロールの手順は、メディカル規則に定める通りとする。 

 

1.14.３ ドーピング検査の手順に関わる全ての規定は「FIM アンチドーピング規則」に 

記載されている。 

       

1.15 プラクティスおよびテスト 

1.15.1 プラクティスおよびテスト規制 

a) 全てのクラスにおいて、シーズンの定義は、当該年度の最終レース終了日の

翌日をシーズン開始とし、翌年度の最終レース日をもってシーズン終了日と

する。 

b) 契約ライダーの定義は、条項 1.11.1 に従いチームが指名するライダーのこ

とを指す。 

c) コースのファミリーゼーション（習熟）は、どのサーキットにおいても、下

記の状況が守られている限り、いつ行っても良い。 

i) レース・ディレクションの許可なしに、GP 大会が行われる サーキッ

トで開催される前の１４日間は行ってはならない。 

ii) ライダーが参加を予定しているクラスと同じ排気量の車両の場合、一

 般公道用にロード用ホモロゲーションを受けた、標準製作されたマシ

 ンのみ使用できる。マシンを改造する場合は,使用前にテクニカル・デ

 ィレクターの承認を得なければならない。 

 備考： テクニカル・ディレクターの承認を得た、ロードレース以外

  の競技車両（例：モトクロス、エンデューロ、スーパーモト）

  及び異なった排気量のロードレース車両は、制限なしに使用

  できる。 
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    Iii) Moto2 クラスにおいては、コースのファミリーゼーション（習熟走 

   行）をグランプリ開催サーキットで使用する場合は、ロード用ホモロ

   ゲーションを受けたバイクであっても、現在公認されている Moto2

   エンジンサプライヤーのものと同じブランド、同じエンジン容量で

   あってはならない。使用するマシンが公認 Moto2 エンジンサプライ

   ヤーのものと同じブランドである場合は、公認 Moto2 エンジンとは

   別のエンジン排気量でなければならない。 

 

       Iv) 適正なマシンの資格について疑義が生じた場合は、テクニカル・デ

   ィレクターの決定を最終のものとする。 

 

d) ワイルドカードライダーには如何なるテスト規制も適用されない。 

 

1.15.1.1 MotoGP クラス 

本条項の規定上、選手権に関わる個別のマニュファクチャラーのテストチー

ム（モーターサイクルの完成品を生産する製造メーカーとシャーシーのメーカ

ーも含む）は契約チームの一部と見なされる。 

 

契約チームが MotoGP クラスのマシンを使用して行う練習走行およびテスト

において以下のことが許可される。 

 

A. 契約ライダー 

a) 競技会のスケジュール上で予定されているプラクティス 

b) シーズンの最終戦から１１月３０日の間に、ヨーロッパ内のサーキ

ットで Dorna/IRTA が主催する２～3 日間にわたって行われる１

回のテスト 

c) Dorna/IRTA が２月１日からシーズン初戦までの間に主催する３

日間にわたる 3 回のテスト 

d) 決勝終了後。最大で一日３回のテストが Dorna/IRTA が指定する

ヨーロッパでの競技会終了後の月曜に行われる 

e) レース・ディレクションにより承認された走行等 

f) 全ての MotoGP チームは、チームに割り当てられたテストタイヤ

を使用して（下記事項 1.15.1.1.C 参照）、シーズン中最大 5 日間

に亘り契約ライダーを使用したテストを行うことが出来る。但し、

下記の事項 1.15.1.1.A.h のテスト禁止期間を除く。 

公式 MotoGP ECU キット(条項 2.4.3.5  3 参照)を使用するオー

プンカテゴリーでエントリーした契約ライダーは、シーズン中どの

サーキットでも下記に詳述される「テストタイヤ割当」（条項

1.15,1,1, Ｂ参照)を使用してテストを行うことができる。（但しテ

スト禁止期間は除く。下記に詳述される条項 1.15,1,1, A.. h 参照)  

テストを行う日と同テストに参加するライダー名をテスト実施希望

日前にレースディレクションに伝えなければならない。ただしこの

テスト実施希望日については、テストを行うサーキットでグランプ

リ競技会が開催される場合、グランプリ前の１４日間はテストする

ことはできない。 
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テストはチームライダーの誰かがトラックに入った時点で始まった

ものとされる。 

 

g) コンセッション対象となるマニュファクチャラ―のマシンを使用す

るチーム（事項 2.4.2 参照）は、彼らの契約するライダー（事項

1.15.1.1.A.h 参照）によるかテストライダーによるチームに割り当

てられたテストタイヤを使用して（下記事項 1.15.1.1.C 参照）テ

ストを如何なるサーキットにおいてもシーズン中に行うことが出来

る。 

 

テストを行う日と同テストに参加するライダー名をテスト実施希望

日前にレースディレクションに伝えなければならない。ただしこの

テスト実施希望日については、テストを行うサーキットでグランプ

リ競技会が開催される場合、グランプリ前の１４日間はテストする

ことはできない。 

   ファクトリーオプションのもとで、二輪マニュファクチャラー（モ

   ーターサイクル完成品を量産する製造メーカー）自身のファクトリ   

  ーチームからエントリーした契約ライダーは、指名する一つのサ

ー   

  キットにおいてシーズン中（但しテスト禁止期間は除く。下記の条   

  項 1.15,1,1, A.. h 参照) 最大で５日間、マニュファクチャラーの  

  「テストタイヤ割当」（下記の条項 1.15,1,1, Ｂ参照)を使用してテ 

  ストを行うことができる。このテストサーキットの指名は条項 

  1.11.1.に従いシーズン前に行わなければならない。 

テストを行う日と同テストに参加するライダー名をテスト実施希望

日前にレースディレクションに伝えなければならない。ただしこの

テスト実施希望日については、テストを行うサーキットでグランプ

リ競技会が開催される場合、グランプリ前の１４日間はテストでき

ない。 

※ファクトリーオプションのもとで二輪マニュファクチャラーがエ

ントリーする際に、2013 年シーズンにドライコンディションで

優勝しなかった、あるいは新規二輪マニュファクチャラーで、２０

１３年シーズンから初めて選手権にエントリーした、という場合に

免除が与えられる。これに該当するマニュファクチャラーは、上記

1.15.1.1.A.f に記載されているようなオープンカテゴリーと同様

のテストを行う機会を持つ資格が与えられる。この特権は 2016

年シーズンのスタートまで有効である。 

 

h) 契約ライダーは１２月１日から１月３１日まで（両日を含む）テス

トを行うことは許可されない。 

 

B. テストライダー 

 モーターサイクルマニュファクチャラ―による自らのファクトリーチ

 ーム及び事項 2.4.2 にある特権に値するマニュファクチャラ―のマシ

 ンを使用チームはテストライダーの起用が認められる。 
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 もし、マニュファクチャラ―が自からファクトリーチームをエントリー

 しない場合、当該シーズンにテストライダーによるテストを目的とした

 傘下のチームをファクトリーチームとして申請しなければならない。 

 

以下はＣ）に移動 

 マシン開発のためのテストライダーは「テストタイヤ割り当て」によっ

 てタイヤの使用が制限される。この割り当てはチーム間またはマニュ

 ファクチャラー間で譲り合うことはできず、公式タイヤサプライヤー

 からのみ供給される。割り当ての内訳は以下の通りである。 

 全ての MotoGP チーム：１シーズン、契約ライダー１名につき１２０

 本。 

 これらのタイヤはテストライダーも使用可能であり、チームの契約ラ

 イダーは上記条項 1.15.1.1.A. f), g), および h)に従うことを条件とし

 て使用できる。 

 

a)  テスライダーは競技会のスケジュール上で予定されている練習走行を

 除き、上記条項 1.15.1.1.A に記載されているどのテストにも参加でき

 る。 

 

b)  テストライダーはライダーのチームの「テストタイヤ割り当て」分のみ

 を使用し、どこのサーキットにおいても、またいつでもテストを行う

 ことが可能である。テストを行うサーキットでグランプリ競技会が開

 催される場合、レース・ディレクションの許可がない限りグランプリ

 前の 14 日間はテストできない。 

 

c) テストタイヤの割り当て 

  マシン開発のためのテストライダーは「テストタイヤ割り当て」によっ

 てタイヤの使用が制限される。この割り当てはチーム間またはマニュ

 ファクチャラー間で譲り合うことはできず、公式タイヤサプライヤー

 からのみ供給される。割り当ての内訳は以下の通りである。 

 

 全ての MotoGP チーム：１シーズン、契約ライダー１名につき１２０

 本。これらのタイヤはテストライダーも使用可能であり、チームの契

 約ライダーは上記条項 1.15.1.1.A. f), g), h)に従うことを条件 し て 使

 用できる。 

 

1.15.1.2  Moto3 および Moto2 クラス      

本条項の規定上、選手権に関わるマニュファクチャラーのテストチーム（モ

ーターサイクルの完成品の製造メーカーとシャシー製造メーカーを含む）は

契約チームとは見なされない。しかし下記の条項 1.15.1.2.b を除き、テス

トのために契約ライダーを使うことはできない。 

 

契約チームによる練習走行およびテスト、および契約ライダーによる練習走

行とテストは下記に該当する場合に認められる。 
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a) 大会スケジュールに含まれている練習走行 

 

b) ヨーロッパのサーキットにおいて２月１日からシーズンの初戦の間に

契約ライダーのみで行う Dorna/IRTA が主催する最大３回までのの公

式テスト。 

 

c) 決勝後（post-race）。ヨーロッパにおける競技会後の月曜または火曜

Dorna/IRTA が指定する一日のテスト。この決勝後のテストは

MotoGP クラスのテストのためのテスト日が必要でない場合に限られ

る。. 

 

d) レース・ディレクションにより承認された走行等 

 

e) チームは、シーズン中、契約ライダーを使用して如何なるサーキット

においても最大 10 日のテストを行うことが出来る。但し、テスト規制

期間・事項 1.15.1.2.f を除く） 

シーズン最終戦から１１月３０日までの間であれば、どのサーキット

においてもまたどのライダーでも行うことができる。 

 

  テスト実施日と参加するライダーに関してレースディレクションに連

  絡しなければならない。またそのテストはグランプリ開催前 14 日前に

  行われてはならない。 

 

  テストは、ライダーがトラックに入った時点で始まったものとされる。 

 

  ライダーの変更または代替えライダーであってもオリジナルのライダ

  ーのテスト日数に積算される。 

 

各チームはテスト用サーキットを GP サーキットから一箇所、および

GP を行わないサーキットから一箇所を選ぶことが可能で、２月１日

からシーズンの最終戦までの間であれば、同クラスで別の GP チーム

の契約ライダーを除いて、どのライダーででもテストを行うことがで

きる。 

 

ただしテストを行うサーキットでグランプリ競技会が開催される場合、

グランプリ前の１４日間はテストできない。 

 

f) 契約チームまたは契約ライダーは１２月１日から１月３１日まで（両日

を含む）テストを行うことは許可されない。 

 

g) チームは、そのチームのベースとなるコンチネンタルゾーン（ヨーロ

ッパ、アジア/オセアニア、アフリカ、アメリカ）の外にあるサーキッ

トにおいて、シーズン終了時点から翌 

ライダーが自身のエントリーしている以外のクラスのマシンで行うテ

ストは制限されない。Moto2 マシンは、オフィシャルエンジン搭載の
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有無を問わず、Moto2 マシンとみなされる。マシンの適合性について

紛議が生じた場合、テクニカルディレクターの決定が最終となる。 

 

h) 世界選手権への参戦が初年度となる契約ライダーは、当該シーズン中、

ヨーロッパ圏内の GP サーキットで開催される他の競技会、または同

ライダーの国籍のある国の GP サーキットで開催される競技会に参加

することができる。 

 

1.15.2 グランプリ競技会における練習走行（ウォームアップ含む） 

         i)     ライダーは、ピットレーン出口にてグリーンライトが点灯された後、 

  ピットレーンよりプラクティスを開始することができる。 

 

  ⅱ)    プラクティスの経過時間の計測は、グリーンライト点灯時点で開始さ

  れる。カウントダウン表示は、公式計時モニター上で残りのプラクテ

  ィスの時 間が示される。 

 

 ⅲ）  プラクティスの終了はチェッカーフラッグの振動提示により合図され、 

 その時点でピット出口が閉鎖される。各ライダーのタイム計測は、所定

 の走行時間の経過後にフィニッシュラインを横切るまで継続される。

 チェッカーを受けたライダーは、さらに１周走行した後、ピットに入る。 

 

ⅳ）   事故等なんらかの理由によりプラクティスが中断された場合、ス

 タートライン上と全マーシャルポストにて、赤旗が振動提示される｡す

 べてのライダーは減速してピットレーンに戻らなければならない。プ

 ラクティス再開時の残り走行時間は、赤旗が振動提示された時点で公

 式計時モニターに表示されていた残り時間となる。 

 

v)    プラクティス開始後、局地的な状況の変化に対応する上でレースデ

  ィレクターおよび FIM セーフティーオフィサーが指示する場合を除き、

 コースの路面状況を変えてはならない。 

 

1.15.3   モーターサイクル 

MotoGP クラスのライダーは、いずれも自身のチーム名で車検を受けているこ

とを条件として、２台のマシンをプラクティスで使用することができる。 

 

Moto3 および Moto2 クラスのライダーは、自身のチーム名で車検を受けたマ

シン 1 台のみをプラクティスで使用できるものとする。Moto3 および Moto2

クラスのライダーがマシンを交換できるのは、本来のマシンが修理不可能な破損

を来した場合に限定され、またその場合は、テクニカル・ディレクターの許可な

らびに新規マシンを証明する車検ステッカーの発行を受けなければならない。プ

ラクティスの間、およびレース前のサイティングラップ時にピットレーンが閉鎖

された後は、新規マシンの許可手続きを受けることはできない。 
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1.15.4 ラップタイム 

 ライダーの周回はすべて、タイム計測される。 

     

サーキットでの新しいラップレコードは、決勝時において出された場合にのみ 

成立する。 

 

プラクティスと決勝の双方において、ラップタイムとはコース上にペイント 

で示されたフィニッシュライン平面を連続して２回通過した間のタイム差をい

う。 

 

1.15.5 決勝レース出場資格 

A. Moto2 および Moto3 

レース出場にあたっては、予選中に自己クラスの最速ライダーの記録した予選タ

イムの 107%以内のタイムを達成することが条件となる。 

 

上記の予選通過タイムを達成できなかったライダーがレースに出場するには、い

ずれかのフリー走行または（および）ウォームアップにおいて、同一セッション

中に最速ライダーの 107％以内のタイムを記録していなければならない。これに

該当するライダーは、フリー走行または（および）ウォームアップ中のタイムに

準じ、グリッド最後尾からレースをスタートする。 

 

B. MotoGP クラス 

i) ライダーは１回目または 2 回目の公式予選（QP1 または QP2）に出場してい

れば自動的に決勝への出場資格が与えられる。（事項 1.16.3 参照） 

        

 ii) 予選に参加するためには、ライダーは４回あるフリー走行（FP1, FP2, FP3, 

FP4）のいずれか一つののセッションにおいて、同一セッション中の最速ライ

ダーの少なくとも 107％に相当するラップタイムを記録していなければなら

ない。 

 

iii)競技会の開始後に代替ライダーに代わる場合、同代替ライダーは最初の３回の 

フリー走行の内,２回のフリー走行に出走した場合に上記条件が適用される。 

        

iv)もし代替ライダーが FP3 以降からのみ参加した場合、FP3 または FP4 の 

いずれかの同一セッションにおいて最速ライダーの 107%のラップタイムに満

たない場合でもＱＰ１への参加は可能となる。しかしその場合決勝へ参加するた

めには、QP1 における最速ライダーの１０７％のラップタイムに達していなけ

ればならない。（QP1 がキャンセルになった場合、同ライダーは決勝に出る可能

性もある。） 

 

1.16 グリッドポジション  

1.16.1 最速ライダーのポールポジション位置は、サーキット・ホモロゲーション時に

決定される。 
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1.16.2 全クラスのスターティング・グリッド形状は、3－3－3－3 の階段状とする。 

     

 前後列のポジションはオフセットされる。 

 

各列の間の距離は、９ｍとする。 

 

1.16.3 A. Moto2 および Moto3 

グリッド位置は、全ての公式予選を通じライダーの記録した最速タイムにもとづ 

き決定される。 

 

公式予選が全てキャンセルとなった場合、全フリー走行を通じライダーの記録し

た最速タイムにもとづきグリッド位置が決定される。 

 

B. MotoGP クラス 

i)  グリッド位置は、各ライダーがフリープラクティス（FP）および２回の公式 

  予選（QP）で記録した最速ラップタイムを基準に決定される。その決定方法 

  の詳細は以下の通り。 

 

ii)  FP1,FP2 および FP3 の結果を合わせ、この３回の走行の内、タイムの最も

  速いライダー上位１０名が QP2 に進む。 

 

iii) 事項1.15.5.Bに適合した資格のあることを条件にこの上位１０名以外のライ

ダーは全て QP1 に参加する。この QP1 におけるラップタイムの最速タイム

上位２名が更に QP２に進む。 

 

iv) この時点で QP2 に進んだ１２名のライダーは、QP2 における最速ラップ 

タイム順に、１番目から１２番目までのグリッド位置が決定される。 

 

QP2 においてラップタイム計測できなかったライダーがいた場合、同ライ

ダーは１２番目のグリッド位置からのスタートとなる。また、QP2 で計測

できなかったライダーが複数名いた場合、１２位までの下位のグリッドの順

番は、これらのライダーの FP1.FP2 と FP3 を合わせたラップタイム順に

より決定される。 

 

v) ＱＰ１の結果で、上位２名を除いた残りのライダーは、QP1 における各々

の最速ラップタイムに基づいて１３位以降のグリッド位置を決定する。 

 

QP1 において資格はあるがタイム計測が出来なかったライダーがいる場合

はグリッド後方からのスタートとなり、その順番は、当該ライダーの

FP1.FP2 と FP3 の総合結果で決定される。 

 

vi) ＱＰ１あるいは QP2 のどちらか、または両方のセッションがキャンセルに

なった場合、グリッド位置の決定は、ライダーの FP1,FP2 および FP3 の

三つのセッションにおける最速ラップタイムの総合結果で当該グループの

グリッドの順番が決定される。 
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QP1 のみがキャンセルとなった場合には、FP1,FP2 および FP3 の最速ラ

ップタイムの総合結果で１１位と１２位のライダーが QP2 に進むことにな

る。 

 

1.16.4 同一タイムを記録したライダーのグリッド位置は、各々の 2 番目以降の最速タ

 イムを順次考慮して決定される。 

 

1.16.5 正式なグリッド表はウォームアップ終了後、遅くとも決勝レースのスタート１

 時間前までに発表される。 

 

1.17 レース 

1.17.1 レース距離は、以下に記す範囲内とする。 

        最短 ９５km    最長 １３０km 

         

レース距離はカレンダー発表後、常任委員会により決定される。 

 

1.17.2 レース距離は、レース・ディレクションによってのみ変更することができ、その

範囲は上記 1.17.1 に記載されている制限を超える場合もある。 

 

1.17.3 レース中、残り周回数がフィニッシュライン上のカウントダウンボードにより

示される。 

 

1.17.4 計時室の電源が一般的な常設電源である場合、いずれも UPS（無停電電源装置）

と発電機の両方に常時接続されていなければならない。 

 

1.18 スタート手順 

1． 最低1周のサイティングラップを走行したライダーのみが、最終グリッド表 

 に示された自身のグリッド位置からレースをスタートすることができる。い

かなる状況においても、ピットレーンからマシンを押してグリッドへ移動す

ることは認められない。 

 

２． スタートの約 15 分前（MotoGP クラスに限り 20 分前、再スタート時も  

しくはスケジュールの変更されたレースを除く）、ピットレーン出口がサイ

ティンラップに向け開放される。 

     

ピットレーン出口でグリーンライトが点灯し、緑旗が振動提示される。 

 

ピット出口にて、５、４、3，２、１分前の順にカウントダウンボードが 

提示される。 

 

ライダーは、ピットレーンを通過した上で、サイティングラップを１周以   

上行うことが出来る。その際、ピットレーン上では調整作業、（MotoGP に 

限り車両交換が可能）、ならびに給油を行うことが認められる。 
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３． スタートの約 10 分前（MotoGP クラスに限り 15 分前、再スタート時も

しくはスケジュールの変更されたレースを除く）、ピットレーン出口が閉鎖

される。 

ピットレーン出口が閉鎖される。 

 

ピットレーン出口ででレッドライトが点灯される。 

赤旗が振動の状態で提示される。 

 

４． グリッドに整列しないライダーは、ピットレーン出口に待機しているマー

   シャルの指示に従い、ピットレーンよりウォームアップ走行をスタートす

   ることができる。 

  

 ピットレーンからウォームアップ走行をスタートしたライダーは、グリッド

最後尾からレースをスタートしなければならない。 

 

５． サイティングラップ終了後にグリッドに戻ったライダーは、グリッド後方

で止まり、エンジンを切らなければならない。その後モーターサイクルを

チームメンバーが歩くようなペースでグリッド位置まで押して行く。その

際にライダーは降車しても乗車のまグリッド位置まで移動しても良い。 

 

  グリッド上のライダーは、メカニックとアンブレラを持つ 1 名を含む関係

者が傍についても良い。グリッドに立ち入る者はすべて、グリッド・パス

を装着していなければならない。 

 

MotoGP クラスのライダーに限り、グリッドに着いた時点でヘルメットを

取らなければならない（再スタート時とウェットレースの場合を除く）。 

 

ライダーが各自のグリッド位置をみつけ易いよう、競技役員がコースサイド

にてグリッドの列番号を示したボードを提示する。 

 

６． レース・ディレクターはこの時点で、そのレースを「ウェット」か「ドラ

イ」のいずれかを宣言し、グリッド上およびピットレーン内のライダーに対

し、その旨を示すボードを提示する。ボードが何も提示されない場合、そ

のレースは自動的に「ドライ」とされる。 

 

７．上記時点でライダーは、コースコンディションに応じたマシンの調整や、   

  タイヤ交換をグリッド上で行うことができる。 

 

グリッド上でのタイヤウォーマーの使用も認められる。 

 

ライダーは,グリッド上でタイヤウォーマー用のジェネレーターを使用して

も良い。マシン１台につき使用できるジェネレーターは 1 台のみとする。ジ

ェネレーターはポータブル形式で、最大出力２kw 以内のものとする。 

 

グリッド上でのエンジンスターターの使用も認められる。 
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ジェネレーターおよびエンジンスターターは、マシンの後方に置かれなけ

ればならない。 

 

全ての調整作業は、3 分前ボードの提示までに完了しなければならない。3

分前ボードの提示後も調整を続けるライダーは、マシン押してピットレーン

に移動しなければならない。 

上記のような状況のライダーは、そのマシンと共に１分前ボードの提示まで

にグリッドを離れ、ピットレーン内に移動しなければならない。ピットレー

ン上では、引き続きマシンの調整、また MotoGP に限り交換を行うことが

できる。当該ライダーは、ウォームアップ走行をピットレーンから開始しな

ければならず、また決勝レースのスタートはグリッド最後尾からとなる。 

 

８．グリッド上での給油および燃料タンクの交換は禁止される。 

 

９．ウォームアップ走行開始 5 分前 - 5 分前ボードがグリッド上で提示され  

  る。 

 

１０． ウォームアップ走行開始 3 分前 - 3 分前ボードがグリッド上で提示さ 

   れる。 

     

タイヤウォーマーに接続されたジェネレーターを取り外し、グリッドから

可能な限り迅速に退去しなければならない。 

 

この時点で、Moto3 と Moto2 クラスのライダーについてはライダーにつ

き 2 名のメカニック、MotoGP クラスのライダーについては 3 名のメカニ

ック、アンブレラを持った関係者、ホスト TV 局のクルー、および欠くこと

のできない競技役員を除き、全ての人員はグリッドより退去しなければな

らない。 

 

この時点で MotoGP クラスのライダーは、ヘルメットを装着しなければな

らない。 

   

この時点以降、（必要なオフィシャル以外は）誰もグリッドに改めて立ち入

ることは認められない。 

 

１１． ウォームアップラップ開始 1 分前 - 1 分前ボードがグリッド上で提示さ   

  れる。 

     

  グリッド上のマシンからタイヤウォーマーを迅速に取り外さなければなら

ない。 

 

この時点で、メカニック以外の全てのチーム関係者はグリッドを離れなけ 

ればならない。メカニックは、なるべく迅速にライダーのエンジン始動を 

補助し、グリッドより退去しなければならない。 
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１２．ウォームアップラップ開始 30 秒前 - 30 秒前ボードがグリッド上で提示

   される。 

 

全てのライダーは各自のグリッドにてエンジンを始動し待機する。 

これ以降、メカニックによる補助は認められない。エンジンを始動できな

いライダーは、グリッド・マーシャルの指示に従いマシンをピットレーン

に移動させなくてはならない。その後、ピットレーン内にてエンジン始動

を試みることができ、MotoGP についてはマシンの変更を行うことができ

る。上記に該当するライダーは、ピットレーンよりウォームアップ走行を

開始することができ、決勝レースのスタートはグリッド最後尾となる。 

 

１３．レース開始 2 分前- グリーンフラッグの振動提示によりウォームアップ走

行が開始され る。 

 

安全上の理由から、エンジンが停止したライダーは、エンジン再始動のため

に補助を受けることができる。一定の時間が経過してもエンジンが始動しな

い場合、そのマシンはピットレーンに押して移動されるものとし、その後メ

カニックの補助を受けることができ、MotoGP に限り車両交換を行うこと

ができる。 

 

全車とも速度制限なしで１周走行し、その後方をセーフティカーが追尾する。

低速のマシンがいる場合セーフティカーはそれを追い越す。  

 

全車がピットレーン出口を通過した時点ですぐピットレーン出口のグリーン

ランプが点灯され、その時点でピットレーンで待機しているライダーはウォ

ームアップ走行に加わることができる。３０秒後、レッドライトが点灯され、

マーシャルの提示する赤旗によりピットレーン出口が閉鎖される。 

 

グリッドに戻ったライダーは、各車両のフロントホイールを、グリッド位

置の前方境界線上またはその後方、またその左右両側の境界を示す直線の

中間に合わせ、エンジンがかかったまま待機する。２名以上のライダーが

グリッド後方よりスタートする場合、そのスタート位置は、レースの公式

予選結果に準じるものとする。 

 

グリッド前方に立つオフィシャルは、赤旗を静止提示する。 

 

セーフティカーがグリッド後方の所定位置に停止した後でグリッドに戻っ

てきたライダーは、マーシャルの誘導に従い、グリッド後方に着き、その

位置からレースをスタートしなければならない。複数のライダーがセーフ

ティカー到着後にグリッドに入ってきた場合、それらのライダーはグリッ

ドに到着した順にグリッド後方に誘導される。 

 

ウォームアップ走行中にマシンに何らかの問題が発生したライダーは、 

ピットレーンに戻り修理する事が認められる。MotoGP に限りマシン交換を

行うことができる。 
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グリッド上でエンジンが停止してしまったライダー、またその他問題が発

生したライダーは、マシンに乗ったまま手を上げなければならない。その

他の方法によりスタートを遅らせる事は認められない。 

  

グリッドの各列にライダーが整列し終わると、オフィシャルはパネルを下

げることでグリッド列にライダーが揃ったことを示す。エンジンがストー

ルしたり、マシントラブルの発生したライダーのいる場合、その列のパネ

ルは下げられない。全てのパネルが降ろされ、セーフティカーが所定位置

についた時点で、グリッド後方のオフィシャルがグリーンフラッグを振動

させる。 

 

 スターターは、グリッド前方にて赤旗を掲げているオフィシャルに、コー  

 ス脇に移動するよう指示する。 

   

１４．レッドライトが２～５秒間点灯する。レッドライトの消灯が、レーススタ

    ートの合図となる。 

    

 セーフティカーは１周目の間、全車を追尾走行する。低速のマシンはセ 

 ーフティカーにより追い越される。 

    

 レッドライト装置の電源が通常の常設電源である場合、スタート時にそ  

 の電源が落ちた場合に備え、カーバッテリーまたは UPS(無停電電源装  

 置)に接続されていなければならない。 

 

 ジャンプスタートをしたライダーは、事項 1.19 に明記されたライドスル  

 ―の手順に従わなくてはならない。 

 

          モーターサイクルはレッドライト消灯時には静止状態でなければならな

   い。 

ジャンプスタートとは、レッドライトが消えた時点に車両が前進した場合

をいう。 

 

レッドライト点灯中に、小さな動きや連続して止まる動作が見られた場合、

その動きがライダーにとって有利となったかどうかの裁定は、レースディ

レクションが単独で決定する。 

 

ジャンプスタートでライダーが有利となるように動いたとみなされ、ペナ

ルティーを適用するとレースディレクションが決定した場合、そのペナル

ティーの情報をレース４周目終了までにライダーに伝達しなければならな

い。 

      

１５．スタート後にエンジンが停止したライダーは、エンジンがスタートするま

でコース沿いに押し掛けの補助を受けることが認められる。 
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 ある程度補助してもエンジンが再始動しないマシンは、ピットレーンまで

押して移動させる。ピットレーン内ではメカニックの補助を受けることが

でき、MotoGP に限りマシン交換を行うことができる。 

 

１６．ライダーがピットロード出口を通過した後、ピットレーン内にまだ残って

いるライダーがスタートできるよう、ピットレーン出口のグリーンライ

トを点灯する。 

    

   ピットロードの出口とは、ピットロードがサーキットと交差するポイン

トを指す。また時にはレースディレクションがそのポイント決定する場

合がある。（事項 1.21.21 参照） 

 

 1 名以上のライダーがピットレーンからスタートする場合、オフィシャル

がそのスタート位置と順番をコントロールする。 

 

１７．レースが中断されない限り、車両変更は認められない。ただし例外として、  

    レーススタートの際に、スタートラインをまだ超えていないたライダー

    は、首位のライダーが１周目のフィニッシュラインを通過するまでの間、

   車両変更が認められる。この車両変更は、「車両を変更した」と認められる 

   定義は、２台目のその変更した２台目のマシンがピット出口のライトの計

   測ポイントを通過した時点とする。 

    

  それ以降、MotoGP クラスに限り、以下の状況でのみ車両変更が許され

   る。 

   

  ― レースがウェット宣言された場合（事項 1.20）、 

    － 事項 1.22.2 に準拠し、白旗が提示されて車両変更が認められた場合。 

  

   上記いずれの場合も、ピットガレージ内およびピットレーン上では、タイ

   ヤウォーマーの使用、タイヤ交換、およびマシンの調整作業が認められ

   る。どのマシンにどのタイプのタイヤを装着するかについては規制されな

   い。 

   

     スペアマシンは、レースにて使用されるまでピットガレージ内に待機させ

   ておくことができるが、マシン交換はピットレーン上にて行わねばならな

   い。ライダーはピットレーンにマシンと共に出て交換作業を行わなければ

   ならない。 

 

     ピットレーンで車両変更行う場合、レース・ディレクションが発行する手

   順（プロトコル）に従わなければならない。その内容は以下の通り： 

   

・ スペアマシンは、レース前にオフィシャルから提示された位置に置かなけれ

ばならない。 

・ マシンがピットに入り停車する位置は、スペアマシンとピットガレージの間

とし、スペアマシンのピットレーン側に停車させてはならない。 
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・ 別のライダーがスペアマシンの後ろ側（ピットガレージ側）に乗ることは禁

止。 

・ ライダーを安全にピットから出走させるのはチームの責任である。ライダー

がピットから出る際に、ピットレーンの走行レーンを変更するとき、後ろか

ら来る右側の走路を走ってきているライダーを優先させなければならない。 

・ チームは器材、バイク、スタッフが他のチームの走路を妨害しないよう確認

する責任を持つ。 

 

  レース進行中にピットボックスにマシンが入った場合、同マシンはリタイ     

  ヤしたものと見なされ、同レースで再度使用することはできない。 

  （事項 1.21.8 参照） 

 

１８．スタート時に安全を損なうような問題が生じた場合、スターターはスター

トディレイの進行を以下の要領で実施する。： 

  ・ 赤旗がスターターのいる壇上から振られる。赤ランプは点灯したままの 

状態。 

・ スターターのいる壇上から Start Delayed ボードが提示され、グリッド  

  各列のマーシャルはシグナリング・プラットフォームで黄旗を振る。 

      ・ ライダーは各自のグリッド位置にヘルメットを装着したまま待機してい

 なければならない。エンジンは切っても良い。 

      ・ スタートディレイド進行の原因となったマシンは、必要な作業がいかな

 るものであれ、ピットレーンに運ばれなければならない。同マシンが再

 スタートできる状態になり、またはスペアマシンで出走することにな

 った場合（MotoGP クラス）、そのライダーはウォームアップラップを

 ピットレーンからスタートでき、決勝レースのスタートはグリッド最

 後尾からとなる。 

      ・ Start Delayed ボードが提示された後、ライダー１名につき最大で３名

 のメカニック（MotoGP クラス）、Moto2 と Moto3 はライダー１名

 につき最大で２名のメカニックがグリッドに入ることが許可される。

 この際にメカニックの所持が許可されるものはタイヤウォーマー、ス

 タンド、エンジンスターター、手持ち式のツールのみ。グリッド上に

 ジェネレーターの持ち込みは許められない。 

      ・ 必要なオフィシャルのみがグリッド上にいることが許可される。メディ

 ア、ゲスト、アンブレラを持つ人員、またその他チーム関係者は退去

 しなければならないが、オーガナイザーから許可を受けたカメラクル

 ーは例外とする。 

・ スタート進行は３分前ボードから再開する。このボードの提示は、出来

 るだけ迅速に、スターターから提示の指示が出される。（通常グリッド

 上の全てのライダーに各チームの必要スタッフが着いてすぐに） 

・ １分前ボード、３０秒前ボード提示後にライダーはさらにもう一周の

 ウォームアップ走行を行う。レース距離は１周減算される。 

 

グリッド上での行為がスタート遅延の原因となった如何なる者も、更なる罰

則が科される場合がある。 

  



 32 

 １９．グリッド上で雨が降った場合 

   サイティングラップでピットレーンがオープンした時にコースはドライの

   状態であったが、通常のサイティングラップ中（つまりライダーがコース上、

  グリッドにいる状態）または終了した後でコースがウェットになった場合、ス

  ターターは以下の進行を行う場合がある。この進行はウォームアップラップ

  のスタートには適用されない。ライダーはウォームアップラップ終了後にピ

  ットレーンに自由裁量で行っても構わないし、調整をしたい場合は、決勝ス

  タートをピットレーンから行っても良い。 

 

 （注記：天候が非常に悪く、その厳しい天候状況の予測が確実にできない状態

  の場合、レースディレクションは、その状況に照らし合わせた新たな進行

  を別に作成する場合がある。それらの全ての新たな進行内容は計時モニター

  に出され、また IRTA スタッフがチームに知らせる。） 

 

1. Moto2 および Moto3 クラス 

・ “Strat Delayed”ボードが出される。これを出すタイミングは、通常の”

５分前“カウントダウンがグリッド上で始まる前後となる。 

・ ホイールの変更と調整はしても良いがグリッド上でのみ可能である。 

・ Strat Delayed ボードが出されてから約５分後に“５分前ボード”が出され、

5-3-1-30 秒のカウントダウンが行われる。 

・ 通常の規定通りの進行でチームメンバーはグリッドから離れなければならな

い。（事項 1.18.10 参照）、上記１１）、１２）つまり“３分前ボード”時

点では調整が完了し、“１分前ボード”ではタイヤウォーマーが外され、

30 秒前ボードではエンジンスタートとなる。 

・ グリーンフラッグが出された後、ライダーはさらにサイティングラップをも

う１周行い、その後各自のグリッド位置に着く。 

・ さらなるサイティングラップのためにグリーンフラッグが出された３分後か

ら、通常のレース前カウントダウンが“５分前ボード”から再開される。 

メカニックはライダーをアシストしたり、ホイールを替えたり調整を行うた

めにグリッドに戻っても良い。しかしメディアやゲストはこの時点では再び

グリッドに入ることは許可されない。メカニックは通常の規定通りの“３分

前”“１分前”、“３０秒前“ルールに従うこと。（事項 1.18.10 参照）、

上記１１）、１２） 

    ・ レース周回距離は本来のレース周回距離の 2/3 に減らされる。 

 

2. MotoGP クラス 

    ・ Strat Delayed ボードが出される。このボードを出すタイミングは、通

   常の”５分前“カウントダウンがグリッド上で始まる前後となる。 

    ・ ピットレーンでホイールチェンジ、調整を行ったマシン、また車両変更を行

   った全てのマシンをグリッドまで押して行く。 

    ・ ピットレーンで燃料補給を行っても良い。 

    ・ Strat Delayed ボードが出されてから約分後に“５分前ボード”が出され、  

       5-3-1-30 秒のカウントダウンがピッットレーン出口で行われる。 

    ・ ピット出口がオープンとなるのは３分間のみで、ライダーは各自のグリッド

    位置に着くまでさらに 1 周、またはそれ以上のサイティングラップを行う。
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 ・ 1 周以上のサイティングラップを行うライダーは、ピットレーンを通過して

   周回を重ねなければならない。 

    ・ 追加で行ったサイティングラップの終了でピットレーン出口が閉まりその３

   分後に通常のレース前カウントダウンが“５分前ボード”提示から再開さ

   れる。メカニックはライダーをアシストしたり、ホイールを替えたり調整

   を行うためにグリッドに戻っても良い。しかしメディアやゲストは 

      この時点では再びグリッドに入ることは許可されない。メカニックは通常の

   規定通りの“３分前”“１分前”、“３０秒前“ルールに従うこと。 

       （事項 1.18.10、上記１１）、１２）参照 

     ・ レース周回距離の変更は無い。 

 

 20. ウェットレースのスタート（全てドライコンディションで行われたプラク

    ティスの後でウェットレースとなった場合） 

    

 一つのクラスがプラクティスもウォームアップセッションも全てドライ（レース

 ディレクターが宣言して）で行われたが、サイティングラップのためのピットレ

 ーンオープン前に決勝スタートがウェットと宣言された場合、以下の進行が適

 用される。 

 

 ・ウェット・レース・スタートの場合は、ピットレーンがオープンする前にで

  きるだけ早く宣言され、そのことがチームに伝えられる。 

 ・ピットレーンはタイムスケジュールの時間通りにオープンする。そしてオー

  プンしている時間は１０分間とする。（通常よりも５分長くなる） 

 ・ライダーはピットレーンを通過し、1 周以上のサイティングラップをすること

  が認められる。 

 ・サイティングラップの間、ピットレーンにおいて、どのマシンでも給油する

  が可能で、またマシンの変更（MotoGP クラスのみ）もしても良い。 

 

 ・ピットレーンがクローズされる前のピットレーン出口のカウントダウンボー

  ドは、“１０分”、“5 分”、”4 分” ”3 分” ”2 分” ”1 分”と提示され

  る。 

 ・ピットレーンがクローズしてから３分後に、ウォームアップラップが通常の

  グリッドカウントダウンの進行で“5 分”、”３分” ”１分” ”３０秒”の順

  で提示される。 

 

  したがって、ウォームアップラップと決勝スタートは、Moto3 と Moto2 に

  おいては５分遅れることとなる。 

 

  MotoGP のウォームアップラップと決勝スタートは時間通りのオンタイムで

  行われる。（グリッドにいる時間を短縮する） 

 

 ・レース周回距離の変更は無い。 
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 ２１．クイック再スタート手順 

 レースが中断した場合、特にオフィシャルの指示の無い場合、ライダーはピット

 レーンに戻らなければならない。再スタートが行われる場合、下記手順が適用さ

 れる。 

 

・ ピットレーンに到着したら、マシンの修理または調整を行うことが出来る。

燃料補給は認められ、motoGP の場合のみ車両変更が認められる。 

・ ライダー全員がピットレーンに入ったらレースディレクターは最低 5 分以内

にピットレーンの再開時間をアナウンスする。ピット出口の解放までの残り

時間がタイムスクリーン及びカウントダウンボードに表示される。 

・ 時間経過後、ピットレーン出口が 60 秒間のみ解放される。ライダーは未制

限のスピードでコースを 1 周し、スターティンググリッドに着く。その際、

セーフティーカ―が追従する。サイティングラップに遅れたライダーは、セ

ーフティーカ―に追い越される。セーフティーカ―より遅れてグリッドに到

着したライダーは、ピットレーンに入らなければならない。そのようなライ

ダーは、ウォームアップラップをピットレーンから行い、レースのスタート

はグリッド後方から行うこととなる。 

・ ピット出口閉鎖後もピットレーンにいるライダーは、ウォームアップラップ

をピット出口から行い、レースをグリッド後方から行わなければならない。 

・ ライダー1 名につき 1 名のみのメカニック（工具を持たずに）が、ライダー

にグリッド位置を教えるために、グリッドに入ることが認められる。再スタ

ートノレースにおいてグリッド位置が変更となる場合、メカニックはタイミ

ングスクリーンや改訂グリッドポジション表を所持しグリッド入口にいるオ

フィシャルに新たなグリッド位置を確認しなければならない。 

・ ライダーがスターティンググリッドに戻り自分のグリッド位置にエンジン作

動状態のまま着く。如何なる調整も行うことが認められない。ピット出口以

降にサイティングラップ中に修理または調整が必要となったライダーは、ピ

ットレーンに戻らなければならない。 

・ グリッド後方にセーフティーカ―が戻った時点で、グリッド前方で 30 秒ボ

ードが提示される。この時点でメカニックは最も最短ルートでグリッドから

退去しなければならない。レースディレクションがグリッドがクリアで安全

だと判断する場合、30 秒を短縮する場合がある。 

・ 30 秒経過後またはグリッドがクリアとなった時点で、ウォームアップラッ

プスタートの為のグリーンフラッグが提示される。 

・ ライダーは、制限無しのスピードでコースを 1 周する。セーフティーカ―が

追従する。最後尾のライダーがピット出口を通過した後、待機していたライ

ダーの為に、30 秒間ピット出口が解放される。30 秒経過後、レースのスタ

ートまでピット出口は閉鎖される。ピット出口が解放されている間に間に合

わなかったライダーは、レースをピット出口から行わなければならない。ウ

ォームアップラップを速やかに行っていないライダーは、セーフティーカ―

に追い越される。 

・ スターティンググリッドに戻った後、通常のスターシグナルが出される通常

の手順が適用される。 

・ ウォームアップラップをピットレーンからスタートしたライダーは、オフィ

シャルの指示に従い、グリッド後方からレースのスタートをしなければなら
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ない。2 名以上のライダーが対象となった場合、正規のグリッドポジション

順に後方のグリッドに配置される。セーフティーカ―より遅れてスターティ

ンググリッドに戻ったライダーは、ピットレーンからウォームアップラップ

をスタートしたライダーの更に後方から到着順に配置される。 

・ スタートシグナルが出された後、最後尾のライダーがピット出口を通過した

時点で、事項 1.18.16 にあるとおりピット出口が解放される。この時点で依

然としてピットレーンに待機していたライダーがスタートする事ができる。 

 

1.19 ライドスルーの手順 

レース中、ライダーはピットレーンを通過するよう指示される場合がある。 

途中、停止することは認められない。通過後、当該ライダーはレースに復帰する

ことができる。 

 

ライダーはピットレーン速度制限（事項 1.21.14）を遵守しなくてはならない。 

この速度制限に違反した場合、ライドスルーの手順が繰り返される。速度制限違

反を２回犯したライダーには、黒旗が掲示される。 

     

再スタートしたレースについても、上記の規則が適用する。罰則に従う前にレー

 スが中断され第２レースが実施される場合、当該ライダーは第２レース開始後

にライドスルーを行わなければならない。 

 

ジャンプスタートに対する罰則の履行を、レース中断後の第２レースに持ち越し

たライダーが、その再スタート時にもフライングした場合、当該ライダーには黒

旗が掲示される。 

     

ライダーのゼッケン番号を表示（黒文字）した黄色いボード（横 100cm×縦

80cm）がフィニッシュライン上で表示され、さらに計時モニターにも同様の情

報が表示される。 

 

ボード提示を５回提示されてもライドスルーを行わないライダーには、黒旗が掲

示される。 

    

レース終了までにライドスルーの罰則を執行できなかった場合、当該ライダーに

は２０秒のタイムペナルティが科される。 

     

1.20  「ウェット」および「ドライ」レース 

全てのレースは「ウェット」または「ドライ」レースに分類される。グリッド上

にて、レースの状況を示すボードが提示される場合がある。ボードが提示され

ない場合は、そのレースが「ドライ」であることを意味する。この分類の目的は、

レース中の天候条件の変化による影響を、ライダーに対し示すことにある。 

 

1.20.1   Moto3 および Moto2 クラスの場合 

1.20.1.1 ドライレース：ドライと区分されたレースにおいて、天候条件による   

コースコンディションの変化に伴い、ライダーがタイヤ交換を望む状況であ

るとレースディレクターが判断した場合、レースは中断される。 
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1.20.1.2 ウェットレース：ウェットレースと区分されるレースは通常、不安定な天候  

   か雨天下でスタートする。天候上の理由によりレースが中断されることは    

      なく、タイヤ交換やマシン調整は、ピット内にてレース進行中に行わねばな

   らない。 

 

1.20.1.3 第１レースが天候上の理由により中断された場合、その再スタートは例外な  

      く「ウェット」レースとなる。 

 

1.20.2 MotoGP レース 

 天候上の理由でレースが中断されることはない。車両変更（認められる場合）、 

 タイヤ交換、またはマシン調整を希望するライダーは、レース進行中にピット

 内で作業を行わなければならない。 

 

1.21. プラクティスおよびレース時の行為 

        １．ライダーは全ての信号旗、信号灯、および指示を伝達する各種ボードに従

   わなければならない。本規則に違反した場合、事項 1.22 の規定に従い罰則

   が科される。 

 

２．コース、ピットレーンのいずれにおいても、ライダーは他の選手や参加者 

に対し危険を及ぼさず、責任ある姿勢で走行しなければならない。本規則

に違反した場合、以下のいずれかの罰則が適用される。 

ペナルティポイント- 罰金- 順位の修正、ライドスルー、タイムペナルティ

ー、当該ライダーの翌戦でのグリッドポジションの降格、失格、選手権ポ

イントの剥奪、出場停止 

 

３．ライダーの走行が認められるのは、コース上とピットレーン内に限られる。

   しかしながら、ライダーが誤ってコースを外れた後、コースに戻ろうとす

    る場合、競技役員の指示する場所、もしくは自らに有利とならない場所

    からコースに復帰することができる。 

 

   プラクティスおよびウォームアップ中、上記に違反した場合、その周回

    のラップタイムは無効となる。レース中の違反については、レースディ

    レクションの決定にもとづきペナルティーが科される。 

 

  順位変更のペナルティーを科された場合、当該ライダーに対しフィニッシ   

  ュライン上のボードで最大５周にわたり提示される。５回目の提示を受け 

  た後に順位を下げなかったライダーには、ライドスルーペナルティーが科  

  される。 

  

  上記以外のペナルティ（ペナルティポイント, 罰金、ライドスルー、失格、

選手権ポイントの剥奪）が科される場合がある。 

   

 ４． コース脇での修理、調整作業はいずれも、ライダー自らが単独で行うものと  

   し、外部の援助を受けることは一切認められない。この時にマーシャルに    

    よる補助が認められるのは、ライダーと共にマシンを起こし、ライダーの作   
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    業中にマシンを支える程度にとどまる。作業終了後、マーシャルはマシンの 

    再始動を補助することができる。 

 

５．リタイヤするライダーは、マーシャルの指示に従い、マシンを安全な場所に

   停めなければならない。 

 

６． マシントラブルにより、プラクティスまたはレースを途中棄権するライダー 

は、ピットまで低速走行で戻ることはせず、コースを外れ、マーシャルの指

示に従い安全な場所にマシンを停めなければならない。 

 

  ７．修理のため、低速でピットに戻ろうとするライダーは、レーシングラインを

   可能な限り外して走行しなければならない。 

 

８． レース中、ライダーがピットに入ることは認められるが、車両をピットボッ

   クス内に運び入れることは許可されない。MotoGP クラスにおいてマシン

   交換を行う場合（事項 1.18.17）、レースを走行していたマシンがピットボ

   ックス内に入った時点で、そのマシンはリタイヤしたものとみなされ、再

   び同マシンでレース走行を再開することはできない。 

 

   レース中のピットレーンにおける燃料補給および燃料の抜き取りは、厳禁

   とする。 

 

本規則に違反した場合、失格とされる。 

 

  ９．ピット内でエンジンの停止したマシンの再始動をメカニックが補助すること 

 は認められる。 

 

１０．ライダーは、自分以外の者をマシンに乗せて走行したり、他のライダーのマ 

シンに同乗してはならない。(例外：チェッカーフラッグまたは赤旗提示後の、

   同乗行為) 

 

１１．競技役員により指示される場合を除き、ライダーは、周回方向に逆行してコ 

ースおよびピットレーン上でマシンを押したり、走行させてはならない。 

 

１２．計時用トランスポンダー、ラップトリガー、GPS（事項 2.4.3.5.1 に定める

    通り）、ピットボードによる伝達文字、およびライダーやチームの身体の動

       作による合図を除き、動いているマシンと、そのライダーのチーム、マシン

     のチーム関係者、エントラント、またはライダーに関係している人員の間で

    は、一切の信号が交わされることは認められない。車載 TV カメラ用シグナ

     ルは、それが選手権プロモーターの意向にもとづき管理されている場合に限

       り、許可される。 
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１３．選手権プロモーターの要請がある場合、全車とも車載カメラを搭載しなけ

ればならない。 

 

  カメラとその付属機器は、全てのプラクティスおよび決勝を通じ装着されて

いなければならない。（技術仕様については、事項２x4.2..11 条参照） 

 

１４．競技会期間中、ピットレーン内の制限速度は常時６０km／h とされる。ラ

イダーは、６０ｋｍ／ｈの表示が設置されている地点から、６０km/h の表

示に斜線の引かれたサインの設置終点地点までの間、制限速度を遵守しな

ければならない。 

 

プラクティス走行中に制限速度を超過したと認められたライダーには、一

回の違反につき 150 ユーロの罰金が科される。 

         

レース中にピットレーン制限速度を超過したライダーには、ライドスルー

が罰則として科される。 

 

ピットレーン内の速度違反は、担当の競技役員によりレースディレクショ

ンに報告された後、違反を犯したライダーのピットに通知される。 

                             

１５．プラクティスおよびレース中のコース上での停止は禁止される。 

         

１６．プラクティスおよびウォームアップ中、スタート練習を行うことが認めら

れる。その際の条件は以下の通り。 

a)安全な場合に限り、ピットレーン出口からコース合流地点の間で行う。 

b)プラクティスセッションとウォームアップ走行の終了時に受けるチェッ

カーフラッグを通過した後に、安全な状況下であればスタート練習を行う

ことができるが、その場合にはレーシングラインを外し、指定されたスタ

ート練習区域でのみ行うことができる。その際に従うべき手順は一回目の

プラクティスセッション前にチームに伝えられる。 

この規則に違反した場合はすぐに罰金が科され、更なるペナルティの対象

となる可能性がある。 

 

１７．ライダーが、チェッカーフラッグの後、国旗を持ちパレードラップを行な   

  ったり、あるいはコースで祝い事を行いたいという希望のある場合、コース    

  上の安全な場所で国旗を受け取り、（または）祝い事を行った上で、安全を 

  確認の上、コースに復帰することができる。 

     

      ただし、いかなる場合においてもチェッカーフラッグ直後にスタートフィ

   ニッシュストレートで止まることは禁止とする。 

           

１８．サーキット内のピットレーンまたはコース以外を競技用マシンが走行する

ことは認められない。 
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１９．チェッカーフラッグの提示後、コースを走行しているライダーは、ピット

レーン/パークフェルメにて停止するまで、ヘルメットを着用していなけれ

ばならない。 

 

２０．事項 2..x. 3. 3（MotoGP および Moto3 のエンジンの耐久性について）

の違反に対する罰則は、以下の通りとする。 

- レース開始前の違反：ピットレーン出口のグリーンライト点灯より１０

秒経過後にピットレーンよりスタートする 

 -  決勝中の違反：ライドスルー  

 

 上記に当てはまる各エンジンはペナルティーの対象となる。1 大会におい

て一つ以上の追加エンジンのある場合、残されたペナルティーは次大会に

持ちこされる場合がある。 

 

２１．ピットレーン出口 

   ピットレーン出口ロードは、その位置がレースディレクションによって決

定され、ペイントでラインをひいて示される。白の破線で示されるのはピ

ットレーンロードの終了地点であり、ここからがコースへの入場が始まる

ことを示す地点となり、レースを始めたとみなされる。ライダーは全ての

コースで行われるセッション（プラクティスと決勝）の間、白の破線を通り

越すまで、ペイントのラインで示されているピット出口ロードの内側にい

なければならない。 

 

   これに違反した場合は、即座にレースディレクションからペナルティが 

   科せられる。 

  

1.22 フラッグとライト 

    マーシャルや競技役員は、ライダーに対し情報や指示を伝達するためにフラッ

グの提示やランプの点灯を行う。全てのフラッグは振動提示される。 

 

1.22.1 情報伝達のためのフラッグとランプ 

グリーンフラッグ：  コースはクリアである 

     このフラッグは、各プラクティス・セッシ

     ョンとウォームアップの 1 周目、ならびに

     サイティング・ラップとウォームアップラ

     ップ中、全フラッグポストにて振動提示さ

     れなければならない。 

 

     この旗は、一本または複数本の黄旗の提示

     を要する事故の発生地点の直後に位置する

     フラッグマーシャルポストにて、振動提示

     されなければならない。 

     ピットレーン出口が開放されている間、こ

     の旗はピットレーン出口において振動提示

     される。 
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黄色と赤のストライプ旗：  提示区間の路面グリップは、降雨以外の何

    らかの原因により変化している可能性があ

    る。 

 

    この旗は、フラッグマーシャルポストにお

    いて振動提示される。 

 

 白地に赤い斜め十字の入った旗 提示区間において微量の雨が降っている。 

 (十字のストローク幅 10～１３cm)：  

 （レッドクロス旗）  この旗は、フラッグマーシャルポストにお 

     いて振動提示される。 

 

白地に赤い斜め十字の入った旗 当該区間において雨が降っている。 

 (十字のストローク幅 10～１３cm) 

 及び黄色と赤のストライプ旗 この２本の旗は、フラッグマーシャルポ 

    ：    ストにおいて、同時に振動提示される。 

 

ブルーフラッグ：   後方より追い越されようとしているライダ

    ーに対し、フラッグマーシャルポストにて

    振動提示される。 

 

    プラクティス・セッション中に青旗の提示

     を受けたライダーは、ラインを変えずに

     徐々に減速し、後方のライダーを先行させ

     なくてはならない。 

 

    決勝中に周回遅れになろうとしているライ

     ダーがいる。当該ライダーは、できる限り

     速やかに追い越しをしようとしているライ

     ダーを先行させなければならない。また、 

     周回遅れのグループの中でのライダー間の

     追い越しは、青旗が提示されている間は禁

     止とする。 

 

    本規則に違反した場合、レース・ディレク

     ションによってペナルティが科される場合

     がある。 

 

白／黒のチェッカーフラッグ この旗は、レースまたはプラクティス・セ

     ッションの終了合図として、路面と同じ高

     さで、フィニッシュライン上にて振動提示

     される。 
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  白／黒のチェッカーフラッグ レース最終ラップ中、フィニッシュライ

 及び黒旗    ン手前で首位のライダーの僅か前方を走行

     しているライダーに対し、フィニッシュラ

     イン上でブルーフラッグがチェッカーフラ

     ッグが共に振動提示される。（事項 1.24.1 

     参照） 

 

グリーンライト：   各プラクティス・セッション、ウォームア

     ップ、およびサイティングラップのスター

     ト時に、ピットレーン出口において点灯さ

     れる。 

 

ブルーの点滅灯：   プラクティスおよびレースの進行中、ピッ

     トレーン出口にて常に点灯している。 

 

1.22.2 情報及び指示を伝達する合図旗 

イエローフラッグ： 

 スターティング・グリッドの各列において振動提示される場合は、レ

 ースのスタート遅延を意味する。 

 スターティング・グリッドの一列（またはそれ以上の列）で振動提示さ

 れる場合は、当該列のライダーに問題があることを意味する。 

 

 フラッグマーシャルポストにおいて振動提示される場合、それより前

 方地点に危険があることを示す。 

 

 2本のイエローフラッグが一緒にフラッグマーシャルポストにおいて振

 動提示される場合、障害があるためにコースの一部がまたは完全にブ

 ロックされていることを示す。 

 

 ライダーは減速し、停止に備えなくてはならない。緑旗が振動提示さ

 れている地点まで、追い越しは禁止される。 

  プラクティス中に本規則に違反した場合、違反の発生した周回のラッ

 プタイムが抹消される。 

 

  決勝中に本規則に違反した場合、レース・ディレクションの指定する

 ポジションまで順位を落とさなければならない。ボードがフィニッシ

 ュラインで最大 5 周の間ライダーに提示される。ボードが５回提示さ

 れている間にライダーが後退しない場合、当該ライダーにはライドス

 ルーが科せられる。 

 

  いずれの場合についても、上記以外の罰則（ペナルティポイント、罰

 金、出場停止など）がさらに科される場合がある。 
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  イエロー区間で追い越しを行ったライダーが、その直後に自らの違反

 に気付いた場合、手を上げて追い越したライダーを先行させなければ

 ならない。その場合、罰則は適用されない。 

 

 最終のインスぺクションラップの際、プラクティス、ウォ－ムアップ

 およびレース時の正確なフラッグマーシャルの配置場所において、イ

 エローフラッグを振動提示しなければならない。 

  

ホワイトフラッグ： 

 決勝中にマーシャルポストで振動提示される白旗は、ライダーに車両

 変更を認めることを示す。 

 

 この決定は、レース・ディレクションによってのみ下される。 

  

レッドフラッグおよびレッドライト： 

  レースまたはプラクティスが中断される場合、各フラッグマーシャル

  ポストにて赤旗が振動提示され、コース全周のレッドランプが点灯さ

  れる。ライダーは減速してピットに戻らなければならない。 

 

  ピットレーン出口が閉鎖されている間、ピットレーン出口では赤旗が

  振動提示され、レッドライトが点灯する。ライダーがピットレーンか

  ら出ることは認められない。 

 

 本規則に違反した場合、レースディレクションによりペナルティーが

 科せられる場合がある。 

 

  レッドフラッグは、ウォームアップラップの終了時に、スターティン

  グ・グリッド上で静止提示される。 

 

  レッドフラッグは、コース閉鎖を合図する際にも使用される。 

 

  レッドライトは、各レースのスタート合図として、スタートライン上

  で 2 秒から 5 秒の間点灯される。 

 

ブラックフラッグ（黒旗）： 

  ブラックフラッグ（黒旗）は、特定のライダー１名に対し指示を与える

  ために使用されるもので、各フラッグマーシャルポストにて、ライダ

  ーのゼッケン番号と併せて振動提示される。当該ライダーは提示され

  た周回の終了時点でピットに戻らねばならない。また、ペナルティー

  によりこのフラッグが提示された場合には、再スタートすることはで

  きない。 

  

 ブラックフラッグは、ペナルティー以外の理由でライダーに対して提

 示することができる。（例：危険が伴わない– トランスポンダーの問題

–  のようなテクニカルな問題を直させるために黒旗を提示する） 
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 本規則に違反した場合、レース・ディレクションによりペナルティが

 科せられることがある。 

 

 オレンジディスク（直径 40cm）のついた黒旗： 

 この旗は、特定のライダー１名に対し指示を与えるために使用される

 もので、各フラッグマーシャルポストにて、ライダーのゼッケン番号

 と併せて振動提示される。この旗は、当該ライダーの車両にマシント

 ラブルが発生しており、自身または他のライダーに危険を及ぼす可能

 性があることを示す。当該ライダーは、直ちにコースから退去しなけ

 ればならない。 

 

 本規則に違反した場合、レースディレクションによりペナルティーが

 科せられることがある。 

 

1.22.3 信号旗の寸法 

        信号旗の寸法は、縦 80cm、横 100cm とする。 

 

信号旗の寸法は、第 1 回目のプラクティスセッションの前日に確認される。 

 

1.22.4 信号旗の色 

使用色のパントン番号は、以下の通り。 

オレンジ： Pantone 151C 

黒：  Pantone Black C 

青：  Pnatone 298C 

赤：  Pantone 186C 

黄：  Pantone Yellow C 

緑：  Pantone 348 C 

 

フラッグの色は、第 1 回目のプラクティスセッションの前日に確認される。 

 

1.22.5 ライダーのナンバーボード 

ライダーのナンバーを、白色で１文字あたり最少でもストローク幅４cm、縦３

０cm で取り付けて表示できる黒いボード（縦 50cm×横 70cm）を、各フラッ

グマーシャルポストに用意しなければならない。 

 

1.22.6 フラッグマーシャルポスト 

フラッグマーシャルポストの配置箇所は、サーキット査察時に最終決定され

 る。 

 

1.22.7 マーシャルのユニフォーム 

マーシャルのユニフォームは白またはオレンジ（Pantone １５１Ｃ）、レイン

コートは透明とすることが、強く奨励される。 
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1.23 メディカルカー 

メディカルカーは、黄色の回転灯を備え、リヤと車体の左右両側に「MEDICAL」

と明確に表示されていなくてはならない。 

 

1.24. レースの終了およびリザルト 

1.24.1 トップのライダーが所定のレース周回数を終了した時点で、第１プロテクショ 

ンライン後方のフィニッシュラインに立つオフィシャルにより、チェッカーフラ

 ッグが提示される。チェッカーフラッグはその後、後続のライダーに順次、提

 示される。 

         

トップのライダーがチェッカーを受けた後は、他のライダーがピットレーンよ

 りコースインすることはできない。 

 

トップのライダーにチェッカーフラッグが提示されると即時に、ピットレーン

出口のレッドライトが点灯し、レッドフラッグを掲げたマーシャルがピットレ

ーン出口に立つ。 

 

最終ラップ中に、フィニッシュライン手前でトップライダーの僅か前方を走行

しているライダーがいる（複数の場合を含む）場合、そのライダーとトップライ

ダーに対し、マーシャルがチェッカーフラッグとブルーフラッグを同時に提示

する。これは、トップライダーにはレースの終了を合図し、その前方のライダ

ーにはチェッカーまで残り 1 周を走行するよう合図するものである。 

 

1.24.2  複数のライダーについて、写真判定により順位を確定させる場合、その判定

は、フロントホイールの先端がフィニッシュラインの平面を先に通過した順に

もとづく。 

 

 同着と判断される場合、当該ライダーがレース中に記録した最高ラップタイム

にもとづき順位が与えられる。 

 

1.24.3 リザルトは、ライダーがフィニッシュラインを通過した順番と、完走した周回

数にもとづく。 

1.24.4 ライダーがレースの完走者としてカウントされ、リザルトに含まれるために

 は、ライダーは以下の状況下にいなければならない。 

a レース距離の 75％を走行していなければならない。 

b レース優勝者がフィニッシュしてから 5 分以内に、ピットレーンではなくコ

ース上のフィニッシュラインを通過しなければならない。 その時、ライダ

ーはマシンに触れている状態でいなければならない。 

 

1.24.5 レース上位 3 名のライダーは、マーシャルの誘導に従い、できる限り迅速に表

彰台に向かう。上位 3 名のライダーは必ず表彰式に出席しなければならない。 
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1.25. レースの中断 

1.25.1 レース・ディレクターにより、ウォームアップラップがスタートした以降の 

    いかなる時点においてもレースの中断が決定された場合、レッドフラッグがフィ

 ニッシュライン上と全てのマーシャルポストで掲示され、サーキット全周のレ

 ッドライトが点灯する。ライダーは直ちに減速し、ピットレーンに戻らなくて

 はならない。 

 

    リザルトは、トップを走行するライダーと、そのライダーと同一周回を走行中の

 全ライダーが、レッドフラッグの提示を受ける前にコースを最後に完全に一周

 した時点での順位とする。 

      

    例外： チェッカーフラッグ提示後にレースが中断された場合、下記の手順が適

用される。 

１） レース中断前にチェッカーを受けた全ライダーについて、レースの最終周回

の終了時点での部分的な順位が確定される。 

２） レース中断前にチェッカーを受けていない全ライダーについて、レースの最

終周回の１周前の周回終了時点での部分的な順位が確定される。 

３） 周回数／タイムにもとづき、上記２つの部分的な順位を統合し、完全な総合

順位が確定される。   

 

       レッドフラッグの提示時に、競技走行に積極的に参加していないライダー

   には、リザルト上の順位は与えられない。 

 

   レッドフラッグ提示後5分以内に、マシンに乗ったまま、もしくはマシンを   

   押してピットレーンに入っていないライダーには、リザルト上の順位は与え 

   られない。 

 

1.25.2 算定されたリザルトが、トップライダー及びトップライダーと同一周回を走行し

ていたその他全ライダーの完走周回数が３周に満たない場合、当該レースは無効

とされ、完全に新たなレースが行なわれる。 

 

再スタートが不可能と判断された場合、レースは中止と発表され、世界選手権

のシリーズ成績には考慮されない。 

 

1.25.3 トップライダー以下、同一周回を走行していたその他全ライダーの完走した周

回数が 3 周以上、かつ本来のレース距離の２／３未満(端数を切り捨てて完走し

た周回数のカウント)である場合、レースは事項 1.26 に従い再スタートされる。

再スタートが不可能と判断された場合、リザルトは有効とされ、選手権本来の

ポイントの半分が与えられる。 

 

1.25.4 算定されたリザルトが、トップライダー以下、同一周回を走行していたその他全

ライダーが、本来のレース距離の２／３（端数を切り捨て完走した周回数のカウ

ント）を消化している場合： 

Moto3 および Moto2 クラスについては、レースは成立したものとみなされ、 

所定の選手権ポイントが与えられる。 
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MotoGPクラスについては、事項1.26に則り、最低５周の距離でレースが再開

される。 

 

レースの再スタートが不可能な場合、リザルトは正式に確定し、所定の選手権ポ

イントが与えられる。 

 

1.26. 中断後のレース再スタート 

1.26.1 レースが再スタートされる場合、コースコンディションが許す限り、可能な限

 り早く行なわれなくてはならない。全ライダーがピットに戻り次第、競技監督

 は新たなスタート進行の開始時刻を発表する。この時刻は、状況が許す限り最

 初のレッづフラッグ提示より１０分以内に設定されなければない。 

 

1.26.2 第 2 レースが開始される前に、第 1 レースのリザルトがチームに配布されなけ

ればならない。 

 

1.26.3 スタート手順は、レースディレクションによる指示が無い限り、全クラスともに

クイック再スタート手順(事項 1.18.21)が適用される。 

 スタート手順は、通常のスタートと同様に、サイティグラップ、ウォームアッ

プ等を含めて行う。また、MotoGP を含む全てのクラスは“１５分間のスター

ト進行”(15-minute start procedure)で進める。 

 

1.26.4 再スタートするレースの条件は、以下のとおりとする。 

i)  上記 1.25.2 条に詳述された状況の場合（3 周を完了していない場合）： 

  a  全ライダーが再スタートできる。 

  b  マシンは修理または変更することができる。 

 給油が認められる。 

  c  Moto3 および Moto2 クラスについては、レースの周回数は、本来のレー

ス距離の 2/3（端数を切り捨て整数にした周回数）とする。 

    MotoGP については、周回数は本来のレース距離と同じとする。 

  d  グリッド位置は、本来のレースのスターティング・グリッドに準じる。 

 

ii)  上記事項 1.25.3（3 周以上、2/3 以下が完了した場合）及び 1.25.4

（MotoGP に限り、2/3 が完了した場合）に詳述された状況の場合： 

a  第 1 レースで完走者として順位を得たライダーのみ再スタートできる。     

b マシンは修理または変更することができる。給油が認められる。 

  C Moto3 および Moto2 クラスは、第 2 レースの周回数は、最低でも 5

周で、端数を切り捨て整数にした周回数のカウントで計算し、本来の

レース距離の 2/3 を満たす距離とする。 

    MotoGP は、第 2 レースの周回数は、本来のレース距離を満たすため

に必要な周回数で、最低でも５周とする。 

d  グリッド位置は、第 1 レースの順位に基づき決定される。 

e  レースの最終リザルトは、順位、および各ライダーが最終レース終了時

にフィニッシュラインを通過した周回数を合算したもの双方に基づき

決定される。事項 1.24.4 の規定が適用される。 
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1.26.5 第 1 レースにおいてペナルティー（例：グリッド順位の降格、ピットレーンから

のスタート）を受けたライダーは、再スタートにおいてもそのペナルティは適用

される。 

 

しかし、第1レースにおいて本来のレース距離の５０％以上が完了している場合、

「ピットレーンからのレーススタート」のペナルティは「グリッド最後尾からの

再開レーススタート」という形のペナルティに置き換えられる。 

 

1.26.6  再スタートしたレースが中断され、レースディレクションが次の再スタートが可

能と見なした場合、次の再スタートの判断の条件は事項 1.26.4 に準じるものと

する。その際のレース距離およびリザルトの決定方法は以下の通り。 

 

Moto3 および Moto2 

          a) 再スタートしたレースが 5 周以上完了した段階で中断された場合、同レー

スは成立したものと見なされ所定の選手権ポイントが与えられる。レースで

のランキングは事項 1.26.4.ii.e に準ずる。 

          b) 再スタートしたレースが 5 周未満で中断された場合、可能な状況であれば

更にレースが再開される。その際の最低 5 周以上とする周回数はレースデ

ィレクションが決定する。その際の周回数は一回目の再スタートの周回数と

同じとする。 

 グリッドは、３または４周を完走した場合は中断されたレースリザルトを元

とする。（３周に満たない状況で中断された場合、同レースは無効とみなさ

れ、再スタートレースのグリッドの決定要素とはならない。） 

          c) 上記 3 回目となる再スタートによるレースが更に中断され、その際に 5 周

未満しか走行が終了していない場合には更なる再スタートは行われない。 

そしてレースリザルトは第一レースの結果を以って決定され、所定の選手権

ポイントが与えられる。ただしこの場合、第一レースが5周以上消化されて

いなければならない。 

          d) 第１レース中に再スタートする状況があり、再スタート前と再スタート 

後の双方のレースにおいて、完走周回数が双方5周以上完了していない場

合、同レースは中止とみなされ、世界選手権のシリーズ成績には考慮され

ない。 

          e) レースディレクションが必要に応じて再スタートするレースのスケジュー

ルをレースのプログラムに組む込む場合もある。 

 

MotoGP 

a) 再スタートしたレースが終了前のどの時点においても中断された場合、可

能であればまた再開され、その場合のレース距離は、本来のレース距離を

満たすために必要な周回数となり、最低でも５周とする。この場合の本来

のレース距離を満たすために必要な周回数とは、所定の全周回数から、前

にスタートした際に消化した周回数を引いたものである。またその際に事

項 1.25.2 が適用される。つまり、完走周回数が３周に満たない場合のレ

ースは無効とされるため、上記の再スタートレースでこのケースが当ては

まる場合には、必要な周回数を決定する際には反映されない。再スタート

ができない状況となった場合、最も周回数が多かったその前のレースのリ



 48 

ザルトが反映され、チャンピオンシップ・ポイントは 100％付与され

る。 

また、いずれのレースにおいても５周未満だった場合、レースそのものが

キャンセルとなり、チャンピオンシップ・ポイントは付与されない。 

 

b) ３度目の再スタートとなるレースが中断された場合、レースディレクショ

ンは更なるレース再開が妥当なものかどうかを決定し、最低でも 5 周の必

要周回数が満たされているか確認する。更なるレースの再開が不可能と判

断した場合、最も多く完走周回した前のレースの結果に基づきリザルトが

決定され、チャンピオンシップ・ポイントは１００％付与される。 

 

完走周回数がいずれのレースにおいても 5 周未満の場合、レースは中止と

見なし選手権ポイントは与えられない。 

 

ｃ）４度目の再スタートとなるレースが中断された場合、その際に 5 周あるい

はそれ以上の完走周回数が消化されていれば、レースは成立したものと見

なされ、所定の選手権ポイントが与えられる。レースでのランキングは事

項 1.26.4.ii.e に準ずる。レースの中断が完走周回数 5 周未満で起こった

場合には、更なる再開は行わない。リザルトは、最も多く完走周回した前

のレースの結果に基づき決定される。しかし完走周回数がいずれのレース

においても5周未満の場合、レースは中止と見なし選手権ポイントは与え

られない。 

 

d)  最も多く完走周回した前のレースの結果に基づきリザルトが決定される

際の全てにおいて、2 回またはそれ以上のレースが同じ完走周回数であっ

た場合には、その中で一番最後に走行したレース結果によってリザルトが

決定される。 

 

1.27 車検場 

        レース終了後、またはレース中断後の後半レースの終了後、上位3位のマシン、

 ならびにテクニカル・ディレクターの指定するマシンは、車検員による車検、 

または抗議の申入れに備え、車検場に移動しなくてはならない。 

 マシンは通常、レース終了より 60 分後に車検場から解放される。 

 

1.28 選手権ポイントおよび順位 

1.28.1 ライダーおよびコンストラクターは、ＦＩＭロードレース世界選手権グランプ

 リのタイトルを競う。 

 

チームは、MotoGP チーム選手権のタイトルを競う。 

 

1.28.2 ライダーの獲得ポイントは、各レースにおいて授与されたものを指す。 

 

1.28.3 コンストラクターの獲得するポイントは、レースでの順位結果にもとづき、そ

 のマシンの中で最も上位につけたマシンに対するポイントのみとなる。 

 



 49 

1.28.4 MotoGP クラスのチームは、原則的に 2 名のライダーにより構成される。チー

ム名には、以下の 3 点の要素が盛り込まれる。 

１） マシンまたはエンジンのマニュファクチャラー名（必須） 

２） チーム名（チーム名とマニュファクチャラー名と同一の場合以外、必須） 

３） 主要スポンサーの名称（任意） 

チームは、選手権タイトルを競う。1 レースにつき複数のライダーを出場させる

チームの場合、補欠および代替ライダーを含め、チームの最高位と最下位の両

ライダーの獲得ポイントが、チーム選手権のランキングに反映される。 

 

2 名以上のライダーを擁し大会にエントリーしたチームが、1名ないし 2 名のラ

イダーのみがレースをスタートした場合、チーム選手権のランキングには、上

位ライダーのポイントのみが反映される。 

 

 ワイルドカードライダーには、チーム選手権のポイントは授与されない。 

 

1.28.5 レース毎に、下記に準じる選手権ポイントが授与される。 

1 位 25 ポイント 6 位  10 ポイント 11 位  5 ポイント 

2 位 20 ポイント   7 位   9 ポイント    12 位  4 ポイント 

3 位  16 ポイント   8 位   8 ポイント    13 位  3 ポイント 

4 位  13 ポイント   9 位   7 ポイント    14 位  2 ポイント 

5 位  11 ポイント   10 位  6 ポイント     15 位  1 ポイント 

 

1.28.6 全てのレース結果が選手権のランキングに反映される。 

 

1.28.7 ポイント数の累計が同点の場合、最終順位は、レースで記録した最上位の回数

にもとづき決定される（1 位の回数、2 位の回数等）。上記によってタイを解く

ことができない場合、より直近の選手権において最高順位を達成した順に高い

順位が与えられる。 

 

1.28.8  各カテゴリーの世界チャンピオンは、ＦＩＭ公式セレモニーへの出席を義務付け

られる。 

 

1.29 競技者への指示と連絡 

1.29.1 チームおよびライダーは、レースディレクターや競技監督より、規則に準拠し

 た特別な通知書をもって各種指示を受ける場合がある。 

通知書は、公式掲示板に掲示されなければならない上、各競技会にて IRTA の準

備する、チーム宛専用のメールボックスに投函される。公式掲示板上の掲示な

らびにチーム宛メールボックスへの投函をもって、文書は配布されたものとみ

なされる。 

 

1.29.2 プラクティスおよびレースの全ての順位とリザルト、ならびに競技役員により

 発行された裁定書は、公式掲示板に掲示されなければならない。 

 

公式掲示板上の掲示をもって、上記の各種文書は配布され、正式に発表された

ものとみなされる。 
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1.29.3  レースディレクション、常任競技役員、または競技監督より、チームまたはライ

ダーへの伝達事項は、書面かまたは、電子メールや公式計時モニターを含む電子

手段で連絡されなくてはならない。同様に、チームまたはライダーより、レース

ディレクション、常任競技役員、あるいは競技監督への伝達事項も、書面にて連

絡されなくてはならない。 

 

1.30 ピットレーン内のチーム要員 

安全上の理由から、以下の規則が厳密に遵守されなければならない。 

 

1.30.1 マシンの調整作業を行っている間を除き、出場している以外のクラスのプラク

ティス、ウォームアップおよびレース中にチーム関係者がピットレーンに立入

ることは禁止される。 

 

1.30.2 ピットの作業エリア内に立ち入ることのできるライダー1 名あたりのチーム要員

の数は 

 

MotoGP    最大８名 

Moto3 および Moto2 クラス 最大６名 

 

1.30.3 全クラスとも、シグナリング・プラットフォーム上のチーム要員人数は、ライ

ダー１名につき最大４名までに制限される。 
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2． 技術規則 

2.1 序論 

 

2.1.1 選手権は、モーターサイクルのためのものであり、モーターサイクルとは、一本

 の軌跡を 残す二輪車両で、内燃エンジンによって推進され、一人のライダーによ

 ってコントロールされるものである。 

 

2.1.2 以下の規則を遵守することを条件に、コンストラクターは設計、材質およびモー

 ターサイクルの全体的構造に関して自由に革新することができる。 

 

2.1.3 技術規則のセクションでは、「オーガナイザー」という用語はチャンピオンシッ

 プ主催者および／またはプロモーターを指す。 

 

2.2 クラス 

 エンジンタイプに基づき下記のクラスに分類される： 

 

 MotoGP 排気量 1000cc 以下、4 ストロークのみ、最大 4 気筒、 

   （第 2.4 参照） 最大ボア 81 ㎜ 

 

 Moto2  Moto2 公式エンジン 

   （第 2.5 参照）  

 

 Moto3  排気量 250cc 以下、4 ストロークのみ、単気筒のみ、 

   （第 2.6 参照） 最大ボア径 81 ㎜ 
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2.4 MotoGP クラス技術規則 

2.4.1 定義 

MotoGP クラスに参戦するモーターサイクルはプロトタイプでなければならない 

MSMA の会員に帰属しないものは、参戦にあたりグランプリ委員会の承認を受けなけれ

ばならない。 

 

2.4.2 コンセッション(優遇処置) 

 １． 2013 年以降初めて参戦する新規の MotoGP メーカーおよび 2013 年セ 

      ッション以降ドライコンディションにおいて勝利のないメーカーに対して、

   競技および技術規則において様々なコンセッションが与えられる。 

 

 ２．完全なコンセッションは下記のとおりとする 

  ・ 各シーズン中各ライダー毎に 9 基のエンジンを使用できる。 

      （事項 2.4.3.3.1.b） 

   

・ エンジンは、エンジン公認規則から除外される。（事項 2.4.3.1.4.h） 

   

・ チームは、契約ライダー及びテストライダーを使用し、いつでも、

どこのサーキットにおいても、チームに割り当てられたテストタイ

ヤの範囲内でテストをすることが認められる。事項 1.15.1.1.A.g)

参照。 

 

 ３．コンセッションの付与および削除は、レース中、ドライまたはウェット状態

   でも全てのライダーが当該マニュファクチャラーのマシンを使用しメーカ

   ーが獲得するコンセッションポイントに基づいて行われる。コンセッショ

   ンポイントは、2015 年シーズン初めから累積される。 

  1 位 ＝ 3 コンセッションポイント 

  2 位 ＝ 2 コンセッションポイント 

  3 位 ＝ 1 コンセッションポイント 

  

    6 コンセッションポイントに到達したマニュファクチャラーは、 

・ 事項 1.15.1.1.A.g により制限なしにテストを行う権利を失う。この

時点より、チームは、事項 1.15.1.A.f)のテスト規制対象となりテス

トは最大 5 日間とされ、マニュファクチャラーは、事項 1.15.1.1.B

の対象となりテストライダーのみとされる。 

 

・ 次のシーズンより各シーズン各ライダー9 基のエンジンの使用がキ

ャンセルされる。次シーズンは、当該マニュファクチャラーのマシ

ンを使用する全ライダーは事項 2.4.3.3.1.a)の対象となり各シーズ

ン各ライダー７基のエンジンとなる。 

 

・ エンジン公認規則適用外も次シーズンからキャンセルされる。次シ

ーズンはマニュファクチャラーの全エンジンは事項 2.4.３.1.4 に合

致するものとする。 
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  マニュファクチャラーが、一つのシーズン中にコンセッションポイント

  を獲得できない場合、当該マニュファクチャラーのマシンを使用する全

  ライダーは、次シーズンも フルコンセッションという利益を供与でき

  る。 

 

2.4.3 エンジン 

 

2.4.3.1  エンジンの説明 

 1．使用を認められるエンジンは 4 ストロークの原理で作動するものに限定され

   る。 

   

      各エンジンシリンダーの垂直切断面およびピストンの断面は、円形でなけれ

   ばならない。シリンダーおよびピストンの円形断面の直径の相違は、どの 2

   点で測定しても 5％以下の誤差でなければならない。 

 

 2．エンジンは自然吸気でなければならない。 

 

 3. エンジンの排気量はシリンダーの行程容積によって定められる。すなわち、

  シリンダーボア面積×ストローク×気筒数である。 

 

     排気量の許容誤差は認められない。 

 

     エンジン排気量は外気温のもとで測定されなければならない。 

 

 4. エンジンホモロゲーションは、下記 h)のコンセッション対象となるマニュフ

  ァクチャラーを除き、全ての MotoGP エンジンに適用され、詳細は下記のと

  おりとする： 

 

 a) 公認済み MotoGP ファクトリーエンジンとは、最初の競技会の車検が終了 

   する以前にテクニカルディレクターへ提出された封印済みのサンプルエン

   ジン（下記の第 2.4.3.1.5.e.ⅰを参照）とあらゆる面で部品を同一とする、

   封印済みの全部品装備エンジン（第 2.4.3.3.2 を参照）を指す。また、封印

   済みの全部品は、同一ライダーの全封印済みエンジン（下記事項 2.4.3.1.5.e.

   ⅱを参照）について、同じものとする。封印されていない部品は、すべて自

   由に変更してよい。これに従って公認された後のフルシーズン期間中は、公

   認済み部品の設計や構成の変更をしてはならない。 

 

 b) 例外として、密封された部分に安全性の問題に関することやパフォーマンス

   上の利点がないと認められた場合は、MSMA MotoGP 委員会の満場一致に

   よる可決をもって、公認期間中に変更をしてよいものとする。このような例

   外は安全面への影響が出る可能性がある明確な問題（例：問題の部分が識別

   されてあるパーツサプライヤーの文書を添付した、部品の過誤部位）を修正

   する場合のみに厳密に限定される。使用済みエンジンを含み、すでに封印さ

   れたエンジンは、MSMA MotoGP 委員全員の同意と MotoGP テクニカル

   ディレクターもしくはその担当者の監視のもとで、この方法により更新する
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   ことができる。競技者がこの方法により公認済みエンジンを修正しようとす

   る場合、変更予定に関する正確な詳細を MSMA MotoGP 委員会へ提出しな

   ければならない。いずれの場合にも、承認された変更に限り許可される。 

 

 ｃ）公認済みエンジンのサプライヤーおよび／もしくは公認済みエンジンを使用

   するチームは、大会で使用されるエンジンはテクニカルディレクターの承認

   した封印済みサンプルエンジンと同一のものでなければならない（下記の事

   項 2.4.3.5.1.e.i 参照）、とするレースディレクションによって決定された要

   件に従わなければならない。 

 

 ｄ）テクニカルディレクターが検証のためにエンジンの封印除去を要求した場合、

  次のような手順が適用される：  

  

    ・ 検査は次のヨーロッパ大会の車検終了前のテクニカルディレクターお

   よびメーカーもしくは関係チームの間で定めた時間に、次のオプショ

      ンのいずれかで実施される： 

 

   Ⅰ. 検査依頼があった競技会の終了時点。 

 

   Ⅱ. 競技会と競技会の間、メーカーまたはチームのヨーロッパにある 

     ワークショップで。テクニカルディレクターまたはその代表者が

        立ち会い、検査を監視する。 

 

   Ⅲ. 次のヨーロッパ競技会で、車検終了前 

 

    ・ インスペクションチェックはヨーロッパ以外の競技会では実施されず、

   次のヨーロッパ大会に予定が組み込まれる。 

 

      ・ 当該ライダーが配分され使用可能になったエンジンを 3 基もつまでは

      インスペクションチェックは実施されない。 

  

      ・ 検査したエンジンが規則に準拠していることが判明した場合、メーカ

     ーまたはチームは希望する新たな公認パーツを使用してエンジンをリ

     ビルドし、封印のためにエンジンを再提出する権利を有する。このよう

     なリビルドエンジンはインスペクション前の使用を含め、合計での使用

     が 3600km に制限される。 

 

    ・ 検査したエンジンが規則に準拠しないことが判明した場合、割り当てか

  ら除外され、その分の交換はされない。レースディレクションは、規則

  に非準拠なエンジンが使用された大会にさかのぼり罰則を適用する場

  合がある。 
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   ・ エンジン検査に抗議が生じる場合は、下記の条件が適用される： 

 

  Ⅰ. 全ての抗議はまず承認のためレースディレクションに提出される。 

          レースディレクションによって、抗議が軽薄、もしくは抗議チーム

    を有利にする企てであると判断された場合、抗議続行の承認を拒否

    される。 

 

  Ⅱ. 抗議でエンジンは規則に準拠していると判明されない場合、抗議を

    申し出ている当事者は、抗議されているメーカーもしくはチームに

       対し、運賃およびエンジンの再構築費用の負担のために合計 5,000

    ユーロの支払いを要求される。 

 

 e) 各マニュファクチャラーは、シーズン用に最大３基のエンジンを公認するこ

  とが出来る。これら異なった仕様には前年に公認されたエンジンを含むことが

  できるが当該年度の規則に準拠していなければならない。 

 

   マニュファクチャラーがコンセッションを失い、次シーズンのエンジン公認対

  象となった場合、最初のシーズンのみ、供給されるチーム数により仕様の最大

  数が定められる。 

 

  ・ ファクトリーチーム＋最大サテライト２チーム ＝ ３仕様 

  ・ ファクトリーチーム＋最大サテライト３チーム ＝ ４仕様 

  ・ ファクトリーチーム＋最大サテライト４チーム ＝ ５仕様 

 

  各マニュファクチャラーは、１チームをファクトリーチームとし、当該チーム

  に所属するライダーは同じ仕様の公認エンジンを使用しなければならない。 

 

  各ライダーは、シーズンの第１戦前までにシーズンに使用する公認エンジンの

  一つの仕様を選択しなければなあらない。ファクトリーチームとして任命され

  なかった他のチームは、各ライダーの仕様がこれと異なってもよい。 

 

ｆ）エンジン仕様の確認については、メーカーは以下の 2 種類の選択肢から選ぶ  

 ことができる： 

 

  Ⅰ. シーズン最初の競技会のテクニカルコントロール終了前に、事項 2.4.3.3.2

    に準拠して印するために、仕様ごとに 1 基のサンプルエンジンを提出する。

    このエンジンの部品で、例えばピストン、コンロッド、バルブなど、同一

      の部品が複数ある場合には、各部品につき、ピストン 1 個、コンロッド 1

      個、バルブ 1 個など、1 個ずつが装備されていればよい。このエンジンの

      部品はすべて使用済みの部品でよい。あるいは、 

 

  Ⅱ. ひとりのライダーがそのシーズンで使用できる全てのエンジンを、最初の

   競技会の最初の日の前に封印する。そのようなエンジンは全て、事項

   2.4.3.3.2 の要件を満たすような封印ができるための準備がされていなけれ

   ばならず、シーズンの初戦、第一プラクティスセッション前にテクニカルデ
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   ィレクターまたはその担当者によって封印されるものとする。ライダーのた

   めの全てのエンジンは同一仕様である必要があり、このオプションを選択す

   る場合には、初戦に先だち、テクニカルコントロール終了前にサンプルエン

   ジンを提出しなくてもよい。しかしながら、エンジン寿命を終えてチームに

   より割り当てから除かれた各ライダーの最初のエンジンは、エンジン精査に

   いつでも使用できるよう、サンプルエンジンとして封印されたまま保存され

   ているものとする。 

 

   サンプルエンジンが上記Ⅰにある封印のために提出された場合、その他異な

   る仕様のエンジンも提出できるがそれはパーツに限られる。本来の提出しな

   ければならないサンプルエンジンと異なるパーツも、封印のため適切なコン

   テナに入れられ提出されなければならない。 

 

 g) 上記の公認の手続きは、事項 2.4.3.3.4)にある分配されたエンジン、使用さ

    れた追加のエンジンを含みライダーが使用する全てのエンジンに適用される。 

 

 h) 事項 2.4.２に従いコンセッションの対象のマニュファクチャラーからのエン

    ジンは、、エンジン公認規則から除外される。除外期間は事項 2.4.2.3 に従い

    定められる。 

 

2.4.3.3  エンジン耐久性 

 MotoGP クラス 

1. 年間契約ライダーに使用が認められるエンジンの数は、そのシーズンに予定

されている最大 20 レースにおいて７基に規制される。この規制は、GP 競

技会において全プラクティスセッションおよびレースに適用される。GP 競

技会以外でテストに使用されるエンジンについては規制されない。 

 

        ただし以下の事項および例外が適用される： 

 

a) 事項 2.4.2 に従い、コンセッションの対象のマニュファクチャラーから

のマシンを使用する契約ライダーは、そのシーズンに予定されている最

大 20 レースにおいてエンジン９基に規制される。コンセッション期間

は事項 2.4.2.3 に従い定められる。 

 

    b) 何らかの理由でライダー交代がある場合、代替ライダーは、エンジンの

        割り当てに関して当初のライダーが使用していたものを引き継ぐものと

        する。 

 

    c)  ワイルドカード参戦 1 名につき、各競技会期間中に 3 基のエンジンを専

        用使用することが認められる。 

 

2. 各ライダー専用に許可されたエンジンは、初回の使用に先立ちテクニカルデ

ィレクターや担当者の刻印と封印がされなければならない。新エンジンの使

用についてはチームが責任を持ってテクニカルディレクターにエンジン登録

を申請することを義務とする。登録後に初めて使用した後は、同じチーム内
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であってもライダー間でのエンジンの交換は認められない。新エンジンは、

そのエンジンを搭載したモーターサイクルがピットレーン出口のトランスポ

ンダータイミングポイントを通過した時点で使用したものとみなされる。 

 

3. エンジンは以下の条件を満たすよう（ワイヤー、ID タブ、ステッカーなどに

より）封印される： 

 

    a) タイミングシステムに手を加えることはできない 

      （例：ヘッドカバーはシリンダーヘッドにワイヤーで固定されている） 

 

    b) タイミングドライブシステムに手を加えることはできない 

      （例：ギアトレーン／チェーンカバーが取り外せないようワイヤーで固定

            されている） 

 

    c) シリンダーヘッド、シリンダーブロック（ある場合）はエンジンから取り

       外すことはできない（例：シリンダーヘッドはシリンダーブロックに、シ

       リンダーブロックはエンジンクランクケースにそれぞれワイヤーで固定

       されている） 

 

   d) クランクケースを開くことはできない（例：クランクケースの両半分がワ

      イヤーでつながれている） 

 

  ワイヤリングの封印を取り外さなくてもアクセスできるパーツはすべて交換

  できる。テクニカルディレクターや担当者の監視外で封印やワイヤリングの開

  封もしくは取り外しを行った場合、「エンジンの改造」とみなされ、封印の破

  損、改ざんまたは損失したエンジンは割り当て上、新エンジンとみなされる。 

 

4. 何らかの理由により（例：マシンの故障、クラッシュによる大きな破損など）

参加者が上記の割り当てを越えてさらなるエンジンの使用を必要とする場合、

新エンジンを使用する前にテクニカルディレクターに対してその旨を通知し

なければならず、レースディレクションは競技規則に沿って適宜ペナルティ

を科す。事項 1.21.20 

 

     破損したエンジンは割り当て数から削除され、それが再度使用される場合は

   新エンジンとして扱われ、適宜罰則が適用される。 

 

5. 封印の破損や除去がされない限り、封印された割り当て済みエンジンのマシ

ンへの搭載と使用可能回数に制限はない。ライダーの割り当て内で、封印済

みの別のエンジンへの交換（新規もしくは使用済み）はペナルティーの対象

とはならない。 

 

2.4.3.5. 電子機器 

1. GPS 

 MotoGP クラスではオーガナイザーによって供給され、メディアやプロモーショ

 ン目的に使用される GPS ユニットを除き、サテライトグローバルポジショニン
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 グシステム（GPS またはそれに似たもの）は許可されていない。GPS や同様の

 システムはチャンピオンシップオーガナイザー（以下「オーガナイザー」）の指

 示以外では、マシンのどの部分にも（有線または無線で）接続することができな

 い。具体的には GPS 信号を用いてエンジンやバイクの性能のあらゆる側面を制

 御することが禁止されている。オーガナイザーは練習走行（またはレース）後の

 み各チームへ GPS データを供給することができる。 

 

2. タイヤセンサー 

 タイヤの温度／圧力センサーの使用は全クラスにおいて許可されている。 

 

3. ECU  

 a) ハードウェア 

 i) オーガナイザーによって供給される公式 MotoGP 電子コントロールユニット

  （ECU）は、一切改造または追加が認められず、全マシンに義務とする。 

 

  公式 MotoGP ECU という特定のタイプのみ使用が認められ、GP イベントの 

   MotoGPマシンに使用されるいかなるタイプのECUもテクニカルディレクタ

  ーへの申請が必要とされる。 

 

 ii) このECUへの/からのコネクションはMotoGP ECUコネクション図に従わ

   なければならない。本規則附則にある図８を参照。 

 

 ⅲ) ECU からアクチュエータへの信号を変更してしまう如何なる追加の機器ま

   たはモジュールも禁止される。インジェクター、バイパスシステム、可変長

   インテークシステム、イグニッション、バルブ（タイミングシステム及びエ

   キゾースト含む）を含む全てのエンジンマネージメントシステムは、一切の

   改造されていないオリジナルの ECU シグナルによって作動しなければなら

   ない。 

 

  ECU からのロジックシグナルを変更せず、別の電力源を持つパワーモジュー

  ルの使用が認められる。 

 

  パワーモジュールとは、下記のモジュールのことをいう。 

  ・ 電力インプット 

   ・ MotoGP ECU からのインプット 

  ・ アクチュエータへのアウトプット 

 

 b) ソフトウェア 

 ⅰ) エンジン及びシャーシコントロールのための公式 MotoGP ECU ソフトウェ

   アの使用は、全車両義務とされ、それ以外のエンジン及びシャーシコントロ

   ールソフトウェアストラテジーのレース時のマシンへの使用は認められな

   い。 

 

   現行の公式 MotoGP ソフトウェアのみ、レース時の MotoGP マシンに使用

   が認められる。 
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 ⅱ)  2016 年シーズンの終了まで、オーガナイザーによって要求された公式ソ

   フトウェアストラテジーへの変更は、2014 年契約ファクトリーオプション

   マニュファクチャラー（ドカティ、ホンダ、ヤマハ）によって変更前に満場

   一致での承認を得なければならない。承認は、通常のメンテナンスやバグフ

   ィックス等ソフトウェアストラテジーを変更しない場合必要とされない。 

 

 ⅳ) ソフトウェア（SW）バージョンチェック。テクニカルディレクターは、

   MotoGP マシンに使用されているマシンの公式 SW バージョンをどの

   MotoGP イベントでも行うことが出来る。 

 

   これを達成するために、承認 ECU コネクターが義務とされる。（附則図８参

   照）もしそれが別個のアイテムであったりマシンに完全に固定されていない

   場合、シーズンの最初のレース時の車検が終了するまでに、各マニュファク

   チャラー用の３ケーブルサンプルをテクニカルディレクターに提出しなけ

   ればならない。 

 

   このチェックは通常、下記の手順で、タイムドプラクティス、クォリファイ

   セッション及びレース後に行われる。 

 

   ・ テクニカルディレクターは、どのマシンをチェックするか指定し、チェ

     ックはパルクフェルメで行われる。如何なるチームの人員もテクニカル

     ディレタ ーの許可なしにマシンに近づくことは認められない。 

   ・ テクニカルディレクターのみが、承認されたコンピューター※を使用し、

     ECU を繋げることが認められ、オフィシャルサプライヤーの SW チェ

     ックツールを使用し SW をチェックする。オフィシャルサプライヤース

     タッフとチームメンバーがそのチェックに立ち会う。 

   ・ マシンはテクニカルディレクターの承諾後にチームに返還される。 

 

     ※承認 PC は安全かつ下記条件を備える。 

  ― PC は常に同じものとし、装備への何らかの変更のある場合、事 

    前に MSMA に通達される。 

  ― PC はパスワードで保護され、ハードドライブは BitLocker で暗号

    化される。 

  ― PC のアクセスポート、USB、SD、CD、はロックされ、ワイヤレ

    ス LAN も不可能とされる。（注：ECU とのコミュニケーションに 

    はイーサネットポートが必要とされるため、IP 及び ECU の 

    Netmask もオフィシャルサプライヤーによる仕様に従って全て同

    じものとする。 

  ― PC は常にテクニカルディレクターの管理下に置かれ彼の許可がな

       ければいかなるものも使用することはできない。特に、オフィシャ

       ルサプライヤースタッフがオフィシャルサプライヤーSW ツールを

       ダウンロードする以外に触れることは禁止される。 

  ― PC にはオフィシャルサプライヤーの SW チェックツールを稼働さ

    せるための最小限のオペレーションシステムしか備えられず、この

       目的にのみ使用される。（特にインターネットブラウジングに使用
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      されない） 

 

  c) センサー： 

    MotoGP マシンの全てのセンサー及び捕捉デバイスは以下の手順に従って公認

 されなければならない。 

 ・ 各シーズン、モーターサイクルマニュファクチャラーは、センサー詳細、機

   能及び下記を記した公式用紙を使用し、テクニカルディレクターに公認申請

   を提出しなければならない。 

 

   Ⅰ.  第三者による一般向けセンサー： 

  必要とされる情報は、サプライヤーのセンサーID コードとする。 

  そのようなセンサーは、サプライヤーから供給されるものを公認するが、

  ワイヤリング及びコネクターは変更または改造されても良い。 

 

   Ⅱ. モーターサイクルマニュファクチャラーによって登録されたセンサー： 

  必要とされる情報は、センサーID コード、価格及び入手の可能性/告知 

  期間。 

  そのようなセンサーは、マニュファクチャラーが生産したものを公認と

  するが、ワイヤリング及びコネクターは変更または改造されても良い。

  公認は、 価格及びそのセンサーが市場に出回るものが同様のテクノロ

  ジーを有し、適正に入手できものとし、テクニカルディレクターの単独

  裁量により決定される。 

 

 ・ 公認の申請は、第 3 回公式プレシーズンテスト（2016 年 2 月 16 日）終

   了後 7 日以内に提出されなければならない。 

 

 ・ シーズン中、モーターサイクルマニュファクチャラーは、テクニカルディレ

   クターに対し、最新版公認用紙を提出し、リストにセンサーの追加を要請す

   ることができる。すでに公認されているセンサーはシーズ中にリストから除

   外されることはない。 

 

 ・ 公認機関は 1 シーズンとし、シーズン中のセンサー仕様の変更は特別な状況

   （安全上の改正等）及び MSMA 全会一致での要求がテクニカルディレクタ

   ーになされた場合に認められる。 

 

 ・ 公認センサーリストは FIM より公表される。 

 

 ・ 要求された場合、関連マニュファクチャラーは、公認センサーを同価格及び

   同告知期間等の条件で全チームに供給することを請け負わなければならな

   い。 

 

 ・ 公認に関して下記例外がある。 

    

   Ⅰ.  センサーは、フリーデバイスリストに含まれている場合（下記参照） 
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   Ⅱ.  非公認センサーはテスト及び大会時のフリープラクティスセッション

  で使用することが出来る。公認センサーは、クォリファイ及びレースで

  使用され る。 

 

   Ⅲ.  各マニュファクチャラーは、全 MotoGP チーム供給できるできないに

   関わらず、追加センサーを指定することが出来る。この指定センサーは、

  シーズン中のクォリファイ及びレースを含む全てのセッションに認め

  られるが、データ記録（ロギング）としてのみ認められる。如何なるセ

  ンサーまたはデータロガーとして以外のデバイスを入力するために使

  用されてはならず、ECU コントロールストラテジーにいかなる影響を 

  も与えてはならない。ワイヤリングハーネスへのコネクションは、テク

  ニカルディレクタ ーが、センサーからのワイヤリングコネクションを黄

  色（最低 50mm の長さの黄色）とすることで判別できなければならな 

  い。センサーと CAN の間をコネクションワイヤリングでセンサーが 

  CAN コンバーターに直接繋がれる場合、全体的に黄色としなければな 

  らない。この追加センサーに関するテクニカルディレクターへの詳細通

  知は、公認センサーと同じ様式を使用し、同じ時期に行われなければな

  らない。 

 

  d) フリーデバイス 

 ⅰ) 公認センサー以外に、認められるフリーデバイスリストが存在する。 

・ 全アキュエーター（フュエルインジェクター、イグニッションコイ

ル、エレクトリックモーター、アクチュエーションコイル、フュエ

ルポンプ、クーラントポンプ、エンジンラブリカントポンプ） 

 

・ オルタネーター及び関連レギュレーター/パワーボックス 

・ ダッシュボード及びメッセージディスプレイデバイス 

 

・ イナーシャル（慣性）プラットフォーム（オーガナイザーによって

公認された CAN プロトコールに最大 2IPs が認められる。） 

 

・ ワイヤリングハーネス 

 

・ オーガナイザーによって特に認められたその他デバイス 

 

  ⅱ) オーガナイザーによって私有 CAN デバイス（カリブレーションツール、外

   部データロガー）が認められた場合、全ての CAN プロトコールがオーガナ

   イザーによって承認されなければならない。マニュファクチャラーまたはオ

   フィシャル ECU サプライヤーが取られなければならない手順及び実施に要

   する経費、そのデバイスによって起こりうるリスクはマニュファクチャラー

   が負担しなければならない。 

 

 ⅲ)フリーデバイスは公認制度が適用されないが、他のマニュファクチャラーがチ

  ェックするために下記について開示しなければならない。 

・ マニュファクチャラー（チェックする側）は、他のマニュファクチ
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ャラー（オーナー）の特定マシンのデバイスをチェックする。デバ

イスはテクニカルディレクターによってレース後に取り外され、チ

ェックするマニュファクチャラーに渡される。 

 

・ チェックするマニュファクチャラーは、デバイスチェックのために

7 日間を許され、オーナーが要請した場合、オーナー代表がそのチ

ェック時に立ち会うことが出来る。 

 

・ チェックのプロセス及びチェックの結果詳細は、MSMA MotoGP

メンバーに送られる。必要に応じてテクニカルディレクターにも送

付される。 

 

・ 必要な場合、チェックするマニュファクチャラーは構成部品に与え

た損傷または紛失に対して賠償しなければならない。 

 

・ マニュファクチャラーは、それが同じ構成部品または異なる構成部

品に関わらず、1 シーズンにおいて 5 つを超えるデバイスチェック

を要求することはできない。 

 

 e) データロギング 

  毎日の走行終了後、オフィシャルサプライヤーによる内部データロガー（義務

  チャンネル）の特定チャンネルのデータロギング及びオフィシャルサプライヤ

  ーへのデータ伝達（チームの機密データは除外される）は義務とされる。最新

  の義務チャンネルリストはオフィシャルサプライヤーによって MotoGP ソフ

  トウェア版のリリースと同時に入手可能となる。 

  マニュファクチャラーとオーガナイザー間の別で定める同意事項に記載され

  ている特別条件更なるデータ捕捉チャンネルがオーガナイザーによって要求

  される場合がある。 

 

 ４、ワイルドカード 

   MotoGPクラスに現在エントリーしているMSMAマニュファクチャラーのマシン   

   を使用するワイルドカードエントリーは、ECU ハードウェア及びソフトウェア、 

   センサー公認（事項 2.4.3.5.3.c）及びフリーデバイスチェッキング（事項    

   2.4.3.5.d.iii）を含む全ての技術規則に適合していなければならない。 

 

   MotoGP クラスに現在エントリーしていないマニュファクチャラーのマシンを使   

   用するワイルドカードエントリーは、ECU ハードウェア及びソフトウェア、デー 

   タロガー、センサー及びフリーデバイスを網羅する規則から除外される。 

 

2.4.3.6  フュエルシステム 

 MotoGP クラスフュエルシステム 

 1.  MotoGP クラスで認められる最大燃料圧力は毎時 50 リットルの再循環流

   量で 10 気圧とする。 
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a) テクニカルディレクターによって指定されているように、公式に承認され

た燃料圧力レギュレーターを使用することが義務とされる。この公式のレ

ギュレーターは、インジェクターに使用可能な最大燃料圧力が 10 気圧以

上にならないよう、燃料ポンプの下流に装着されなければならない。 

 

    公式レギュレーターマニュファクチャラーは、MotoGP チームから要請

  があれば、毎時 50 リットルで 10 気圧以上提供することができないと

  いう条件で、低い圧力およ び／またはより高い流量に設定してレギュ

  レーターを供給することができる。 

 

b)  燃料圧力をより低下させ、制御する為、追加のレギュレーターを公式レ

ギュレー ターと組み合わせて使用することができる。しかし 10 気圧以

上のインジェクターに 燃料圧力の増加を促すデバイスやストラテ

ジーはシステム内のどの場所においても 使用できない。 

 

c)  承認された燃料圧力レギュレーターは、レギュレーターメーカーによっ

て封印、刻印そして認定される。またテクニカルディレクターによってい

つでも検査され、および／またはテストのために取り外される場合がある。 

 

d) テクニカルディレクターからのリクエストがあれば、チームは燃料圧力調

整器の位置が含まれている燃料システムの概略図を提出しなければなら

ない。 

 

e) レギュレーターによって燃料圧力と供給される流量を測定する際に、公式

承認レギュレーターメーカーが指定した許容範囲が考慮される。 

     

2.4.3.7  エキゾースト 

 1. エキゾーストの排出口は、リアタイヤの端に沿って直線に引かれた線より後

  ろに突出してはならない。 

 

 2. 安全上の理由から、エキゾーストパイプの露出した端部は鋭利な面とせず、

  丸みをつけなければならない。 

 

 3. 可変長式エキゾーストシステムの使用は認められない。 

 

 4. 排気ガス再循環（EGR）システムの使用は認められない。 

 

2.4.3.8  制御システム 

 1. MotoGP クラスについては、油圧および／または空気圧動力システムはシリ

   ンダーの吸気口／排気バルブスプリングを除き、いずれも使用を認められな

    い。マシンに搭載された油圧系統は、以下に明確化されているとおり、ライ

    ダーの手動操作によってのみ作動すること、 

 

 ブレーキ／クラッチ用のマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

一般的な油圧制御は許可される。 
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 ニューマチック（空気圧）エンジンバルブ閉鎖システムは MotpGP クラス

のみで許可される。 

 

 エンジンの潤滑／冷却用のオイル／水ポンプは使用を認められる。 

 

 潤滑、冷却以外の目的（油圧制御システムなど）でのエンジン潤滑オイルの

使用は許可されない。 

 

 2. 油圧式および／または電気／電子システムによって駆動される可変バルブタ

    イミングと可変バルブリフトシステムの使用は認められない。 

 

2.4.3.9  トランスミッション 

 1.  ギア比は最大 6 速とする。 

 

a) MotoGP クラスでは、ギア比（ギアのペア）の許容総数 24 のギアレシ

オを使用でき、さらにシーズンごとにプライマリドライブに 4 つの異な

る全体比が加えられる。 

 

b) チームはシーズンの最初のレース前に各ギアの速度のために選択され

た全てのギア比を申請する必要があり、そのギア比のみシーズンを通し

て使用することができる。シーズンの最初のレース前に申請していない

ギア比をシーズン中に使用することはできない。 

 

 2.  ツインクラッチトランスミッションシステム（DSG）の使用は認められな

      い。 

 

 3.  無段変速機（CVT）の使用は認められない。 

 

 4.  自動変速装置は不可とされる。クイックシフターシステムの補助機能が付

      いたマニュアルトランスミッションの使用は認められる。 

 

2.4.3.10 素材 

 備考：ここでの「X 系合金」や「X の材料」は要素 X(例えば鉄、鉄または鉄系合

 金)が％w/w のもとに、合金の中でも最もすぐれた要素でなければならないこと

 を意味する。 

 

 1.  フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアームスピンドル、

     ホイールスピンドルの構造にチタンを使用することは禁止される。ホイール

     スピンドルについては軽合金の使用も禁止されている。 

 

 2. クランクシャフトとカムシャフトの基本構造は鉄材料、スチールまたは鋳鉄

     製のものでなければばらない。バランスを保つことを目的とした上でクラン

     クシャフトに異なる材料を組み込むことは許可される。 
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 3.  ピストン、シリンダーヘッドおよびシリンダーブロックについてはカーボ

      ンまたはアラミドファイバーを強化素材として用いた複合構造であっては

      ならない。 

 

 4.  ブレーキキャリパーには、弾力係数 80Gpa 以下のアルミニウム素材を使

   用しなければならない。 

 

 5.  モーターサイクルおよびエンジンのいかなる部分にも弾力 50Gpa/ 

   (g/cm3)以上の金属素材を使用してはならない。 

 

 6.  MMC（金属マトリックス複合材料）と FRM（繊維強化金属）の使用は禁

   止される。 

 

 7.  MotoGP クラスにおいては、空洞構造のコネクティングロッドの使用は認

   められない。直径２㎜以下のオイルギャラリーをコネクティングロッドに組

   み込むことは認められる。 

 

2.4.4  シャーシ 

2.4.4.1  重量 

 1.  以下が許容される最低重量である： 

    MotoGP 800 ㏄まで  車両  150 ㎏ 

   801－1000 ㏄  車両  157 ㎏ 

 

 2.  最低車両重量を満たすためにバラストの追加が認められる。 

 

 3.  車両重量は初回の車検にて検査される。しかしメインの重量検査は、プラ

   クティスセッションあるいはレース終了後に実施される。マシンの重量は、

   競技出場時の状態、すなわち燃料タンクを搭載した状態でノーマルレベルの

   オイルと水に加え、計時用トランスポンダー、カメラ機材、電子データログ

   機材等の追加装備品を搭載した状態で計測される。 

 

2.4.4.2  安全性と構造基準 

 注：図１，２，３も参照のこと。 

 

 1.  シャーシデザインと構造 

   シャーシはプロトタイプのものであるとし、FIM グランプリ技術規則の定め

   る範囲内で、その設計や構造は自由とする。プロトタイプ以外の車両（つま

   り一般公道用として製作されるシリーズプロダクションなど）のメインフレ

   ーム、スイングアーム、燃料タンク、シートおよびフェアリング／ボディー

   ワークの使用は認められない。 

 

 2.  スロットルツイストグリップ 

   スロットルツイストグリップは、手を離したときに自動的に閉じられるもの

   とする。 
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 3.  ステアリング 

   a) ハンドルバーの幅は最低 450 ㎜とし、先端はソリッドまたはゴムで覆

   われたものとする。ハンドルバーの幅とは、ハンドルバーグリップまた

   はスロットルツイストグリ ップの外側の間隔を測定されたものとする。 

 

   b) ステアリングは中心線の両側に最低 15 度にわたって可動しなくてはな

  らない。 

 

   c) ステアリングロックした状態で、ハンドルバーと燃料タンクフレームお

  よび／または車体の間に、最低 30 ㎜のクリアランスを確保するために、

  ストップを設置しなければならない。 

 

 4. フットレスト 

   フットレストの先端は丸みがあり、中空でない、半径が最低 8 ㎜の球状であ

   ること。 

 

 5. ハンドルバーレバー 

   レバーの長さは回転軸から測定して 200 ㎜以上あってはならない。 

 

 6. クリアランス 

   a) マシンは荷重のかからない状態で、タイヤ以外が路面に接しないまま垂

  直状態から 50°の角度で傾けることが可能でなければならない。 

 

   b) サスペンションおよび全てのリアホイールアジャストメントの位置にか

  かわらず、タイヤの円周に沿って常に最低 15 ㎜のクリアランスがなく

  てはならない。 

 

 7. ブリザーパイプ 

   エンジンまたはギヤボックスからのブリザーパイプは、エアボックスおよび

   ／もしくは適切な容器に排出しなくてはならない。 

 

 8.  チェーンガード 

     チェーンガードは、リアホイールのロワードライブチェーンとドライブスプ

   ロケットの溝の間に挟まれないように取り付けられていなければならない。 

 

 9. エンジンカバー 

   側面のエンジンカバーにはオイルが含まれており、衝突時に地面と接触する

   可能性があるので複合材料、例えばナイロンやカーボンまたはケブラー®で

   作られたセカンドカバーで保護しなければならない。アルミニウムまたはス

   チールからできているプレートおよび／またはバーも許可されている。これ

   らすべてのデバイスは、突然の衝撃や摩耗に対して耐性があるよう設計され

   なければならず、適切かつ確実に固定しなければならない。 

 

   このような保護はテクニカルディレクターの指示により、MotoGP クラスの

   ノンプロトタイプエンジンにも必須である。 
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 10. タイミングトランスポンダー 

  a) 全てのマシンは、正しい位置に、エントリークラスに対して正しいタイプ

    の計時トランスポンダーを取り付ける必要がある。トランスポンダーはオ

    フシャルタイムキーパーにより承認または供給されたものでなければな

    らず、タイムキーパーの助言およびテクニカルディレクターの承認したマ

    シンの位置に固定しなければならない。 

 

  b) トランスポンダーは、マシンがピットまたはトラック上にあろうとも、ラ

    イダーがエンジンを切ったとしても常に電源が供給されるものでなけれ

    ばならない。 

 

  c) X2トランスポンダーが能を最大限に発揮し十分な冷却を得るためにモータ

     ーサイクルの前部ラヂエターの下、モーターサイクルの後方に 10cm 以内

     の誤差内で取り付けられていなければならない。フェアリングは、トランス

     ポンダーの下に下記寸法を持つケブラーウィンドーがなければならない。 

 

     トランスポンダー本体より前部に 6cm、後部に 6cm、また両側に 3cm を

     カバーしていなければならない。トランスポンダー及びケブラーウィンドー

     は、メタリックテープまたはその他トランスポンダー機能を妨げる材質のも

     ので覆われてはならない。 

  

 d）トランスポンダーは、ワイヤリング、電源、データーやシグナルの入力／出

   力を含め、オーガナイザーからの要求通りに完全に機能する必要がある。シ

   グナルがマシンに表示される必要がある場合、テクニカルディレクターの承

   認によって表示装置（例えばダッシュボード）が適合され、完全に機能され

   なければならない。 

 

 11. オンボードカメラ 

   オーガナイザーが車載カメラの搭載を、第1.21.13に記載されている通り、

   チームに要請した場合、カメラとその付属機器は全てのプラクティスセッシ

   ョンおよびレース中、またはオーガナイザーの要求通りに、搭載されていな

   ければならない。 

 

  

   カメラと付属機器は遅くとも競技会のプラクティス初日の前日午前 10 時ま

   でに搭載を指定されたチームに供給される。 

 

   チームは、カメラ装着の供給を委託された業者が搭載作業を行いやすいよう、

   妥当な範囲で関係者を受け入れ協力しなければならない。 

 

   全ての車載カメラ装置は取付説明書に従ってオーガナイザーが指定したマ

   シンの場所に装着しなければならない。このような装着の詳細については前

   シーズンの 7 月までにメーカーやチームに伝達される。 
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 12. セーフティーライト 

   全てのモーターサイクルには、雨または視界が悪いコンディション時にレー

   スディレクションの指示により使用するレッドライト機能をマシンの後部

   に取り付けなければならない。チームは、レインタイヤが装着されていると

   きはいつでもライトがオンになっていることを確認する必要がある。 

 

   ライトは以下を遵守しなければならない： 

 

a) ライトの向きはマシンの中心線（モーターサイクル走行方向）と平

行、かつ後から少なくともマシン中心線の左右両側に 15°の角度に

はっきりと見えなければならない。 

 

b) ほぼマシンの中心線上のシート／後部車体、テクニカルディレクタ

ーが承認した位置に取り付けられる。取付位置や視界をめぐる問題

が発生した際には、テクニカル ディレクターが最終判断を下す。 

 

  c) 電源出力／同等光度：10－15W（白熱灯） 0.6－1.8W（LED） 

  

  d) マシンに座った時にライダーによってスイッチをオンとオフに切り

      替え可能。 

 

e) セーフティーライト用電源は、マシンのメインワイヤリングおよび電   

 池から分離される。 

 

2.4.4.3  ブレーキ 

 1. モーターサイクルには各ホイールに最低１つ、独立操作のできるブレーキが

   装備されていなくてはならない。 

 

 2.  MotoGP クラスにおいて、許可されているカーボンブレーキディスクの最

   大径は、つまり：320 ㎜および 340mm である。 

  

   特定のサーキットでは、安全性を理由に、340mm のカーボンブレーキディ

   スクの使用がレースをする上で必須となっている。現在、340mm ブレーキ

   ディスクの使用が義務付けられているサーキットは次の通りである： 

 

   Ⅰ. もてぎ（日本） 

 

 3. 全クラスにおいて、ブレーキディスクのセラミック複合素材の割合は質量の

   2％を超えてはならない。 

 

   セラミック素材とは、無機、非金属個体と定義されている。 

   （例：Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4） 
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 4. 誤って別のマシンと衝突した際に作動するハンドルブレーキレバーを保護

   するために、モーターサイクルは、ブレーキレバーのプロテクションを装着

   する必要がある。許容されるプロテクションには、正面から見てブレーキレ

   バーをカバーするために十分に拡張されたフェアリングが含まれている。 

 

   このようなデバイスは、効果的に機能するために十分な強度を持っていなけ

   ればならない。また、負傷またはそれに引っかかるなどライダーのリスクに

   ならないよう設計されなければならない。またそれは（テクニカルディレク

   ターの判断で）危険なフィッティングとみなされないような装着が必要であ

   る。 

 

   ブレーキレバープロテクションがブレーキシステムの一部（例：ブレーキマ

   スターシリンダー）に接触している場合、適切なブレーキ操作を妨げている

   旨を、ブレーキシステムメーカーはテクニカルディレクターに対して書面で

   正式に申し出る必要がある。 

 

 ５．アンチロックブレーキシステム（ABS）の使用は許可されていない。ブレー

   キングはライダーの手動操作によってのみ作動、コントロールする必要があ

   る。ブレーキシステムのマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

   従来の油圧制御は許可される（事項 2.4.3.8 制御システム 参照）。しかし

   電子的または機械的なシステムによるブレーキ圧の増加や制御は不可であ

   る。ライダーの直接的マニュアル操作は許される。具体的には、ライダーが

   ブレーキを適用する際にロックする車輪を防ぐよう設計されたブレーキシ

   ステムは禁止されている。 

 

 6.  MotoGP クラスにおいて、ブレーキサプライヤーはカスタマーチームに

   「MotoGP シーズンパッケージ」のフロントブレーキを、ライダー1 人あた

   り 70,000 ユーロ（付加価値税を除く、貨物運賃を除く）以下の価格で販売

   することを約束する。 

  

   そのパッケージは、MotoGP ワンシーズンでライダー1 人に必要なベーシッ

   クな最低限のドライウェザー用の前輪ブレーキが含まれていることを意図

   する。また、（チームの選択で、オプション A もしくは B）の構成となって

   いる： 

 

・ 左側 3 つ ＋ 右側 3 つのキャリパー（下記 d. 材料の制限に従って

いる） 

・ マスターシリンダー 3 個 

・ カーボンディスク 10 枚 * 

・ カーボンパッド 28 枚 * 

 

a) 各ブレーキサプライヤーは、そのパッケージで使用可能なアイテムのリ

ストを、 個々の価格および識別文書とともに、オーガナイザーへ提出し

なければならない。 
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・ オーガナイザーによって決定される価格は、「合理的な市場価格」基

準に準拠していなければならない。 

 

・ 識別文書は、テクニカルディレクターが許可コンポーネントを識別

できるよう、テクニカルディレクターが要求したように、また承認

されるものでなければならない（例えば、図面および／または刻印

された部品の主な寸法、重量および刻印された部品に対応する機能

を示す表）。このような識別文書はテクニカルディレクターの使用だ

けに限られ、極秘で、公開はされない。 

 

・ このインフォメーションの提出期限は 7 日で、シーズンの第 3 回公

式 MotoGP テスト終了後(すなわち、2016 年 2 月 26 日)である。 

 

b) チームが選択できるよう、同じパーツの異なるバージョンがリストアッ

プされている。全てのバージョンは、パーツパッケージリストに以下の

実施に限定されることなく、示されていなければならない 

 異なる仕様のマスターシリンダー 

 

 異なる複合カーボンディスク材料 

 

 様々なホイール／モーターサイクルブランドに取り付けるた

めの異なるディスクキャリア 

  いくつかの「フィッティング」アイテムは、パーツパッケージリストに

  個々に示されていなくとも形状および仕様を変更してもよい。これらの

  アイテムとは以下のものが 含まれる： 

 

 ライダーの好みによる、異なるマスターシリンダーブレーキレ

バー 

 

 異なるパッド形状のための異なるブレーキパッド保持装置 

 

c) チームはパッケージで定義されているよりも余分な量を購入することを

許可されているが、ブレーキサプライヤーのオリジナルリスト内のアイ

テムに限り、MotoGP マシンでの使用は可能である(例えば、2 つのマス

ターシリンダーがリストにある場合、チームがその 1 つを購入もしくは

無制限にその両方を購入できるが、リストにない第三の異なる仕様を使

用することはできない)。 

 

d) 本体に許可される構造素材の構成要素は次のようになる: 

  

  ・ キャリパー、マスターシリンダー、ディスクマウントハブ 

        Al2024, Al7075, Al6082, Al2618, Al6061 

    （特に Al-Li 素材は禁止される。） 
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 ブレーキディスクローター - 鉄もしくは炭素（事項 2.4.4.3.4

参照）。 

 

 カーボンディスクブレーキパッド - カーボン。 

 

 非鉄ディスクブレーキパッド –  制限なし。 

 

e) パーツリストは、テクニカルディレクターの特別な同意なしには（例え

ば、安全性の問題を軽減するため）、シーズン中の更新はされない。 

 

f) 1 つのシーズンから次のシーズンへ、進化および更新は、以下の制限つ

きで、許可されている: 

 

  ・ 組立材料は認可マテリアルリストを遵守しなければならない（上記

    事項 2.4.4.3.6.d）。 

 

  ・ 個々の部品の価格およびパッケージ全体の価格は、3 年間増加して

    はならない。その後、サプライヤーが、承認のために新しい価格表

    をオーガナイザーに提出することができる。 

 

2.4.4.4 サスペンションおよびダンパー 

  電気／電子制御式サスペンション、車高、ステアリングダンパーシステムの使

  用は認められない。サスペンションおよびステアリングダンパーシステムの調

  整は、人による手動操作と機械的／油圧式の調節装置により行われるものとす

  る。 

 

2.4.4.5  燃料タンク 

 1. 燃料キャップは漏れ防止ができ、確実な封鎖機能を備えていなければならな

  い。 

 

 2. 燃料タンクブリーザーパイプには逆止弁を装着されていなければならない。

  燃料タンクブリザーパイプは、モーターサイクル 1 台に一つの最小容量 200

  ㏄、最大容量 250 ㏄の適切な容器に排出しなければならない。 

 

 3. 全ての構造形式の燃料タンクには、難燃性素材が充填されているか、もしく

  は燃料セルブラダーで内部を覆われているものとする。 

 

  全てのクラスにおいて、非金属の複合素材製（カーボンファイバー、アラミド

  ファイバー、グラスファイバー等）でできている燃料タンクは燃料セルブラダ

  ーを備えているか、もしくは FIM 燃料タンク公認基準に明記されている、燃料

  タンク素材検査に合格した素材のものでなければならない。 
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   燃料セルブラダーを持たない複合素材製の燃料タンクの場合、FIM 燃料タンク

  基準に合致している証明ラベルを貼付しなければならない。このラベルには、

  燃料タンク製造会社名、タンク製造年月日、および検査機関名が明記されてい

  ること。 

 

    各メーカーは FIM/CCR 事務局宛てに、合格した燃料タンクの形式と燃料タ

   ンクラベルの写しを送付しなければならない。 

 

    燃料タンク検査基準および基準に関する詳細は FIM より入手可能である。 

    ( http://www.fim-live.com/en/library/ ) 

 

    燃料セルブラダーは、FIM/FCB-2005 に適合するかまたはそれ以上のもの

   でなければならない。上記基準の詳細は FIM より入手可能である。 

 

 4. 燃料タンクが車体にボルトで固定されている場合を除き、燃料タンクからエ

    ンジン／インジェクターシステムへの全ての燃料ラインは、セルフシーリン

    グ分離バルブを備える必要がある。このバルブは、燃料ラインのある部分が

    破損したり、燃料タンクに取り付けたり、引っ張り出したりした場合に必要

    積載量の 50％以下に分離される。 

  

 5. 燃料タンク容量 

 MotoGP クラスオープンカテゴリーの燃料タンク容量の上限は最大 2224

リットルである。 

 

 燃料タンク計測時には、キャブレター／インジェクターへ燃料を供給する容

器全ての容量が含まれてもよい。 

 

 6. 燃料補給は、非圧力式の容器から行われるものとし、車両の燃料タンクは、

    人工的に大気圧以上の圧力をかけるものであってはならない。エアボックス

    と燃料タンク内の圧力を等しくするために、エアボックスを介して燃料タン

    クを大気に排出することは認められる。 

 

2.4.4.7  ボディーワーク 

 1. ウィンドスクリーンエッジ、また、その他すべてのフェアリングの露出した

    部分のエッジは丸みをつけられていなければならない。 

 

 2. ボディーワークの最大幅は、600 ㎜を超えてはならない。シートまたはその

    後方にある全ての物の幅は、450 ㎜を超えてはならない。（エキゾーストパ

    イプは例外とする） 

 

 3. ボディーワークは、フロントタイヤの前端から垂直に引かれた線とリアタイ 

   ヤの後端から垂直に引かれた線からはみ出してはならない。この測定は、サ

    スペンションが完全に伸びた状態で測定される。 

 

 

http://www.fim-live.com/en/library/
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 4. 横から見た場合、下記が見えていなければならない： 

  a)  最低 180°にわたるリヤホイールリム。 

 

  b) マッドガード、フォーク、または着脱式のエアーインテークに覆わ 

     れた部分を除くフロントホイールリム全体。 

 

  c)  上腕を除き、ノーマルポジションに座ったライダー。 

 

    注：上記の規則を回避するために、透明の材質を使用することは禁止される。

    上記の規則に関して、ブレーキパーツまたはホイール用のカバーは、ホイ

    ールリムの視界を遮るボディーワークとは見なされない。 

 

 5. マシンのいかなる部分も、リアタイヤの後端から垂直に引かれた線より後方

   に突出してはならない。 

 

 6. シートユニットとライダーの着座位置の後方の差は最大（約）150 ㎜とする。

  シートパッドまたはカバーを除くライダーの着座位置のフラットベースの上

  部表面に対して 90°の角度で計測される。シートユニットに装備されている

  いかなるオンボードカメラ／アンテナもこの計測には含まれない。 

 

 7. マッドガードの装着は、義務付けられていない。装着された場合、フロント

  マッドガードは、以下に記す場所より先に突出してはならない： 

   a) フロントホイールスピンドルを通る水平線から上と前に 45°に引

   かれた直線より前。 

 

  b) フロントホイールスピンドルのリヤまで水平に引かれた線より下。 

 

    サスペンションレッグおよびホイールスピンドルに近いマッドガードマウン

  ト／ブラケットおよびフォークレッグカバーとブレーキディスクカバーは、マ

  ッドガードの一部とみなされない。 

 

 8. ウィングは、それがフェアリングあるいはシートと一体化しており、フェア

  リングとシートの幅あるいはハンドルバーの高さを超えない場合には装着が

  認められる。いかなる尖ったエッジも丸みをつけなければならない。動くエア

  ロダイナミックデバイスは禁止されている。 

 

 9. 車両の下部フェアリングは、取り付けられていなければならず、エンジンの

  破損時に、そのエンジンに使用されるエンジンオイルとエンジンクーラント総

  量の最低半分（MotoGP クラスは最低 5 リットル）を保持できる構造になっ

  ていなくてはならない。この測定はモーターサイクルにフェアリングが取り付

  けられている状態で行われる必要があると、同時に、両方の車輪が地面につい

  ており、モーターサイクルは水平に対して 90°で直立している状態で行われ

  る。 
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    車両の下部フェアリングには、25 ㎜の孔が最大で 2 つ開けられているもの

  とする。これらの孔は、ドライコンディション時には閉じられ、レースディレ

  クターがウェットレースコンディションを宣言した場合には開けられなけれ

  ばならない。 

 

2.4.4.8  ホイールリム 

 1. 許可されるホイールリムのサイズは下記の通りである： 

   フロント   リア 

   MotoGP 最大幅 4.0 インチ 最大幅 6.25 インチ 

   直径１７16.5 インチのみ 直径１７16.5 インチのみ 

  

      MotoGP クラスについては、メーカーが提供できるのは、上記の最大値以内

   の、2 種類のフロントホイールリム幅と 1 種類のリアホイールリム幅に制限

   されている。全ての MotoGP クラスのホイールリムは直径１７16.5 インチ

   とする。 

 

    MotoGP メーカーは、各シーズン初戦の車検終了までに各社の選択したホ

   イールサイズをテクニカルディレクターに通知しなければならない。 

 

 2. 全クラスにおいて、複合構造ホイール（炭素繊維、ガラス強化繊維または同

   等の物などを 含む）の使用は認められない。ホイール構造に許可される素

   材は、マグネシウムとアルミニウム合金である。 

 

 ３．全てのホイールは、発行されている基準「2015FIM グランプリホイール基

   準」に準拠ていなければならず、ホイールマニュファクチャラーによって証

   明されなければならない。 

 

   （FIM ウェブサイト http://www.fim-live.com/en/library モーターサイ

    クルパーツテスト基準参照） 

 

   下記の手順がとられる。 

・ 異なったデザインの各ホイールまたはモデルは FIM 基準に記載され

ているテストに合格していなければならない。 

 

・ そのデザインまたはモデルの各ホイールにはタイヤに取り付け状態

で視認でき、そのホイールに定められている識別コードまたはモデ

ルコードが恒久的に記されていなければならない。 

 

・ 基準テストを合格した個々のデザインまたはモデルは、ホイールマ

ニュファクチャラーによって、当該ホイールが 2015FIM グランプ

リホイール基準である公認基準に準拠している旨を記載した証明書

が発行されなければならない。 

 

 

 

http://www.fim-live.com/en/library
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・ この遵守証明書は、MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・ア

ルドリッジ danny@irta.org.uk）及び FIM 国際技術委員会（CTI）

コ ー デ ィ ネ ー タ ー （ チ ャ ー ル ズ ・ へ ネ カ ム 

Charles.hennekam@fim.ch）に送られなければならない。この証

明書コピーは、購入者に、購入した公認ホイールとともに渡さなけ

ればならない。 

 

2.4.4.9 タイヤ規制 

 1. 全クラスにおいて、公式 MotoGP テストを含むグランプリ競技会で使用で

   きるのは、各クラスの公式タイヤサプライヤーのタイヤのみとする。 

 

   オフィシャルタイヤサプライヤーは、競技会にエントリーしている全てのラ

   イダーに十分な数のタイヤを供給しなければならない。 

 

   各競技会に使用されるタイヤの仕様は、タイヤサプライヤーにより決定され

   る。関連クラスおよび／または指定された各仕様のタイヤは全てのライダー

   に提供されるものとし、また全ライダーに提供されるタイヤの総本数は均等

   であること。 

 

   オフィシャルタイヤサプライヤーは、全てのチームにタイヤが供給されるま

   でとどまっていなければならない。チームは、オフィシャルサプライヤーに

   全てのタイヤを各イベントまたはテスト終了後に返還しなければならない。 

 

   タイヤは公式タイヤサプライヤー、テクニカルディレクターおよびオーガナ

   イザーとの協議の上で合意されたパラメーターに従って使用しなければな

   らない。パラメーターには圧力、温度、またはその他の利用ガイドラインが

   含まれている。チームは、テクニカルディレクター、その担当者、および公

   式タイヤサプライヤーによってタイヤパラメーター及びデータロガーから

   のタイヤプレッシャーおよび/または温度データのチェックの要求を受けた

   場合には、いかなるときでもその要求に従わなければならない。 

 

   如何なるライダーまたはチームが運営パラメータ外のタイヤをしたことが

   判明した場合、ペナルティーの対象となる。テクニカルディレクターのオフ

   ィシャルタイヤサプライヤーとの相談の上での決定は、最終のものとされる。 

 

 2. 公式プラクティス開始前の 2 日間に、タイヤサプライヤーは、大会で使用す

   るタイヤの仕様、本数および認証マークを含む詳細をテクニカルディレクタ

   ーに提出しなければならない。 

 

   テクニカルディレクターとその担当者は、各出場ライダーに使用を限定され

   たタイヤを分配する。（第 2.4.4.9.3 記載の通り）各々のタイヤの分配は、

   無作為に行うことを基本とし、タイヤサプライヤー、チームおよびライダー

   が関与しないようにする。 

 

 

mailto:danny@irta.org.uk
mailto:Charles.hennekam@fim.ch
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   タイヤ分配終了後にライダー変更がある場合、代替ライダーは、元のライダ

   ーに分配されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 3. グランプリレース競技会において、各ライダーは、タイヤ本数と仕様が各競

   技会で下記の通り制限される： 

 

   A. MotoGP クラス 

   タイヤの本数、仕様および分配は、オフィシャルタイヤサプライヤーの協議

   の上、およびオーガナイザーとテクニカルディレクターの同意の上で決定さ

   れる。継続的な技術開発や状況の変化に起因して、タイヤ本数、仕様および

   分配は相互の合意によって随時変更してもよい。 

 

   相互の合意で変更された分配の基本は次の通りである： 

 

   全てのプラクティスセッション、ウォームアップおよびレース中のスリック

   タイヤ本数は最大２２21 本とされ、内訳は下記の通り： 

 

   フロントスリックタイヤ： 

   以下のいずれかの構成で合計 10 本： 

 

   スペック A（ハード） 最大７6 本 

   スペック B（ソフト） 最大７6 本 

   オプション仕様 最大 3 本* 

 

      * オプション仕様は、予想されるコースコンディションを考慮し、タイヤ

    サプライヤーによって決定される。オプションタイヤはタイヤサプライヤ

    ーが MotoGP セーフティーアドザイザー及びテクニカルディレクターと

    相談の上、配分を決定する。配分が決定された場合、最初に配分された未

    使用のタイヤに代わる。 

  

   ライダーが最終選択するフロントタイヤの仕様は、初日の公式プラクティス

   セッション終了２時間以内に、タイヤサプライヤーに通知されるものとする。

   プラクティススケジュールの変更により、この締切時刻に変更が出る場合に

   は、テクニカルディレクターが事前にチームへ通知する。 

   この締切時刻までに仕様選択の通知がない場合、割り当てられるタイヤはタ

   イヤサプライヤーによって、最大割り当て数を考慮し、決定される。 

 

   上記要領で定まった割り当ての内訳は最終決定であり。締切時刻を過ぎてか

   らの変更は認められない。タイヤ選択の締切時刻以降にライダーが変更され

   る場合、代替ライダーが使用できるタイヤは、元のライダーに割り当てられ

   たものに限定される。 
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   リアスリックタイヤ： 

   以下のいずれかの内訳で合計１２11 本： 

   

   スペック A（ハード） 最大７本 

   スペック B（ソフト） 最大７本 

   オプション仕様 最大５本* 

 

     * オプション仕様は、予想されるコースコンディションを考慮し、タイヤサ

    プライヤーによって決定される。オプションタイヤはタイヤサプライヤー

    が MotoGP セーフティーアドザイザー及びテクニカルディレクターと相

    談の上、配分を決定する。配分が決定された場合、最初に配分された未使

    用のタイヤに代わる。 

 

   ライダーが最終選択するリアタイヤの仕様は、初日の公式プラクティスセッ

   ション終了２時間以内に、タイヤサプライヤーに通知されるものとする。プ

   ラクティススケジュールの変更によりこの締切時刻に変更が出る場合には、

     テクニカルディレクターが事前にチームへ通知する。 

 

   この締切時刻までに仕様選択の通知がない場合、割り当てられるタイヤはタ

     イヤサプライヤーによって、最大割り当て数を考慮し、決定される。 

 

   上記要領で定まった割り当ての内訳は最終決定である。締切時刻を過ぎてか

     らの変更は認められない。 

 

   タイヤ選択の締切時刻以降にライダーが変更される場合、代替ライダーが使

     用できるタイヤは、元のライダーに割り当てられたものに限定される。 

 

   ウェット/レインタイヤ 

   プラクティスセッション、ウォームアップおよびレースでの標準配分はウェ

     ット/レインタイヤ１４１０本である。具体的には： 

 

   フロントウェット/レインタイヤ： 

   以下の仕様で 7 本とする。 

    

   スペック A 最大 6 本 

   スペック B 最大 3 本 

    

   リアウェット・レインタイヤ： 

   以下の仕様で 7 本とする。 

 

   スペック A 最大 6 本 

   スペック B 最大 3 本 
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   フリープラクティスセッションおよび少なくとも予戦（ウォームアップを除

     く）がレースディレクターによりウェットであると宣言された場合、もう一

     セットのウェット/レインタイヤがレースバックアップの追加用として加え

     られ、全てのライダーに供給される。 

 

   インターミディエイトタイヤ 

   以下の仕様で最大 6 本とする。 

 

   3 本の標準スペックフロントインターミディエイトタイヤ 

   3 本の標準スペックリアインターミディエイトタイヤ 

 

   オフィシャルタイヤサプライヤーがスリック、ウェット/レインまたはイン

     ターミディエイトの分類を決定する。何らかの議論のある場合、テクニカル

     ディレクターの決定が最終 のものとされる。 

 

 4. a) ライダーは、（事項 2.4.4.9.3 の記載の通り）彼／彼女に分配されたタイ 

    ヤのみの使用が認められる。 

 

    b)  タイヤは個々に識別されるため、チームメート間を含むライダー間の交

        換が禁止されている。また、テクニカルディレクターの許可がある場合 

        を除き（例：第 2.4.4.9.8 に該当する場合など）、配給後にタイヤサプラ

        イヤーによって交換されてはならない。 

   

    c)  タイヤの配給後に、タイヤサプライヤーが必要と判断する場合を除き、タ

        イヤの性能（タイヤウォーマーの使用は例外）に影響を及ぼすようなハ 

        ンドカット、その他の行為、処理などにより、タイヤを著しく変化させ 

        ることは一切認められない。そのような加工はタイヤサプライヤーのみ

        に許可されるものであり、その場合は全ライダーに対し平等に実施され

        る。 

 

 5. 分配された各タイヤは、そのタイヤ仕様がマーキングされ、固有のシリアル

     ナンバーを付した公式の識別ラベルが貼られなければならない。もし、ラベ

     ルの破損や損失があった場合は、タイヤ会社はタイヤの仕様について、テク

     ニカルディレクターに満足のいく説明をしなければならない。タイヤは、使

     用前後のいかなる時でも、規則に適合しているか検査を受ける場合がある。 

 

 6.  レースが中断された場合、ライダーは、レース再スタートの際にも最初に割

     り当てられ刻印されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 7.  稀なケースとして、（例えばタイヤフィッティングの段階で）タイヤが偶発

     的に破損し、テクニカルディレクターが使用不可と判断した場合、テクニカ

     ルディレクターの承認を受け、同仕様のタイヤへの交換が認められる。その

     場合、交換されたタイヤには刻印が施され、当該ライダーの割り当て本数に

     含むものとする。ダメージを受けたタイヤは割り当て分より除外され、再び

     割り当てられることはない。 
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   一旦使用された（すなわちピットレーンを出た）タイヤは、損傷や欠陥を理

     由に交換することを認められない。ただし以下の条件に該当する場合を除

     く： 

 

   a) タイヤサプライヤーが、タイヤの破損は製造工程上の欠陥やタイヤフィ

         ッティングの問題（すなわちチームのコントロール外）により生じたも

         のであり、衝撃、切断、摩 耗または事故など、その他の理由によるもの

         ではないということを、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   b)  タイヤサプライヤーが、破損の度合いが高く、タイヤの使用には安全上

         問題があると、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   c) レースの 3 分の 2 以上走っているとみなされているタイヤは、交換を

         考慮されることはない。走行距離についてはタイヤサプライヤーとの協

         議の上、テクニカルディレ クターによってのみ判断が下される。またチ

         ームはクレームを裏付けるためにラップチャートやロガーデータなど

         の情報の提出を求められることがある。 

  交換が許可されるかどうかという決定については、テクニカルディレク

     ターの判断が最終決定となる。 

  

   d) タイヤ交換が認められる場合、損傷したタイヤと同じスペックの中から、

    テクニカルディレクターおよび／またはその担当者が任意に選択したタ

    イヤが割り当てられる。 

  

 8.  競技会期間中、安全を損なうような異例の不測事態がタイヤサプライヤーに

   生じ、その供給を受けているライダーが安全にレースに臨むことができない

   場合、タイヤサプライヤーはテクニカルディレクターおよびレースディレク

   ションに対し、その問題を早急に報告しなければならない。 

 

   適切なタイヤの再割り当てはテクニカルディレクターの監視の下で行われ

   る。再度割り当てられるタイヤについては、全てのライダーに対して同じ仕

   様と本数となり、本数はタイヤサプライヤーとテクニカルディレクターの協

   議の上で決定される。 

 

 9.  テスト、MotoGP クラスの場合： 

 

   A.  レース後 1 日間行われる公式テストに関しては、各ライダーが使用でき

     るタイヤの本数と仕様は、1 回あたり以下の通り限定される: 

 

  全てのプラクティスセッション中、スリックタイヤは最大 8 本とし、そ

     の内訳は： 

 

  フロントスリックタイヤ： 

  2 種類のスペックからフロントタイヤ 4 本を選択、どちらか一方のスペ

     ックからは最大でタイヤ 3 本まで（すなわち 3+1、または 2+2、または 1+3）。
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  リアスリックタイヤ： 

  2 種類のスペックからリアタイヤ 4 本を選択、 

  どちらか一方のスペックからは最大でタイヤ 3 本まで（すなわち 3+1、

  または 2+2、または 1+3）。 

 

  全てのプラクティスセッション中、ウェット/レインタイヤは最大６4

  本とし、その内訳は： 

  

  フロントウェット/レインタイヤ 

  標準スペック 2 本とし、及び前戦 GP における割り当てタイヤ（使用済

  または未使用）1 本 

 

  リアウェット/レインタイヤ 

  標準スペック 2 本とし、及び前戦 GP における割り当てタイヤ（使用済

  または未使用）1 本 

  

  各ライダーはさらに、前の大会の分配で保持してあった 1 セットのスリ

  ックタイヤ（フロント 1 本＋リア 1 本）を使用することができる。こ 

  れらのタイヤは新しいもしくは使用済みのものである。（備考：使用済

  タイヤは前の競技会以降、ホイールが装着されたままの状態であるこ

  と）またチームは、次のテスト用に保持しておきたい タイヤがある場

  合には、どのタイヤのセット（フロント 1 本＋リア 1 本）であるかを 

  前のレースが終わる 2 時間以内にタイヤサプライヤーに通知しなけれ

  ばならない。 

 

   B.  2 日間（またはそれ以上）の全公式冬季テストおよびレース後に行わ 

  れる公式テストの期間中、各ライダーが１回のテストイベントで使用す

  るタイヤの本数と仕様は、 以下の通り限定される： 

 

  1日目の全プラクティスセッション中、スリックタイヤは最大8本とし、

  その内訳は： 

 

  フロントスリックタイヤ：  

  2 種類のスペックからフロントタイヤ 4 本を選択する、どちらか一方の

  スペックからは最大でタイヤ 3 本まで（すなわち 3+1、または 2+2、 

  または 1+3）。 

 

  リアスリックタイヤ： 

  2 種類のスペックからリアタイヤ 4 本を選択する、どちらか一方のスペ

  ックからは最大でタイヤ 3 本まで（すなわち 3+1、または 2+2、また 

  は 1+3）。 

 

  追加で実施される全プラクティスセッション中、スリックタイヤは最大

  6 本とし、その内訳は： 
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  フロントスリックタイヤ： 

  2 種類のスペックからフロントタイヤ 4 本を選択、どちらか一方のスペ

  ックからは最大でタイヤ 3 本まで（すなわち 3+1、または 2+2、または 1+3）。

  

  リアスリックタイヤ： 

  2 種類のスペックからリアタイヤ 4 本を選択、 

  どちらか一方のスペックからは最大でタイヤ 3 本まで（すなわち 3+1、

  または 2+2、または 1+3）。 

 

  毎日の全てのプラクティスセッション中、スリックタイヤは最大６本と

  し、その内訳は： 

   

  フロントスリックタイヤ： 

  2 つの標準スペックから３本とし、どのスペックも最大 2 本（すなわち

  2+1 または 1+2） 

   

  リアスリックタイヤ： 

  2 つの標準スペックから３本とし、どのスペックも最大 2 本（すなわち

  2+1 または 1+2） 

 

  テストが 2 日間（またはそれ以上）にわたるプラクティスセッション中、

  ウェット/レインタイヤ 1 日あたり最大 4 本、合計で最大 8 本まで、そ

  の内訳は： 

 

  フロントウェット/レインタイヤ：毎日標準スペック２4 本 

 

  リアウェット/レインタイヤ：毎日標準スペック２4 本 

 

   C.  レース後に行われる公式テストまたは冬季テスト全てにおいて、タイヤ

  サプライヤーは異なる仕様の追加のタイヤセットの割り当てを選択す

  ることがある。この追加割り当ては、タイヤサプライヤーが独自に決定

  する。 

 

  同一仕様の同じ本数のタイヤが、テストでファクトリーチームに、少な

  くとも全ての年間契約 MotoGP ライダーに割り当てられる。 

  

  新しいスペックタイヤが導入される際には、タイヤサプライヤーは全チ

  ームへ、少なくとも 2 か月前までに新しいスペックタイヤのテスト実施

  日の提案を通知しなければならない。 

 

2.4.4.10 ナンバーとバックグラウンド 

   1. レーシングナンバーは、中央の位置にマシンフェアリングの前部に装着

  しなければならない。リアやサイドはオプションとする。 

 

   2. 数字の縦寸法は、最低 140 ㎜でなければならない。 
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   3. ナンバーは読み取りやすく、シンプルなフォントで、バックグラウンド

  色に対し目立つ色彩で表記されること。 

 

   4. バックグラウンドは単色とし、番号の周囲に最低 25 ㎜の余白があるも

  のとする。 

 

   6. ナンバーの視認性に関する疑義がある場合には、テクニカルディレクタ

  ーの決定が最終のものとされる。 
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2.4.5 全般 

2.4.5.1 燃料およびオイル 

   1. 全てのモーターサイクルは、各レースクラスの FIM グランプリ仕様を遵

  守し、無鉛ガソリンを燃料としなければならない。 

 

   2.  無鉛ガソリンは下記の場合、FIM グランプリ仕様に合致しているものと

  みなされる： 

 

 (a)下記の特性を持っている場合： 

特性 単位 最低 最高 テスト方式 

          

RON   95.0 102.0 ISO 5164 

MON   85.0 90.0 ISO 5163 

酸素 % (m/m)  2.7 ISO 22854 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 

蒸気圧（DVPE) kPa  90 EN 13016-1 

鉛 mg/L  5.0 EN 237 

１５℃での密度 kg/m3 720.0 775.0 ASTM D 4052 

酸化安定度 分 360  ASTM D 525 

ゴム存在量 mg/100mL  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 mg/kg  10 ASTM D 5453 

窒素 % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 

銅腐食 比率  Class 1 ISO 2160 

蒸留度：      

70℃で % (v/v) 22.0 50.0 ISO 3405 

100℃で % (v/v) 46.0 71.0 ISO 3405 

150℃で % (v/v) 75.0  ISO 3405 

最終沸点 ℃  210.0 ISO 3405 

残留物 % (v/v)  2.0 ISO 3405 

オレフィン（*） % (v/v)  18.0 ISO 22854 

芳香物質（*） % (v/v)  35.0 ISO 22854 

ダイオレフィン総

量 
% m/m  1.0 

GCMS/HPLC 

GCMS/HPLC 

外観   
透明で 

明るい 
 視覚による検査 

 

 

   全てのテスト方式は正確なステートメントを含める。議論が生じた場

   合、テスト方法の精度に基づいた結果の解釈と論争を解決するための

   手順、ISO 4259 の記載事項を使用しなければならない。 
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  (b)  水素と炭素のみを含有の場合、5% m/m 未満の濃度において存在する 

  個々の炭化水素成分の合計は、燃料の少なくとも 30% m/m でなけれ 

  ばならない。 

 

  構成物に関する規定は、以下の測定方法に従うものとする。 

 

  A ＝１００－ B － C 

 

  つまり： 

 

  A とは 5%m/m 未満の濃度において存在する個々の炭化水素成分の合

  計（% m/m） 

 

  B とは燃料に含まれる酸化物濃度の合計（ % m/m ） 

 

  C とは 5% m/m 以上の濃度において存在する個々の炭化水素の合計

  （%m/m） 

 

  テスト方式はガスクロマトグラフィーによるものとする。 

 

   (c) 各炭素数のナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃度は、下記の 

  表に示される限度を超えてはならない。 

 

 

 

 

  

  二環および多環オレフィンは許可されない。外気酸素が不在の状態で発

  熱反応を起こす可能性のある物質が燃料に含まれていてはならない。 

 

    (d)  下記に記す酸化添加物のみ許可される: 

  メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコ

  ール、メチルターシャリーブチルエーテル、エチルターシャリーブチル

  エーテル、第三アミルメチ ルエーテル、ジ‐イソプロピルビニルエーテ

  ル、n-プロピルアルコール、第三プチルアルコール、n-プチルアルコー

  ル、第二プチルアルコール 

 

   (e)  マンガン（<1 ㎎/L）、鉛（<5mg/L）、鉄（<5mg/L）、およびニッケル

  （<5mg/L）添加物はいずれも、上記記載の限度を超えてはならない。 

 

   4. 燃料規制の実施 

    MotoGP クラスにおいて、大会に出場するライダーが、特定ブランドの燃

    料またはオイルの使用に関して契約や合意を交わしている場合、オーガナ

    イザーはその燃料またはオイルを当該サーキットへ自由に持ち込めるよ

    うにしなくてはならない。 

% m/m C4 C5 C6 C7 C8 C9+
ナフテン 0 5 10 10 10 10
オレフィン 5 20 20 15 10 10
芳香物質 1.2 35 35 30
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    最終的な議論は「FIM グランプリ罰則および最低規則」に基づいて解決さ

    れる。 

 

  5. 燃料およびオイルの承認 

  1． 選手権で使用される全ての燃料は、その燃料が使用されるレース 

    の前に承認を受けなければならない。参加チームにガソリンを供給

    する燃料会社は、使用の適合性を調べるために、10 ㍑（2×5L） 

    の燃料を、FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくてはなら 

    ない。燃料が仕様に適合した場合、テストレポート番号の付された

       証明書が発行される。そのテストレポート番号は、レース出場前に

       該当するチームに渡されなければならない。 

 

  2.  木曜日の車検時に、各チームは使用する燃料とオイルに関して証明

    書に記されたテストレポート番号を申し出る。この情報はグランプ

    リごとに、各モーターサイクルのテクニカルコントロールブックに

       記入される。 

 

    したがって、使用される燃料は、その燃料が使用されるレース直前

       の木曜日の午後までに承認されなければならない。 

 

  3.  グランプリサーキットで、プラクティス、ウォームアップ中、ま 

    たはレース後に燃料サンプルの提示が求められた場合、チームはグ

    ランプリテクニカルディレクターに、燃料およびオイルのテストレ

    ポート番号を申告しなければならない。誤った番号を申告したチー

    ムには、罰則が科される。 

 

  4.  各燃料会社および／またはオイル会社はバッチ分析および基本的

    フィンガープリントの確定に関する費用の支払いを研究所に対し

    て行う責任がある。 

 

 6. 燃料サンプル採取および検査 

  1. グランプリテクニカルディレクターは、燃料サンプル採取の実施お

    よび管理の責任者となるシニアテクニカル車検員 1 名を任命する。 

 

  2．通常、燃料検査の対象として選択されるマシンは、上位 3 位の中か

    ら選ばれ、車両検査のため「パークフェルメ」に誘導される。 

 

  3．他の完走者も燃料検査のために、ランダムに選ばれる場合がある。 

     選ばれたライダーのピットボックス入口に車検員が配置され、当該車

      両は直ちに車検員に引率されて車検場または「パークフェルメ」に移

   動しなければならない。 
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  4．検査される燃料は、ライダー名、チーム名および燃料の採取された 

      マシン名の記された「A」と「B」の 2 本のボトル容器に移し替えら 

    れる。ボトルはテクニカルディレクターおよび／または車検員によっ

   て閉じられ、封印され、ラベルを貼られる。 

 

  5．燃料サンプル用には新品のボトルのみが使用され、燃料を移すため 

      には新品の用具のみが使用される。 

 

  6．直ちに、燃料サンプル申告書に次のような記入が行われる。これは 

   シート例に明記されているように、すなわち当該ライダーおよびマシ

   ンの識別、採取実施日および場所を含むすべての必要な情報を記載す

   る。チームの担当責任者は、これら全ての情報が正しいということを

      確認した上で、申告書に署名する。 

 

  7．サンプル「A」は、燃料サンプル申告書の写しを添え、正式に指定 

   された検査機関に送付される。燃料サンプルは、ガスクロマトグラフ

    ィーにより公認のガソリンおよびオイルと比較検査される。必要に応

   じて、オクタン価向上剤や燃料促進剤が添加されていないことを確認

   するため、鉛、マンガン、鉄、ニッケル、窒素、および酸素を含め、

   何らかの成分の濃度測定がテクニカルディレクターの要請により行

   われることがある。 

 

   もし GC 曲線に見られる偏差が、FIM/Dorna によりチームの使用が 

   認められていた別の燃料と混ざってしまったことを示している場合、

   燃料サンプルが事項2.4.5.1.2に記載れているFIMグランプリ仕様の

   範囲内である限り、当該燃料サンプルは適合しているとみなされる。 

 

   サンプル「A」の分析費用は FIM/Dorna によって支払われる。 

 

  8．サンプル「B」は、抗議が生じた場合および／もしくは FIM の指定

      検査機関による再検査が必要とされる場合に備えた安全策として、 

      FIM 指定の保管所に引き渡される。サンプル「B」の分析費用は、当 

      該チームにより支払われるものとする。 

 

  9． 両サンプルは、許可された輸送業者により運搬されるものとする。 

 

  10．検査機関は、サンプルを受け取った後、可能な限り速やかに燃料 

    分析結果をグランプリテクニカルディレクターへ送付し、さらにそ

       の写しを FIM に送らなくてはならない。 

 

  11．分析結果が規則に合致していないことが判明した場合、テクニカ

       ルディレクターは分析結果の受理後できるだけ早く、FIM、グラン 

    プリレースディレクションおよびライダー／チーム代表者にその

       旨を通知しなければならない。 
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    検査機関によるサンプル「A」の分析結果の報告を受けてから 48 

    時間以内に、当該チームは FIM およびテクニカルディレクターに対

    して、サンプル B の二次的専門検査が必要か否かを通知しなければ

    ならない。 

 

    レースディレクションは、最終的な検査結果に基づき競技会会場で

    裁定を下す。その決定に対する抗議は、レースディレクションが裁

    定を下したグランプリ競技会に際し任命された FIM 審査委員会に

    よって審問される。 

 

    最終検査結果が出された後に開催されるグランプリがない場合、レ

    ースディレクションはできる限り迅速に裁定を下す。レースディレ

    クションの決定に対する抗議はその特定の目的のために指名され

       た FIM 審査委員会により審問される。 

 

  12．公式検査機関の燃料分析の責任者はテクニカルディレクターに対

       し、サンプル「B」の検査が行われる前に、サンプル「B」の識別 

       と封印の状態が正確であるということを確認しなければならない。 

 

  13．事項 2.4.5.1.6.7 に記載されているように、サンプルがガソリン 

       の承認仕様に適合しないおよび／またはオクタン価向上剤や燃料

    促進剤が添加されていると判明した場合、当該ライダーは自動的に

       選手権に失格したものとみなされる。 

 

    競技者の燃料サンプル分析結果（サンプル「A」もしくは「B」サ 

       ンプル）は、競技者に有利な方が考慮される。 

 

 7.  燃料温度 

   MotoGP レースにおいて、車両に搭載されている燃料は外気温よりも 15℃

   以上低くなってはならない。燃料を外気温以下に冷却する装置をマシンに取

   り付けることは禁止されている。 

   本規則の目的のために、MotoGP レースのスタート 1 時間前に、公式外気

   温が発表され、計時モニターに表示される。 

 

   チームには、レースのスタート 1 時間前に車検員が配置される。車検員は、

   燃料がマシンの燃料タンクに移される前に、全ての燃料の計測をすることを

   許可されている。 

 

   燃料が入れられる前に、全ての燃料貯蔵および燃料を移すための容器、マシ

   ン燃料タンクが公式の外気温よりも 15℃以上低くなっていてはならない。 

 

   マシンに燃料が移される直前に、公式に供給の認可された容器のみが燃料貯

   蔵に使用することができる。これらの容器や燃料は、レース前の１時間に車

   検員が検査できるよう常に用意しておかなければならない。 
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・ 容器は、シーズン初戦の前に車検にてテクニカルディレクターによ

って承認され、刻印をつけられなくてはならない。 

 

・ 各チームはライダー1 人につき最大で 2 つの公式に承認された燃料

容器を持つことが許される。 

 

・ 外断熱材以外に、容器の温度を制御するような器具を装着すること

は認められない。具体的には燃料温度を低下させることができるよ

うな装置を使用することはできない。 

 

   燃料が許容温度範囲内であることが確認された時点で、チームは燃料をマシ

   ンの燃料タンクに移すことができる。承認され、温度チェックを受けた容器

   からの燃料だけがマシンの燃料タンクに移送することができる。またチーム

   が補充燃料の追加、または変更の場合も含まれる。 

 

2.4.5.2 ライダーの安全装備 

 １．各契約ライダーは、各大会最低 2 セットの如何なる損傷も受けていない安全

   装備を準備して臨まなければならない。 

   準備しなければならない安全装備とは以下をいう。 

   ・ヘルメット 

   ・レザースーツ（ワンピース） 

    ・グラブ 

    ・ブーツ 

    ・バックプロテクター 

    ・チェストプロテクター 

 

   トラック上で活動する際は、常に装備を装着し、確実に留めていなければな

   らない。 

 

 ２．安全装備コントロール 

 a) シーズン第 1 戦の車検において、損傷を受けていない安全装備 1 セット（事

   項 2.4.5.2.1 参照）が提示され、下記について確認を受けなければならない。 

   ・ ヘルメット 事項 2.4.5.2.3.a に明記されている安全規格マーク 

   ・ レザースーツ、ブーツ、グローブ   

  各アイテムのモデル名は、事前にテクニカルディレクターに提出した自

  己保証に準拠したものと同じものでなければならない。 

     ・ バックプロテクター次の規格マークが貼付されていなければならない。 

  EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010  

     ・ チェストプロテクター テクニカルディレクターの判断による。 

 

 b) シーズン中、テクニカルディレクターは事項 2.4.5.2.3 に適合しているか確

   認のためにライダー装備の提出を要請する場合がある。提出された装備は、

   公式な指定試験機関に送られる。装備の提供及びテスト結果は下記のとおり

   とする。 

 ・ 装備マニュファクチャラ―は、複製品をテスト用に提供しなければならない。 
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・ 転倒等により損傷を受けた装備は損傷を受けていない部分でテストを行う。 

・ 基準値に満たずテストに不合格となったアイテムについては、当該アイテム

のマニュファクチャラ―は、彼らの経費で使用された装備の複製品を使用す

る更なるテストを要求する事が出来る。 

・ 初めのテスト及び追加のテストの双方で否定的な結果を得た場合、マニュフ

ァクチャラ―に夜自己保証は停止され、マニュファクチャラ―は問題部分を

修正し、証明しなければならない。 

・ 問題解決が出来ない場合、マニュファクチャラ―は不合格となった製品の供

給が認められない。 

 

 ３．ＦＩＭライダー装備の最低要件 

 a) ヘルメット及びバイザーの基準 

 ・ ヘルメットはフルフェースタイプでなければならず、以下の国際規格のどれ

   かに適合しいていなければならない。 

   － ヨーロッパ ECE 22-05 “P” 

   － 日本  JIS T8133:2007 (2019 年 12 月 31 日まで) 

    JIS T 8133:2015 

    ― 米国  SNELL M 2010(2019 年 12 月 31 日まで) 

    SNELL M 2015 

・ バイザーは、飛散防止材質のものでなければならない。 

・ ディスポ―ザブルバイザーの“ティアオフ”は認められる。 

 

 b) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バックプロテクターの認証資格 

   全てのライダーの安全装備は事項 2.4.5.2.3.c セクション i から vi に明記さ

   れている要件に合致していなければならない。以下の手順が適用される。 

・ デザイン毎のサンプルまたはモデルは、ＦＩＭ規格テーブル１の要件を満た

していなければならない。 

・ このデザインまたはモデルの各サンプルは、パーマネントマーキングによる

モデルコード同等のものでなければならない。 

・ テストに合格した個々のデザインまたはモデルは、マニュファクチャラ―に

よる自己証明ガ認められ、公式書類にＦＩＭ公認規格取得と明記する事が出

来る。 

・ この証明書コピーが MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルドリッ

ジ氏：danny@irta.org.uk ）及びＦＩＭ国際技術委員会コーディネーター（チ

ャールズ・ヘネカム氏）に送られる。この証明書コピーは当該製品購入者に

も提供されなければならない。 

・ レザースーツに限り、ライダーの為にマニュファクチャラ―はライダーレー

ススーツで―タフベースファイルに完全に記録されなければならない。 

・ このデータベースは MotoGP テクニカルディレクターにも提供され、ライダ

ーに提供されたり、提供を取りやめた時に最新の情報にしなければならない。 

・ テクニカルディレクター及びライダーもまたデータベースからレザースーツ

の情報を撤廃する権利を有する。 

 

 

 

mailto:danny@irta.org.uk
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 c) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バック及びチェストプロテクターの規格 

 i) レザースーツ 

 ・ テーブル１コラム１を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

   ない。 

・ 表面エリアの最大 50％までの耐摩擦伸縮素材の使用が認められるが、テーブ

ル１コラム１の要件を満たしていなければならない。 

・ 肩、ひじ、ひざ及びすねは En1621-1:2012 に適合するガ―ド（パッド）

が含まれても良い。 

 

 ii) グローブ 

・ テーブル１コラム３を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

・ 最低 50 ㎜にわたりレザースーツの手首迄を覆う長さがなければならない。 

・ 手にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不

可） 

・ 適切なこぶし（指関節部）プロテクションが施されていなければならない。 

 

 iii) ブーツ 

・ テーブル１コラム４を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

・ 表面エリアの最大 40％までの屈曲ゾーンが認められるが、テーブル１コラム

５の要件を満たしていなければならない。 

・ 最低 70 ㎜にわたりレザースーツを覆う長さがなければならない。 

・ 足にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不

可） 

 

 iv) バックプロテクター 

・ EN1621-2:2014またはEN1621-2:2010に適合していなければならな

い。 

・ 背部全般的または部分的なものでも良い。 

 

 v) チェストプロテクター 

 ・ 適切な素材及び長さのものでなければならない。 

・ チェストプロテクターの承認は、テクニカルディレクターの決定が最終のも

のとされる。 

 

 vi)  マーキング 

・ 装備マニュファクチャラ―が上記 i)から iv)及び下記テーブル１に適合する事

をテストし、証明した時点で、製品のモデルナンバーを付したパーマネント

マーキングを貼付することができる。 

・ レーススーツのマーキングは、独自のシリアルナンバーも追記される。 
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  テーブル１ 材質特性 

  １ ２ ３ ４ ５ 

テスト テスト方法 スーツ 

皮 革 及

び メ イ

ン素材 

スーツ 

伸縮エリ

ア 

グローブ 

手のひら 

及び 

手の甲 

ブーツ 

全 エ リ

ア 

ブーツ 

屈 曲 エ リ

ア 

引 き 裂

き 

ISO 3377-1

または 

EN338(N) 

＞50 ＞５０ ＞３０ ＞ １ ０

０ 

＞６０ 

摩擦 EN338 

（サイクル） 

＞ ６ ０

０ 

＞４００ ＞３００ ＞ ８ ０

０ 

＞５００ 

縫い目 EN13935-1 

（スーツ、ブ

ーツ） 

EN13594 

（グローブ） 

＞１２ ＞１２ ＞８ ＞１５ ＞１５ 

  

 ４．クラッシュ後のライダー装備チェック 

   クラッシュ後、テクニカルディレクターは、次のプラクティス、ウォームア

   ップまたはレースに出走する前に、ライダーの装備を確認するよう彼の自由

     裁量により要請する場合がある。 

 

   テクニカルディレクターまたは当該アイテム製造マニュファクチャラ―代

     表により、装備のアイテムが走行するためには損傷を受け過ぎていると判断

   した場合、ライダーは、コースに入り前に当該アイテムを交換するか修理し

   なければならない。 

 

   装備の状態、ライダーの保護具としての適切性に関してはテクニカルディレ

   クターが事前に当該アイテムのマニュファクチャラ―と協議し、最終判断を

   下す。 

 

 ５．ワイルドカードライダーの安全装備 

   ワイルドカードエントリーの場合、ヘルメット及びバイザーは必要要件を備

   えた規格のものを使用しなければならない。 

 

   公認モデルナンバーやシリアルナンバーの無いその他安全装備の使用につ

     いてはテクニカルディレクターの承認が必要とされる。 

 

2.4.5.3 車検の手順 

 1. 各サーキットには、車検用エリアが設置されるものとする。このエリアには、

   テクニカルディレクターの監視の下に車検長の監督によって、様々な検査の

   実施に向け適切な器具類が準備されること、すなわち： 

   ⅰ) マシンの音量測定機材 

 

   ⅱ) 較正用の分銅つき重量測定器 
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   ⅲ) エンジン排気量測定機材 

 

   ⅳ) その他の寸法や技術規則に明記された基準を測定するために必要な器

     材やゲージ類 

 

 2. 車検の手順は、規則に定められたスケジュールに従って実施される。車検員

   は、テクニカルディレクターの要望に応じ、マシンおよび装備品のチェック

   ができるよう、大会期間を通して待機していなければならない。 

 

 3. 車両の提示は、技術規則に適合しているとの絶対的な供述とみなされる。全

   ての技術規則および安全規則に車両が適合しているかの責任はチームにあ

   る。 

 

 4. 初回の車検時のライダーの出席は必須ではない。ただし、Moto2 および

   Moto3 クラス場合は例外で、ライダーが重量検査のためにヘルメットおよ

   び全ての防護装具を持参しなければならない。 

 5. マシンは、チームの名のもとに初回の車検で検査され、各マシンは、車両仕

   様および車検結果を記録する車検カードを用意する車検員によって登録さ

     れる。そしてそのチームのライダーはそのマシンを使用する権利を持つ。 

 

6. 初めの車検時に、車検員は重量（Moto3 および Moto2 クラスはライダーの

体重を加算）、音量を含め、車両の技術的詳細を検査、記録しなければならず、

テクニカルディレクターの要請により、規則の他の観点でも技術的に適合し

ているかを検査する場合もある。 

 

7. 各競技会において、最初のプラクティス前の車検終了時に車検員は、当該レ

ース用のチームライダーによって使用されるマシンの登録が済み、車検に合

格したことを示す小さなステッ カーを、マシンに貼付する。 

 

8. 車検長は、車検結果報告書を作成し、テクニカルディレクターを介し、大会

運営委員会に提出する。 

 

9. 車検員は、事故に関係した全てのマシンに対して再車検を行わなくてはなら

ない。また、必要に応じて、修復されたマシンに新しい車検合格ステッカー

を発行する。この再車検は通常、当該ライダーのピット内で行われる。チー

ムは、マシンのいかなる修理作業およびその使用が可能であるかに関して、

全責任を負うものとする。 

 

10. 車検員は、テクニカルディレクターの指示に従い、大会期間中またはレース

後にマシンが技術規則と適合しているかを再検査するため、および技術に関

する抗議が出された場合に車検 を監視できるよう、待機していなくてはなら

ない。 
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11. レース終了後、車検長は、上位 3 台のモーターサイクルとテクニカルディレ

クターが指定した 1 台のモーターサイクルが、抗議に対応するため６０分間

車検場に保管されるよう手配し なくてはならない。 

 

   モーターサイクルの音量および重量が測定され、また必要に応じて、テクニ

     カルディレクターの監視の下、テクニカルディレクターが要望するその他の

   技術規則に適合しているかチェックされる。 

 

12. テクニカルディレクターが必要とした場合、チームに対して当該パーツまた

はサンプルの提出をするよう要請することができる。 

 

2.4.5.4  音量検査 

 1. 音量検査は、検査されるモーターサイクルと壁またはその他の障害物の間に

   最低 10m の空間のある屋外で行われなければならない。またその場所は、

   周囲の音が最小限でなくてはならない。 

 

 2. 測定機器は検査実施前および定期的に誤差修正されなければならない。 

 

 3. 測定機器はエキゾーストパイプの先端から 50 ㎝後方、またパイプに対して

   45°の角度で上方または左右いずれかに設置されなければならない。 

 

 4. 常に適用される最大音量は： 

   MotoGP： 130dB/A 

 

   便宜上、検査は固定 RPM で実施されてもよい。 

 
1気筒 2気筒 3気筒 4気筒

MotoGP 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm
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2.5  Moto2 クラス 技術規則 

2.5.3  エンジン 

2.5.3.1  エンジンの説明 

 1 使用の認められるエンジンは 4 ストロークの原理で作動するものに限定され

   る。 

   

   各エンジンシリンダーの垂直切断面およびピストンの断面は、円形でなけれ

   ばならない。シリンダーおよびピストンの円形断面の直径の相違は、どこの

   2 点で測定しても 5％以下でなければならない。 

 

 2．エンジンは自然吸気でなければならない。 

 

 3．エンジンの排気量はシリンダーの行程容積によって定められる。 

     すなわち、シリンダーボア面積×ストローク×気筒数である。 

 

     排気量の許容誤差は認められない。 

 

     エンジン排気量は外気温のもとで測定されなければならない。 

 

2.5.3.2  Moto2 エンジン供給 

 1. 公式サプライヤーから供給されるエンジンのみの使用が認められる。チーム

   の公式サプライヤーとは、エンジン製造業者および／あるいはエンジンの組

   み立て、復元、メンテナンス、物流管理等を担うよう指定された企業を指す。 

 

 2. テクニカルディレクターと担当者により、刻印済みのエンジンがランダムに

   割り当てられ、各チームに提供される。 

 

 3. 封印を取り除くあるいは破ることは認められない。チームは、第 2.5.3.2.4

  に記載されているように、メンテナンスのために封印されていないカバーを取

  り外す場合を除き、エンジンを開封してはならない。特にカムカバー、シリン

  ダーヘッド、シリンダー、クランクケースを開封あるいは取り除くことは認め

  られない。 

 

 4. チームによるメンテナンスが許可される部品は、封印を解く必要がなく、選

  手権オーガナイザーにより特に許可された対象に限定される。これに該当する

  のは、以下に詳しく示されているような、冷却、燃料、電気系統のオイルや付

  属品、ならびにプレート、ハブ、制御系統などのクラッチ部品等の交換である。 

 

 5. 上記以外の、封印を取り除く必要のあるメンテナンスや修理は、オフィシャ

  ルサプライヤーが行う。定期的なメンテナンス、組み立て、およびエンジンの

  交換は、選手権オーガナイザーの裁量とし、決定されるスケジュールに従って

  実施される。 
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 6. メンテナンス、修理、または交換のため返却されるエンジンは、以下のもの

  を含め、選手権オーガナイザーの要求に即した場所に取り付けられた、供給当

  初の状態を維持しているものとする： 

 

- カバー、ホースとコネクターを含む冷却システム、配線とコネクターを

含む電気系統、 

  クラッチ 

 

 7. エンジンに故障またはダメージが生じた場合には、テクニカルディレクター

  により別のエンジンが割り当てられる。その割り当ては、MotoGP のプラクテ

  ィスセッション中やレースのサイティングラップピットレーンが開放される

  30 分以内は行うことはできない。 

 

 エンジンの定義、仕様、および改造 

  

 8 ⅰ）エンジンは、提供された状態で使用することが義務づけられ、本規則に

     明確に定められた方法、またはテクニカルディレクターの指示以外の改

     造は、認められない。改造をめぐる論議が発生した場合には、テクニカ

     ルディレクターが最終判断を下す。 

 

    ⅱ）エンジンのデザインとその仕様は、選手権オーガナイザーとの協議の上、

    オフィシャルサプライヤーにより決定される。エンジンのデザインとその

    仕様は、オフィシャルサプライヤーと選手権オーガナイザー双方の合意に

    基づき随時変更される場合がある。新たなテクノロジー（例：素材、シリ

    ンダーヘッドとバルブの構造、バルブの作動メカニズム、代替燃料など）

    は、コスト削減および長期的コスト管理という選手権シリーズの原理を満

    たしており、オフィシャルサプライヤーと選手権オーガナイザーが合意す

    ることを条件に推奨される。 

 

   ⅲ）オフィシャルサプライヤーは、信頼性と機能を向上させるために、各パ

    ーツの仕様を適宜変更する場合がある。 

 

    ⅳ）チームへ供給された全てのエンジンは、標準ダイナモ条件の下でオフィ

    シャルサプライヤーによって測定される際、その仕様とエンジン性能は、

    選手権オーガナイザーとオフィシャルサプライヤーで合意された許容範

    囲内で等しくしなければならない。 

 

    ⅴ）チームはエンジンの標準以下の性能を理由に交換を要求する場合がある： 

a) テクニカルディレクターが、標準以下の性能を引き起こしているエ

ンジントラブルに明確な証拠があると納得した場合、レースディレ

クションの承認と事項 2.5.3.2.7 に記載されているように、交換用

エンジンが発行される。 
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b) テクニカルディレクターが、エンジントラブルに明確な証拠がない

と判断した場合でも、チームはさらに交換用エンジンを要求するこ

とが可能である。 

 

      このような要求には、一つのエンジンにつき IRTA に支払われる補償金

     7,500 ユーロを添え、テクニカルディレクターに書面で行う必要がある。 

 

      エンジンはレースディレクションの承認によって交換される場合があ

  る。その際、オリジナルのエンジンは、標準的な条件の下で検査される

  ためオフィシャルサプライヤーに返却される。またダイナモレポートが

  テクニカルディレクターに送付される。 

 

  エンジンが、指定された性能パラメータの範囲内で使用に適合すると認

  められた場合、同じエンジンをその後のレースでチームに戻すことがで

  きる。その際、チームの補償金は没収される。 

 

  エンジンが、指定された性能パラメータの範囲外で使用に適さないと認

  められた場合、補償金は全額チームへ戻される。 

 

         チームまたはライダーが根拠のないエンジン交換のためにデポジット

  を没収された場合、当該チームとライダー（代替ライダーも含まれる）

  による同シーズン中の後続の各クレームには追加の補償金として

  2,500 ユーロを申し付けられる。 

 

    ⅵ）コンプリートエンジン（本規則書では「エンジン」と称す）とは、供給 

  されるエンジンケース、カバー、およびオフィシャルサプライヤーの供

  給する以下の外部パーツを 含む、全ての内容物と定義される： 

 

a) エアボックス、エアフィルター、燃料ポンプとレギュレーター、ス

ロットルボディー、吸気マニホールド、エアインテークファンネル、

フュエルインジェクター（一次と二次）、燃料供給用パイプとブリザ

ーを含む燃料システム 

 

b) ジェネレーター、イグニションコイル、ECU（エンジン電子制御ユ

ニット）を含む電気系統 

 

c) オイルフィルター、オイルクーラー、油圧スイッチを含む潤滑シス

テム 

   （またはテクニカルディレクターによって承認された油圧センサー） 

  

   9. 確実な信頼性と性能を発揮するために、オフィシャルサプライヤーはエ

         ンジンに一切の変更を加えないことを推奨する。ただし、チームが自ら

  のリスクを負う限り、以下 の部分を交換および／または改造すること

  は認められる： 
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a) 冷却水のホースとその付属品は、個々のラジエーターのデザインに

合わせて変更することができる。インレット／アウトレットパイプ

を変更する場合は、その内径は オリジナルのものと同じであるこ

と。 

 

b) 燃料ポンプとプライマリーインジェクターを結ぶ燃料供給パイプは

長さの調節および／またはコネクターインラインに合わせるために

変更することができる。 

 

   10. 以下の外部パーツは、故障や損傷に起因して元の部品と交換する場合 

  （テクニカルディレクターの承認を要する）を除き、交換、除去、また

   は改造を認められない： 

 

  a) ウォーターポンプ 

  b) オイルクーラー（熱交換器） 

  c) オイルフィルター 

  d) 油圧センサー 

  e) ギアボックス出力スピードセンサー 

  f) 水温センサー 

  g) エンジンの一部として供給される電気カーブルとコネクター 一式 

 

   冷却システム 

   11. 冷却装置の設計と構造は自由であるが、エンジンがオフィシャルサプラ

  イヤーの定める動作パラメーター（付録の表 2 を参照）を確実に満たす

  よう、事項 2.5.3.2.9、事項 2.5.3.2.10、および事項 2.5.3.2.15 に合

  致していなければならない。 

 

   12. 標準のエンジンオイルクーラーは必須であり、追加のオイルクーラーは

  許可されていない。 

 

   エンジンの使用 

   13. エンジンは、選手権オーガナイザーの定める Moto2 の公式競技会での

  み、その使用が認められる。Moto2 競技会は公式テストおよびグラン 

  プリレース競技会も含まれ る。 

   

   14. 選手権オーガナイザーにより、特定の競技会および／またはメンテナン

  ス期間（事項 2.5.3.2.5）の終了時に、エンジンの返却が義務付けられ 

  る場合がある。これは選手 権オーガナイザー独自の判断によるもので

  あり、チームはこのような要求に従わなければならない。 

 

   15. エンジンは常にオフィシャルサプライヤーの定める動作性能を遵守し

  て使用されるものとし、故意に誤用してはならない。付録の表 2 を参照

  のこと。 
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2.5.3.5  電子機器 

 2. タイヤの温度／圧力センサーの使用は全クラスにおいて許可されている。 

 

  Moto2 イグニッションと電子機器 

  11. オフィシャルサプライヤーによって供給されるイグニッション／燃料噴

    射電子制御装置（ECU）に限り使用が許可される。 

 

    Moto2 クラスキットの一部として供給される標準ソフトウェア「設定ツ 

    ール」で許可されている通常のチューニングの調整を除いて、オフシャル

    サプライヤーにより提供される ECU のハードウェア、ソフトウェアのい

    ずれにも修正を加えることは一切認められない。ECU からアクチュエー

    ターに送るシグナルを変更するために追加のディバイスもしくはモジュ

    ールの使用は禁止されている。インジェクター、バイパスシステムおよび

    イグニッションはオリジナルおよび変更されていない ECU シグナルによ

    って独占的に操作されていなければならない。事項 2.5.3.9.8 に明記され

    ているイグニッションコイルに直接接続されるクイックシフターは除く。 

  

  12. ECU はエンジンの一部と位置づけられる（第 2.5.3.2.8.ⅵ）b)参照のこ

    と）。ECU ユニットは Moto2 公式競技会に際し現地でチームに支給され、

    同期間中または終了後に点検および／または再支給等のため返却が要請

    される場合がある。 

 

  13. テクニカルディレクターは、保存されている全ての情報へのアクセスを含

    め、いつでも全ての ECU のハードウェアとソフトウェアを検査すること

    ができる。テクニカルディレクターは、いずれのマシンに搭載された ECU

    についても、同一タイプの別の標準装置との交換をチームに要求すること

    ができる。 

 

  14. ワイヤリングハーネスの設計および構造は、マシンの設計ニーズに対応し

    自由であるが、公式サプライヤーの配線図に準拠していることが条件とな

    る。ハーネスに接続できるのは標準 ECU,データロガーおよび接合部に限

    られ、事項 2.5.3.2.8 および事項 2.5.3.2.10 に示すコンポーネントの接

    続は義務とする。 

   

  データロガー 

  15. Moto2 公式レースおよびテストに使用が認められるのは、選手権オーガ 

       ナイザーによって承認された標準の Moto2 データロガーシステム（ハー

    ドウェア、センサーおよびフィルムウェアを含む）に限られる。PC ソフ

    トウェアは規制の対象とされない。 

 

    外部コンピューター上のデータダウンロードおよびソフトウェアの分析

    は制御されていない。 
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  16. テクニカルディレクターは、データの読み取りおよびダウンロードを含め、

   データロガーシステム点検やアクセスを随時行うことができる。エンジンの

   性能データを例外として、チームのデータは秘密情報として扱われる。テク

   ニカルディレクターは、随時データロガーを同一仕様の別の標準装置に交換

   するよう、チームへ要求する場合がある。 

 

  17. Moto2 データロガーは、スタンダードセンサーパッケージと共に供給さ

   れる。公式データロガーサプライヤーから通知され、テクニカルディレクタ

   ーによって承認されたファームウェアーおよびセンサーは最新仕様である

   必要がある。 

 

   オプションのセンサーに対応できる追加のロガーチャンネルの使用は可能

     である。これ以外のセンサーを Moto2 の公式競技会でマシンに搭載するこ 

   とは認められない。また、標準センサーはテクニカルディレクターの明示承

   認を得てのみ代替で置換されること が可能である。付録の表 1 及び FIM

   ウェブサイト （http://www.fim-live.com/en/library/）公認データロガー

   及びセンサー最新リスト参照のこと。 

 

   下記の事項 2.5.4.9.1)に注意。リアスリックタイヤ圧を記録することは義務

   である。 

 

2.5.3.6  燃料系統 

  Moto2 クラスの燃料系統 

  6. オフィシャルサプライヤーの供給する燃料系統（第 2.5.3.2.8.ⅵ）a)に定

    める通り）の使用は必須であり、同サプライヤーにより支給されたスタン

    ダードの状態のまま維持されなければならない。本規則に明確に記載され

    た方法以外の改造は一切認められない。テクニカルディレクターは随時、

    チームに対して、燃料系統のどのパーツについても、別のスタンダードパ

    ーツとの交換を要求することができる。 

 

  7. 燃料ポンプ：標準燃料ポンプの燃料タンクゲージアセンブリ（すなわちフ

    ロート、アームおよびサポートブラケット）を除去することができる。 

 

  8. 燃料タンクデザイン及び構造は、FIM グランプリ規則事項 2.5.4.5 を満た

    す限り自由である。容量の制限はない。 

 

  9. 燃料供給ホース：燃料供給ホースの付属品は、供給時の標準状態のままに

    しておく必要がある。ただし、燃料ラインにクイックコネクター（「ドラ

    イ-ブレイク」など）を装着することは認められる。 

 

  10. エアボックス：オフィシャルサプライヤーの供給する標準エアボックス

    （エアーフィルターと 2 次インジェクターを含む）の使用のみが認められ

     る。標準エアボックスの改造、変更または付加は、下記事項 2.5.3.6.11

     の記載事項を除き、認められない。 

 

http://www.fim-live.com/en/library/
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  11. 適正な性能を確実にするため、オフィシャルサプライヤーにはエアボッ

        クスにいかなる修正を加えることも推奨されない。ただし、チーム自ら

        がリスクを負うということを前提に、以下の変更は許可される： 

 

a) 個々のシャーシデザインに合わせて、エアーフィルター前部の吸気口は

変更可能である。 

 

b) 共鳴チャンバーおよびエアボックスの（蓋）上部は、フィルター後方の

エアボックスの全体積を当初の値から増やさない限り、交換または修正

することができる。付録の表４を参照。 

 

  上記のように修正されたカバーを装着する場合、元からあった気温セン

  サーを、カバー上の本来の位置に相当する場所に、取り付けなければな

  らない。取り付け位置は、 元の位置より水平方向に 2 次インジェクタ

  ーへ近づけてはならない。付録表 5 参照。 

 

c) キャッチタンクは、カムカバーとエアボックスの間のエンジンブリザー

へ取り付けることができる。キャッチタンクは、エンジンの液体を収集

する目的だけのためであり、他の機能（例えば、圧力の変更など）のた

めの使用は許可されない。また、ブリザー接続は、エアカバー、キャッ

チタンクおよびエアボックス間で直接であってよい。キャッチタンクと

接続は、いかなる場合でも検査のために見える位置になければならない

（つまり、シャーシまたは他の部分に組み込まれていないこと）。 

 

 １２ スロットルコントロールバルブは、ライダーによってのみ操作される機械

       的なにコントロールでなければならない。（例：ツインストグリップ及び

       ケーブル）ライダーのインプット及びスロットルバルブ間を中断するいか

       なるものも禁止され、影響を及ぼすかまたはスロットルバルブの作動をコ

     ントロールするためにスロットルケーブルシステム またはスタンダ

       ードのスロットルボディーへの如何なるデバイスも加えてはならない。 

 

2.5.3.7  エキゾースト 

  1. エキゾーストの排出口は、リアタイヤの端に沿って直線に引かれた線より

       後ろに突出してはならない。 

 

  2. 安全上の理由から、エキゾーストパイプの露出した端部は鋭利な面とせず

       丸みをつけなければならない。 

 

  3. 可変長式エキゾーストシステムの使用は認められない 

 

  4. 排気ガス再循環（EGR）システムの使用は認められない。 
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  Moto2 クラスエキゾースト： 

 

 6. Moto2 クラスのエキゾーストシステムのデザインと構造は自由とするが、

     FIM グランプリ規則に準拠し、かつ、エンジンサプライヤーの指定するレイ

    アウト（すなわち 4 から 2 そして２から 1）を遵守していなければならない。

    エンジンサプライヤーからの推奨する寸法がある。付録の図６参照。 

 

 7. リニアエアフューエルセンサー（LAF、または Lambda）はエキゾースト

   末尾の 2-1 分岐部の 120 ㎜後ろに、20 ㎜の許容誤差をもって位置する（2-1

   分岐部分から最低 100 ㎜、最大 140 ㎜後方）。付録の図 6 を参照。 

 

2.5.3.8  制御システム 

 1. 油圧および／または空気圧動力システムは、MotoGP クラスにおけるシリン

    ダーの吸気口／排気バルブスプリングを除き、いずれも使用を認められない。

    モーターサイクルに搭載された油圧系統は、いずれもライダーの手動操作に

    よってのみ作動すること： 

 

     ・ ブレーキ／クラッチ用のマスター／スレーブシリンダーなどの手／足によ

       る一般的な油圧制御は許可される。 

 

     ・ 空気圧エンジン弁閉鎖システムは MotpGP クラスのみで許可される。 

 

     ・ エンジンの潤滑／冷却用のオイル／水ポンプは使用を認められる。 

 

     ・ 潤滑、冷却以外の目的（油圧制御システムなど）でのエンジン潤滑オイル

       の使用は許可されない。 

 

 2. 油圧式および／または電気／電子システムによって駆動される可変バルブ

   タイミングと可変バルブリフトシステムの使用は認められない。 

 

2.5.3.9  トランスミッション 

 1. 最大ギア比は最大６速とする。 

 

 2. ツインクラッチトランスミッションシステム（DSG）の使用は認められない。 

 

 3. 無段変速機（CVT）の使用は認められない。 

 

 4. 自動変速装置は不可とされる。クイックシフターの補助機能が付いたマニュ

  アルトランスミッションの使用は認められる。 

  

 Moto2 クラス クラッチとトランスミッション 

 6. 競技用スリッパークラッチ（バックトルクリミッター）とクラッチカバーが

   各ライダーに供給される。このクラッチとカバーのみが使用でき、改造は一

   切認められない。その使用は、Moto2 クラス全公式競技会で必須である。 
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 7. クラッチのパーツ全般の装着、調整、および管理は、チームの責任において

   行われるものとする。メンテナンス、修理、または交換のために返却される

   エンジンについては、レーシングクラッチが取り外され、チームはその後供

   給されるエンジンで使用できるようクラッチを各自で管理しなければなら

   ない。 

  

 8. クイックシフターギアチェンジシステムの使用は、必要な仕様（テクニカル

   ディレクターから入手できる Moto2 コンストラクターインフォメーション

   ノートに記載されているように）に適合していることを確認するため、テク

   ニカルディレクターの承認を得なければならない。 

 

   全てのクイックシフターシステムは、下記仕様に準拠していなければならな

   い。 

   ・ 唯一認められているエレクトリカルコネクターは、Standard Deutsch 

     AS 6 07-35 PB コネクターであり、以下のピンレイアウトとなって 

     いる。 

１． VEXT（バイクから直接シフター及びコイルに供給する） 

２． アース 

３． 積載シグナル出力 

４． RPM スプロケット 

５． RPM（ECU もしくはクランクシャフトセンサーから） 

６． V コイル（イグニッションコイルへの電力供給源） 

 

   ・ 全てのシグナルは、スタンダードのコイルボルテージへの変更しないこ

         とを含み、改造や割り込ませたりすることなく直接接続されなければ

         ならない。 

 

2.5.3.10 素材 

  備考：ここでの「X 系合金」や「X の材料」は要素 X(例えば鉄、鉄または鉄系

   合金)は％w/w のもとに、合金の中でも最もすぐれた要素でなければならない

   ことを意味する。 

 

1. フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアームスピンドル、

ホイールスピンドルの構造にチタンを使用することは禁止される。ホイー

ルスピンドルについては軽合金の使用も禁止されている。 

 

2. クランクシャフトとカムシャフトの基本構造は鉄材料、スチールまたは鋳

鉄製のものでなければばらない。クランクシャフトに異なる材料を組み込

むことはバランスを保つことを目的とした上で使用を許可される。 

 

3. ピストン、シリンダーヘッドおよびシリンダーブロックについてはカーボ

ンまたはアラミドファイバーを強化素材として用いた複合構造であっては

ならない。 
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4. ブレーキキャリパーには弾力係数 80Gpa 以下のアルミニウム素材を使用

しなければならない。 

 

5. 車両およびエンジンのいかなる部分にも弾力係数 50Gpa/(g/cm3)以上

の金属素材を使用してはならない。 

 

6. MMC（金属マトリックス複合材料）と FRM（繊維強化金属）の使用は禁

止される。 

 

2.5.4  車体 

2.5.4.1  重量 

  1. 以下が許容される最低重量とする： 

 

    Moto2 モーターサイクル ＋ ライダー：   215 ㎏ 

 

  2. 最低車両重量を満たすためにバラストの追加が認められる。 

 

  3. 車両重量は初回の車検にて検査される。しかしメインの重量検査は、プラ

       クティスセッションあるいはレース終了後に実施される。モーターサイク

       ルの重量は、競技出場時の状態、すなわち燃料タンクを搭載した状態でノ

       ーマルレベルのオイルと水に加え、計時用トランスポンダー、カメラ機材、

       電子データログ機材等の追加装備品を搭載した状態で計測される。 

 

    Moto2 クラスの重量検査においては、防護用衣服を完全に着用している

       ライダーとモーターサイクルの合計が重量となる。プラクティス中にラン

       ダムウェイトコントロールが指定計測エリアにおいて行われてもよい。 

 

2.5.4.2  安全性と構造基準 

  注：図 1，2，3 も参照のこと。 

 

1. シャーシの設計と構造 

   シャーシはプロトタイプのものであるとし、FIM グランプリ技術規則の定め

     る範囲内で、その設計や構造は自由とする。プロトタイプ以外の車両（つま

     り一般公道用として製作されるシリーズプロダクションなど）のメインフレ

     ーム、スイングアーム、燃料タンク、シートおよびフェアリング／ボディー

     ワークの使用は認められない。 

 

 2. スロットルツイストグリップ 

   スロットルツイストグリップは、手を離したときに自動的に閉じるものでな

    ければならない。 
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 3. ステアリング 

   a) ハンドルバーの幅は最低 450 ㎜とし、先端はソリッド（中空ではない）

         またはゴムで覆われたものとする。ハンドルバーの幅とは、ハンドルバ

  ーグリップまたはスロットルツイストグリップの外側の間隔を測定さ

  れたものとする。 

 

    b)  ステアリングは中心線の両側に最低 15°にわたって可動しなければな

  らない。 

 

    c)  ステアリングロックした状態で、ハンドルバーと燃料タンクフレームお

  よび／または車体の間に、最低 30 ㎜のクリアランスを確保するために、

  ストップを設置しなければならない。 

 

 4. フットレスト 

    フットレストの先端は丸みがあり、中空でない、最低半径 8 ㎜の球状でなけ 

    ればならない。 

 

 5. ハンドルバーレバー 

   レバーの長さは回転軸から測定して 200 ㎜以上あってはならない。 

 

 6. クリアランス 

    a) マシンは荷重のかからない状態で、タイヤ以外が路面に接しないまま垂

        直状態から 50°の角度で傾けることが可能でなければならない。 

 

    b) サスペンションおよびリアホイールアジャストメントのポジションにか

        かわらず、タイヤの円周に沿って常に最低 15 ㎜のクリアランスがなく

        てはならない。 

 

 ７．ブリザーパイプ 

   エンジンまたはギヤボックスからのブリザーパイプは、エアボックスおよび

     ／もしくは適切な容器に排出しなければならない。 

 

 8. チェーンガード 

   チェーンガードは、リアホイールのドライブスプロケットとロワードライブ

     チェーンの溝の間に挟まれないように取り付けられていなければならない。 

 

 9.  エンジンカバー 

   側面のエンジンカバーにはオイルが含まれており、衝突時に地面と接触する

     可能性があるので複合材料、例えばナイロンやカーボンまたはケブラー®で

     作られたセカンドカバーで保護しなければならない。アルミニウムまたはス

     チールからできているプレートおよび／またはバーも許可されている。これ

     らすべてのデバイスは、突然の衝撃や摩耗に対して耐性があるよう設計され

     なければならず、適切かつ確実に固定しなければならない。 

 

   そのような保護は Moto2 クラスで義務とされる。 
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 10. タイミングトランスポンダー 

    a) 全てのマシンには、エントリークラスに対して正しいタイプの計時トラン

       スポンダーを正しい位置に取り付けられていなければならない。トランス

       ポンダーはオフシャルタイムキーパーにより承認または供給されたもの

       でなければならず、計時の助言およびテクニカルディレクターが承認した

       位置に取り付けなければならない。 

 

  b) トランスポンダーは、マシンがピットまたはトラック上にあろうとも、ラ

    イダーが エンジンを切ったとしても常に電源が供給されるものでなけ

    ればならない。 

 

  c) X2 トランスポンダーが能を最大限に発揮し十分な冷却を得るためにモー

    ターサイクルの前部ラヂエターの下、モーターサイクルの後方に 10cm 以

    内の誤差内で取り付けられていなければならない。フェアリングは、トラ

    ンスポンダーの下に下記寸法を持つケブラーウィンドーがなければなら

    ない。 

   

  - トランスポンダー本体より前部に 6cm、後部に 6cm、また両側 

   に 3cm をカバーしていなければならない。トランスポンダー及びケ 

   ブラーウィンドーは、メタリックテープまたはその他トランスポンダ

   ー機能を妨げる材質のもので覆われてはならない。 

 

    d) トランスポンダーは、ワイヤリング、電源、データーやシグナルの入力／

    出力を含め、オーガナイザーから要求通り完全に機能する必要がある。シ

    グナルがマシンに表示される必要がある場合には、テクニカルディレクタ

    ーの承認によって表示装置（例えばダッシュボード）が適合され、完全に

    機能されなければならない。現在のシグナル表示リストについては付録の

    表 7 を参照のこと。 

  

 11. オンボードカメラ 

    オーガナイザーが車載カメラの搭載を、第1.21.13に記載されている通り、

      チームに要請した場合には、カメラとその付属機器は全てのプラクティス

   セッションおよびレース中、またはオーガナイザーの要請通りに、搭載され

   ていなければならない。 

 

   カメラと付属機器は遅くとも大会のプラクティス初日の前日午前 10 時まで

   に搭載を指定されたチームに供給される。 

 

    チームは、カメラ装着の供給を委託された業者が搭載作業を行いやすいよう

    妥当な範囲で関係者を受け入れ協力しなければならない。 

 

   車載カメラ装置は取付説明書に従ってオーガナイザーが指定したマシンの

   場所に装着しなければならない。このような装着の詳細については前のシー

   ズンの 7 月までにメーカーやチームに伝達される。 
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 12. セーフティーライト 

   全てのモーターサイクルには、レースディレクションの宣言で雨または視界

     が悪いコンディションになったときのために、赤色ライト機能をマシンの後

     部に取り付けなければならない。チームは、レインタイヤが装着されている

     ときはいつでもライトがオンになっていることを確認する必要がある。 

 

   ライトは以下を遵守しなければならない： 

a) ライトの向きはマシンの中心線（マシン走行方向）と平行、かつ後方か

ら少なく ともマシン中心線の左右両側に 15°の角度にはっきりと見え

なければならない。 

 

b) ほぼマシンの中心線上のシート／後部車体、テクニカルディレクターが

承認した位置に取り付けられる。取付位置や視界をめぐる問題が発生し

た際には、テクニカルディレクターが最終判断を下す。 

 

c) 電源出力／同等光度：10－15W（白熱灯）、0.6－1.8W（LED） 

 

d) マシンに座った時にライダーによってスイッチをオンとオフに切り替え

可能。 

 

e) セーフティーライト用電源はマシンのメインワイヤリングや電池から分

離される。 

 

2.5.4.3  ブレーキ 

 1. モーターサイクルには各ホイールに最低１つ、独立操作のできるブレーキが

     装備されていなくてはならない。 

 

2. Moto2 クラスでは、鉄材料のブレーキディスクのみが許可されている。 

  

3. 全クラスにおいてブレーキディスクのセラミック複合素材の割合は質量の

２％を超えてはならない。 

 

   セラミック素材とは、無機、非金属個体と定義されている。 

   （例：Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4） 

  

4. 誤って別のマシンと衝突した際に作動するハンドルブレーキレバーを保護す

るために、マシンは、ブレーキレバーのプロテクションを装着する必要があ

る。許容されるプロテクション には、正面から見てブレーキレバーをカバー

するために十分に拡張されたフェアリングが含まれている。 

 

   このようなデバイスは効果的に機能するために十分な強度を持っていなけ

    ればならない。また負傷またはそれに引っかかるなどライダーのリスクにな

    らないよう設計されなければならない。またそれは（テクニカルディレクタ

    ーの判断で）危険なフィッティングとみなされないような装着が必要である。 
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   ブレーキレバープロテクションがブレーキシステムの一部（例：ブレーキマ

     スターシリンダー）に接触している場合、適切なブレーキ操作を妨げている

     旨を、ブレーキシステムメーカーはテクニカルディレクターに対して書面で

     正式に申し出る必要がある。 

 

5. アンチロックブレーキシステム（ABS）の使用は許可されていない。ブレー

キングはライダーの手動操作によってのみ作動、コントロールする必要があ

る。ブレーキシステムのマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

従来の油圧制御は許可される。（事項 2.5.3.8 制御システム 参照）しかし

電子的または機械的なシステムによるブレーキ圧の増加や制御は不可である。

ライダーの直接的マニュアル操作は許される。具体的には、ライダーがブレ

ーキを適用する際にロックする車輪を防ぐよう設計されたブレーキシステム

は禁止されている。 

 

2.5.4.4  サスペンションおよびダンパー 

 1. 電気／電子制御式サスペンション、車高、ステアリングダンパーシステムの

     使用は認められない。サスペンションおよびステアリングダンパーシステム

     の調整は、人による手動操作と機械的／油圧式の調節装置により行われるも

     のとする。 

 

2.5.4.5  燃料タンク 

 1. 燃料キャップは漏れ防止ができ、確実な封鎖機能を備えていなければならな

     い。 

 

 2. 燃料タンクブリーザーパイプには逆止弁を装着されていなければならない。

     燃料タンクブリザーパイプは、マシン 1 台に 1 つの最小容量 200 ㏄の適切

     な容器に排出しなければならない。 

 

 3. 全ての構造形式の燃料タンクには、難燃性素材が充填されているか、もしく

     は燃料セルブラダーで内部を覆われているものとする。 

 

   全てのクラスにおいて、非金属の複合素材製（カーボンファイバー、アラミ

     ドファイバー、グラスファイバー等）でできている燃料タンクは燃料セルブ

      ラダーを備えているか、もしくは FIM 燃料タンク公認基準に明記されてい

     る、燃料タンク素材検査に合格した素材のものでなければならない。 

 

   燃料セルブラダーを持たない複合素材製の燃料タンクの場合、FIM 燃料タン

     ク基準に合致している証明ラベルを貼付しなければならない。このラベルに

     は、燃料タンク製造会社名、タンク製造年月日、および検査機関名が明記さ

     れていること。 

 

   各マニュファクチャラーは FIM/CCR 事務局宛てに、合格した燃料タンクの

     形式と燃料タンクラベルの写しを送付しなければならない。 

 

   燃料タンク検査基準および基準に関する詳細は FIM より入手可能である。 
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   ( http://www.fim-live.com/en/library ) 

 

   燃料セルブラダーは、FIM/FCB-2005 に適合するかまたはそれ以上のもの

     でなければならない。上記基準の詳細は FIM より入手可能である。 

 

 4. 燃料タンクが車体にボルトで固定されている場合を除き、燃料タンクからエ

     ンジン／インジェクターシステムへの全ての燃料ラインは、セルフシーリン

     グ分離バルブを備える必要がある。このバルブは、燃料ラインのある部分が

     破損したり、燃料タンクに取り付けたり、引っ張り出したりした場合に必要

     積載量の 50％以下に分離される。 

 

6. 給油は非加圧された容器からのみ行うことができ、モーターサイクル燃料タ

ンクはいかなるときでも大気圧以上に人為的に加圧されてはならない。エア

ボックスおよび燃料タンク内の 圧力を均等化するためにエアボックスを介

して大気に燃料タンクを通気させることは許可される。 

  

2.5.4.7  ボディーワーク 

 1. ウィンドスクリーンエッジ、また、その他すべてのフェアリングの露出した

     部分のエッジは丸みをつけられていなければならない。 

 

 2. ボディーワークの最大幅は、600 ㎜を超えてはならない。シートまたはその

     後方にある全ての物の幅は、450 ㎜を超えてはならない。（エキゾーストパ

     イプは例外とする） 

 

 3. ボディーワークは、フロントタイヤの前端から垂直に引かれた線とリアタイ

     ヤの後端から垂直に引かれた線からはみ出してはならない。この測定は、サ

     スペンションが完全に伸びた状態で測定される。 

 

 4. 横から見た場合、下記が見えていなければならない： 

 

  a). 最低 180°にわたるリヤホイールリム 

 

  b). マッドガード、フォーク、ブレーキパーツまたは着脱式のエアーイ

            ンテークに覆われた部分を除く、フロントホイールリム全体 

 

  c). 上腕を除き、ノーマルポジションに座ったライダー 

 

  注：上記の規則を回避するために、透明の材質を使用することは禁止さ

  れる。上記の規則に関して、ブレーキパーツまたはホイール用のカバー

  は、ホイールリムの視界を遮るボディーワークとは見なされない。 

 

 5. モーターサイクルのいかなる部分も、リアタイヤの後端から垂直に引かれた

     線より後方に突出してはならない。 

 

 

http://www.fim-live.com/en/library
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 6. シートユニットとライダーの着座位置の後方に設けられる垂直部分は、

    （約）150 ㎜までとする。シートパッドまたはカバーを除くライダーのシー

     ティングポジションのフラットベースの上部表面に対して 90°の角度で計

     測される。シートユニットに装備されているいかなるオンボードカメラ／ア

     ンテナもこの計測には含まれない。 

 

 7. マッドガードの装着は、義務付けられていない。装着された場合、フロント

    マッドガードは、以下に記す場所より先に突出してはならない： 

 

    a).  フロントホイールスピンドルを通る水平の線から上と前に 45°に引か

        れた直線より前。 

 

    b). フロントホイールスピンドルからリヤまで水平に引かれた線より下。 

 

   サスペンションレッグおよびホイールスピンドルに近いマッドガードマウン

   ト／ブラケットおよびフォークレッグカバーとブレーキディスクカバーは、マ

   ッドガードの一部とはみなされない。 

 

 8. ウィングは、フェアリングあるいはシートと一体化しており、フェアリング

    とシートの幅あるいはハンドルバーの高さを超えない場合には装着が認めら

    れる。 

 

   全てのウィングエッジは、最低半径 2.5ｍｍの丸みをつけなければならない。 

 

   動くエアロダイナミックデバイスは禁止されている。 

 

 9. ロワーフェアリングは、取り付けられていなければならず、エンジンの破損

     時に、エンジンに使用されるエンジンオイルおよびエンジンクーラントの総

     量の最低半分（Moto2 クラス最低 5 リットル）を許容できる構造になって

     いなければならない。この測定はモーターサイクルにフェアリングが取り付

     けられている状態で行われる必要があると、同時に、両方の車輪が地面につ

     いており、モーターサイクルは水平に対して 90°で直立している状態で行

     われる。 

 

   ロワーフェアリングには、25 ㎜の孔が最大 2 つ開けられているものとする。

     これらの孔は、ドライコンディション時には閉じられ、レースディレクター

     がウェットレースコンディションを宣言した場合、開けられなければならな

     い。 

 

2.5.4.8 ホイールリム 

 1. 許可されるホイールリムのサイズは下記の通りである： 

      フロント       リア 

 Moto2  3.75×17 インチのみ  6.00×17 インチのみ 
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 2. 全クラスにおいて、複合構造ホイール（炭素繊維、ガラス強化繊維または同

     等の物などを含む）の使用は認められない。ホイール構造に許可される素材

     は、マグネシウムとアルミニウム合金である。 

 

 3. 全てのホイールは、文書「FIM ホイール基準 グランプリ 2015」で公開さ

     れている基準に準拠する必要があり、ホイールメーカーによって認定されな

     ければならない。 

 

   （http://www.fim-live.com/en/library モーターサイクルパーツ基準を

       参照 ） 

 

   下記の手順がとられる。 

   ・ 異なったデザインの各ホイールまたはモデルは FIM 基準に記載されて

         いるテストに合格していなければならない。 

 

   ・ そのデザインまたはモデルの各ホイールにはタイヤに取り付け状態で

         視認でき、そのホイールに定められている識別コードまたはモデルコー

         ドが恒久的に記されていな ければならない。 

 

   ・ 基準テストを合格した個々のデザインまたはモデルは、ホイールマニュ

         ファクチャラーによって、当該ホイールが 2015FIM グランプリホイー

         ル基準である公認基準に準拠している旨を記載した証明書が発行され

         なければならない。 

 

   ・ この遵守証明書は、MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルド

         リッジ(danny@irta.org.uk）及び FIM 国際技術委員会（CTI）コーディ

    ネーター（チャールズ・へネカム Charles.hennekam@fim.ch）に送 

  られなければならない。この証明書コピーは、購入者に、購入した公認

  ホイールとともに渡さなければならない。 

 

2.5.4.9  タイヤ規制 

 1. 全クラスにおいて、公式テストを含むグランプリ競技会において使用できる

     のは、各クラスの公式タイヤサプライヤーのタイヤのみとする。 

 

   公式タイヤサプライヤーは、競技会にエントリーしている全てのライダーに

     十分な数のタイヤを供給しなければならない。 

 

   各競技会に使用されるタイヤの仕様は、タイヤサプライヤーにより決定され

     る。関連クラスおよび／または指定された各仕様の同一タイヤは全てのライ

     ダーに提供されるものとし、また全ライダーに提供されるタイヤの総本数は

     均等であること。 

 

   タイヤは公式タイヤサプライヤー、テクニカルディレクターおよびオーガナ

     イザーとの協議の上、合意されたパラメーターに従って使用しなければなら

     ない。パラメーターには圧力、温度、またはその他の利用ガイドラインが含

http://www.fim-live.com/en/library
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     まれている。チームは、いかなるときでもテクニカルディレクター、その担

     当者、および公式タイヤサプライヤーによってタイヤパラメーターのチェッ

     クの要求を受けた場合には、その要求に従わなければならない。 

 

   承諾を確実にするために、スリックタイヤに使用される全てのリアホイール

     のタイヤ空気圧センサーの使用が必須となる。タイヤ空気圧は記録されなけ

     ればならない。またテクニカルディレクターおよびその担当者は、いつでも

     チームから空気圧のデータを要求することができる。事項 2.5.3.5.17)参照。 

 

 2. 公式プラクティス開始前の 2 日間に、タイヤサプライヤーは、競技会で使用

    するタイヤの仕様、本数および認証マークを含む詳細をテクニカルディレク

    ターへ、提出しなければならない。 

 

  テクニカルディレクターとその担当者は、各出場ライダーに使用を限定された

   タイヤを分配する。（事項 2.5.4.9.3 のとおり）各々のタイヤの分配は、無作

   為に行うことを基本とし、タイヤサプライヤー、チームおよびライダーが関与

   しないようにする。 

 

  タイヤ分配終了後にライダー変更がある場合、代替ライダーは、元のライダー

   に分配されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 3. グランプリ競技会において、各ライダーは、タイヤ本数と仕様が各大会で下

   記の通り制限される： 

 

 

   B. Moto2 クラス 

     全てのプラクティスセッション、ウォームアップおよびレースを通じて

  スリックタイヤ本数は最大 17 本とされ、内訳は： 

 

   フロントスリックタイヤ：  

   フロント 8 本、2 本の標準スペックでのみ構成される 

 

   リアスリックタイヤ：  

   リア 9 本、2 本の標準スペックでのみ構成される 

 

   フロントおよびリア両方のタイヤにおいて、各イベントで可能な仕様と各ラ

     イダーに割り当てられる各仕様の本数はオフィシャルタイヤサプライヤー

     によって決定される。全てのライダーは均等なタイヤの割り当てを受ける。 

 

   ウェット/レインタイヤの本数は制限されていない。しかしながら、オフィ

     シャルタイヤサプライヤーから供給された当該仕様のウェットタイヤのみ

     が使用される。タイヤサプライヤーは各ライダーにウェット/レインタイヤ

     を 3 セット（全プラクティスセッションがウェット宣言されている場合には

     4 セット）使用できるよう着手する。前の競技会でチームによって保管され

     ていた正しい仕様のタイヤを使用することは許される。 
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 4. a) ライダーは、（事項 2.5.4.9.3 の記載の通り）彼／彼女に分配されたタイ

       ヤのみ使用が認められる。 

 

    b) タイヤは個々に識別されるため、チームメート間を含むライダー間の交換

       が禁止されている。また、テクニカルディレクターの許可がある場合を除

       き（例：事項 2.5.4.9.8 に該当する場合など）、分配後にタイヤサプライ

       ヤーによって交換されてはならない。 

 

    c) タイヤの分配後に、タイヤサプライヤーが必要と判断する場合を除き、タ

       イヤの性能（タイヤウォーマーの使用は例外）に影響を及ぼすようなハン

       ドカット、その他の行為、処理などにより、タイヤを著しく変化させるこ

       とは一切認められない。そのような加工はタイヤサプライヤーのみに許可

       されるものであり、その場合は全ライダーに対し平等に実施される。 

 

 5. 各分配されたタイヤは、そのタイヤ仕様がマーキングされ、固有のシリアル

     ナンバーを付した公式の識別ラベルが貼られなければならない。もし、ラベ

     ルの破損や損失があった場合は、タイヤ会社はタイヤの仕様について、テク

     ニカルディレクターに満足のいく説明をしなければならない。タイヤは、使

     用前後のいかなる時でも、規則に適合しているか検査を受ける場合がある。 

 

 6. レースが中断された場合、ライダーは、レース再スタートの際にも最初に割

    り当てられ刻印されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 7.  稀なケースとして、（例えばタイヤフィッティングの段階で）タイヤが偶発

     的に破損し、テクニカルディレクターが使用不可と判断した場合、テクニカ

     ルディレクターの承認を受け、同仕様のタイヤへの交換が認められる。そ

     の場合、交換されたタイヤには刻印が施され、当該ライダーの割り当て本数

     に含むものとする。ダメージを受けたタイヤは割り当て分より除外され、再

     び割り当てられることはない。 

 

   一旦使用された（すなわちピットレーンを出た）タイヤは、損傷や欠陥を理

     由に交換することを認められない。ただし以下の条件に該当する場合を除

     く： 

 

a) タイヤサプライヤーが、タイヤの破損は製造工程上の欠陥やタイヤフィッテ

ィングの問題（すなわちチームのコントロール外）により生じたものであり、

衝撃、切断、摩耗または事故 など、その他の理由によるものではないとい

うことを、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

b) タイヤサプライヤーが、破損の度合いが高く、タイヤの使用には安全上問題

があると、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 
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c) レースの 3 分の 2 以上走っているとみなされているタイヤは、交換を考慮さ

れることはない。走行距離についてはタイヤサプライヤーとの協議の上、テ

クニカルディレクターによって のみ判断が下される。またチームはクレーム

を裏付けるためにラップチャートやロガーデータなどの情報の提出を求めら

れることがある。 

 

   交換が許可されるかどうかという決定については、テクニカルディレクター

     の判断が最終決定となる。 

 

d) タイヤ交換が認められる場合、損傷したタイヤと同じ仕様の中から、テクニ

カルディレクターおよび／またはその担当者が任意に選択したタイヤが割り

振られる。 

 

 8. 大会期間中、安全を損なうような異例の不測事態がタイヤサプライヤーに生

     じ、その供給を受けているライダーが安全にレースに臨むことができない場

     合、タイヤサプライヤーはテクニカルディレクターおよびレースディレクシ

     ョンに対し、その問題を早急に報告しなければならない。 

   適切なタイヤの再割り当てはテクニカルディレクターの監視の下で行われ

     る。再度割り当てられるタイヤについては、全てのライダーに対して同じ仕

     様と本数となり、本数はタイヤサプライヤーとテクニカルディレクターの協

     議の上で決定される。 

 

 9. テスト、Moto2 クラス： 

 

 D. 冬季およびレース終了後のテスト全般において、各ライダーが使用できるタ

    イヤの本数と仕様は毎回のテストにおいて制限される。各テストに持ち込ま

    れる仕様と本数は、タイヤサプライヤーによって決定される。テストに参加

    する全ライダーには、標準スペックのタイヤが均等に割り当てられる。 

 

    タイヤサプライヤーは、タイヤ開発の目的のために、異なった仕様の追加の

    タイヤを提供することもできる。あらゆる開発タイヤの配分は、単にタイヤ

    サプライヤーの裁量による。 

 

2.5.4.10 ナンバーバックグラウンド 

 1. レーシングナンバーは、中央の位置にマシンフェアリングの前部に装着しな

     ければならない。リアまたはサイドナンバーはオプションとする。 

 

 2. 数字の縦寸法は、最低 140 ㎜でなければならない。 

 

 3. ナンバーは読み取りやすく、シンプルなフォントで、バックグラウンドに対

     し目立つ色彩で表記されること。 
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   Moto2 クラスの場合、ナンバーはバックグラウンドと強く対比し、単一色

     でなければならない。異なる色の小さなアウトラインは許可される。二桁の

     番号は、背景色が数字の間に表示されるよう、数字の間隔を（最低 10 ㎜）

     あける必要がある。反射仕上げは（例：銀、金など）許可されない。 

 

 4. バックグラウンドは単色とし、番号の周囲に最低 25 ㎜の余白があるものと

     する。 

 

   Moto2 クラスにおいて、反射仕上げは（例：銀、金、など）許可されてい

   ない。 

 

 5. Moto2 クラスにおいて、複数のライダーがいる場合、異なるナンバー及び

   ／または異なるバックグラウンドを使用することでライダーを区別する必

   要がある。 

 

 6. ナンバーの視認性に関する意見の相違がある場合には、テクニカルディレク

   ターの決定が最終のものとされる。 

 

2.5.5  全般 

2.5.5.1  燃料およびオイル 

 1. 全てのモーターサイクルは、各レースクラスの FIM グランプリ仕様を遵守し、

    無鉛ガソリンを燃料としなければならない。 

 

 2. 無鉛ガソリンは下記の場合、FIM グランプリ仕様に合致しているものとみな

     される： 

 

a) 下記の特性を持っている場合： 

特性 単位 最低 最高 テスト方式 

          

RON   95.0 102.0 ISO 5164 

MON   85.0 90.0 ISO 5163 

酸素 % (m/m)  2.7 ISO 22854 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 

蒸気圧 

（DVPE) 
kPa  90 EN 13016-1 

鉛 mg/L  5.0 EN 237 

１５℃での密度 kg/m3 720.0 775.0 ASTM D 4052 

酸化安定度 分 360  ASTM D 525 

ゴム存在量 mg/100mL  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 mg/kg  10 ASTM D 5453 

窒素 % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 

銅腐食 比率  Class 1 ISO 2160 

蒸留度：      

70℃で % (v/v) 22.0 50.0 ISO 3405 
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100℃で % (v/v) 46.0 71.0 ISO 3405 

150℃で % (v/v) 75.0  ISO 3405 

最終沸点 ℃  210.0 ISO 3405 

残留物 % (v/v)  2.0 ISO 3405 

オレフィン（*） % (v/v)  18.0 ISO 22854 

芳香物質（*） % (v/v)  35.0 ISO 22854 

ダイオレフィン総

量 
% m/m  1.0 

GCMS/HPLC 

GCMS/HPLC 

外観   
  透明

で 
明るい 視覚による検査 

    

  全てのテスト方式は正確なステートメントを含める。議論が生じた場合、

  テスト方法の精度に基づいた結果の解釈と論争を解決するための手順、

  ISO 4259 の記載事項を使用しなければならない。 

 

 b) 水素と炭素のみを含有の場合、5% m/m 未満の濃度において存在する個々

     の炭化水素成分の合計は、燃料の少なくとも 30% m/m でなければならな

     い。 

 

       構成物に関する規定は、以下の測定方法に従うものとする。 

 

       A ＝１００－ B － C 

 

       つまり： 

 

       A とは 5%m/m 未満の濃度において存在する個々の炭化水素成分（%m/m）

     の合計 

 

       B とは燃料に含まれる酸化物濃度の合計（ % m/m ） 

 

       C とは 5% m/m 以上の濃度において存在する個々の炭化水素の合計（ % 

     m/m ） 

 

   テスト方式はガスクロマトグラフィーによるものとする。 

 

 c) 各炭素数のナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃度は、下記の表に

     示される限度を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

% m/m C4 C5 C6 C7 C8 C9+
ナフテン 0 5 10 10 10 10
オレフィン 5 20 20 15 10 10
芳香物質 1.2 35 35 30
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      二環および多環オレフィンは許可されない。外気酸素が不在の状態で発熱反

    応を起こす可能性のある物質が燃料に含まれていてはならない。 

 

 d) 下記に記す酸化添加物は許可される： 

    メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、

    メチルターシャリーブチルエーテル、エチルターシャリーブチルエーテル、

    第三アミルメチルエーテル、ジ‐イソプロピルビニルエーテル、n-プロピル

    アルコール、第三プチルアルコール、n-プチルアルコール、第二プチルアル

    コール 

 

 e) マンガン（<1 ㎎/L）、鉛（<5mg/L）、鉄（<5mg/L）、およびニッケル（<5mg/L） 

         添加物はいずれも、上記記載の限度を超えてはならない。 

 

 f) Moto2 クラスで使用されるエンジン潤滑油は、指定されたオイルサプライヤ

    ーの設定するガスクロマトグラフィフィンガープリントに合致している限り、

   FIM グランプリ Moto2 仕様に準拠しているものとされる。 

 

 g)  Moto2 クラスの燃料とオイルの仕様は、オーガナイザーとオフィシャルエ

    ンジンサプライヤーとの協議の上で、指定された燃料とオイルのサプライヤ

    ーによって決定され、両者の合意を踏まえ随時変更される。 

 

 3. Moto2 クラス 燃料とオイル： 

 a) 指定された燃料サプライヤーの燃料のみが許可されている。この燃料は全て

     の公式競技会で使用が可能であり、FIM グランプリの仕様に準拠している。

     添加または変更することなく、この燃料を使用することが必須である。 

 

 b) 指定されたオイルサプライヤーからエンジンオイルのみが使用を認められ

     ている。このオイルは全ての公式競技会において使用が可能であり、関連ク

     ラスの FIM グランプリ仕様に合致している。提供されるオイルに一切の添加

      や変更を加えずに使用しなければならない。テクニカルディレクターによ

     り、チームやマシンに対するオイル抽出検査が随時要請される場合がある。 

 

 5. 燃料とオイルの承認 

  1．選手権で使用される全ての燃料は、その燃料が使用されるレースの 

      前に承認を受けなくてはならない。参加チームにガソリンを供給す

      る燃料会社は、使用の適合性を調べるために、10 リットル（2× 

      5L）の燃料を、FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくては

      ならない。燃料が仕様に適合した場合、テストレポート番号の付さ

         れた証明書が発行される。そのテストレポート番号は、レース出場

         前に該当するチームに渡されなくてはならない。 

 

  2. Moto2 クラスにおけるエンジン潤滑用に、参加チームへオイルを 

      供給する全ての会社は、FIM/Dorna の指定する検査機関に、オイ

         ル 2 リットル（2×1L）を提出しなければならない。オイルが仕様

      に適している場合、証明書が発行される。そのオイルを使用するチ
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        ームには、証明書に付されたテストレポート番号が通知される。 

 

  3．木曜日の車検時に、各チームは使用する燃料とオイルに関して証明 

      書に記されたテストレポート番号を申し出る。この情報はグランプ

    リごとに、各モーターサイクルのテクニカルコントロールブックに

    記入される。 

 

    したがって、使用される燃料は、その燃料が使用されるレース直前

       の木曜日の午後までに承認されなくてはならない。 

 

  4．グランプリサーキットで、プラクティス、ウォームアップ中、また 

    はレース後に燃料サンプルの提示が求められた場合、チームはグラ

    ンプリテクニカルディレクターに、燃料およびオイルのテストレポ

    ート番号を申告しなければならない。誤った番号を申告したチーム

      には、ペナルティが科される場合がある。 

 

  5．各燃料会社および／またはオイル会社はバッチ分析および基本的フ

    ィンガープリントの確定に関する費用の支払いを研究所に対して

    行う責任がある。 

 

 6.  燃料サンプル採取および検査 

  1. グランプリテクニカルディレクターは、燃料サンプル採取の実施お

    よび管理の責任者となるシニアテクニカル車検員 1 名を任命する。 

 

  2．通常、燃料検査の対象として選択されるマシンは、上位 3 位の中か

    ら選ばれ、車両検査のため「パークフェルメ」に誘導される。 

 

  3．他の完走者も燃料検査のために、無作為に選ばれる場合がある。選 

    ばれたライダーのピットボックス入口に車検員が配置され、当該車

    両は直ちに車検員に引率されて車検 場または「パークフェル

    メ」に移動しなければならない。 

 

  4．検査される燃料は、ライダー名、チーム名および燃料の採取された 

    マシン名の記された「A」と「B」の 2 本のボトル容器に移し替え 

    られる。ボトルはテクニカルディレクターおよび／または車検員に

    よって閉じられ、封印され、そしてラベルを貼られる。 

 

  5．燃料サンプル用には新品のボトルのみが使用され、燃料を移すため 

    には新品の用具のみが使用される。 

 

  6．直ちに、燃料サンプル申告書に次のような記入が行われる。これは 

    シート例に明記されているように、すなわち当該ライダーおよびマ

    シンの識別、採取実施日および場を含むすべての必要な情報を記載

    する。チームの担当責任者は、これら全ての情報が正しいというこ

    とを確認した上で、申告書に署名する。 
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  7．サンプル「A」は、燃料サンプル申告書の写しを添え、正式に指定 

    された検査機関に送付される。燃料サンプルは、ガスクロマトグラ

    フィーにより公認のガソリンおよびオイルと比較検査される。必要

    に応じて、オクタン価向上剤や燃料促進剤が添加され て い な

    いことを確認するため、鉛、マンガン、鉄、ニッケル、窒素、およ

    び酸素を含め、何らかの成分の濃度測定がテクニカルディレクター

       の要請により行われることがある。 

 

    もし GC 曲線に見られる偏差が、FIM/Dorna によりチームの使用 

      が認められていた別の燃料と混ざってしまったことを示している

    場合、燃料サンプルが事項 2.5.5.1.2 に記載されている FIM グラン

       プリ仕様の範囲内である限り、当該燃料サンプルは適合していると

    みなされる。 

 

      サンプル「A」の分析費用は FIM/Dorna によって支払われる。 

 

  8．サンプル「B」は、抗議が生じた場合および／もしくは FIM の指定 

    検査機関による再検査が必要とされる場合に備えた安全策として、

    FIM 指定の保管所に引き渡される。   

      サンプル「B」の分析費用は、当該チームにより支払われるものと 

    する。 

 

  9．両サンプルは、許可された輸送業者により運搬されるものとする。 

 

  10．検査機関は、サンプルを受け取った後、可能な限り速やかに燃料 

    分析結果をグランプリテクニカルディレクターへ送付し、さらにそ

    の写しを FIM に送らなくてはならない。 

 

  11．分析結果が規則に合致していないことが判明した場合、テクニカ 

      ルディレクターは分析結果の受理後できるだけ早く、FIM、グラン 

    プリレースディレクションおよびライダー／チーム代表者にその

    旨を通知しなければならない。 

 

      検査機関によるサンプル「A」の分析結果の報告を受けてから 48 

    時間以内に、当該チームは FIM およびテクニカルディレクターに対

    して、サンプル B の二次的専門検査が必要か否かを通知しなければ

    ならない。 

 

      レースディレクションは、最終的な検査結果に基づき競技会会場で

    裁定を下す。その決定に対する抗議は、レースディレクションが裁

    定を下したグランプリ大会に際し任命された FIM 審査委員会によ

    って審問される。 
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    最終検査結果が出された後に開催されるグランプリがない場合、レ

    ースディレクションはできる限り迅速に制定を下す。レースディレ

    クションの決定に対する抗議はその特定の目的のために指名され

    た FIM 審査委員会により審問される。 

 

  12．公式検査機関の燃料分析の責任者はテクニカルディレクターに対

    し、サンプル「B」の検査が行われる前に、サンプル「B」の識別

      とシール状態が正確であるということを確認しなければならない。 

 

  13．事項 2.5.5.1.6.7 に記載されているように、サンプルがガソリン

       の承認仕様に適合しないおよび／またはオクタン価向上剤や燃料

    促進剤が追加されていると判明した 場合、当該ライダーは自動

      的に選手権に失格したものとみなされる。 

  

    競技者の燃料サンプル分析結果（サンプル「A」もしくは「B」サ 

    ンプル）は、競技 者に有利な方が考慮される。 

 

  14．Moto2 クラスについては、上記の燃料サンプル抽出および検査手

    順がエンジンオイルにも適用される。オイルサンプルが、事項 

    2.5.5.1.2.（f）、に定める関連仕様に合致しない場合、テクニカル 

    ディレクターがその旨をレースディレクションに通知し、罰則が科

    される場合がある。 

 

7. 燃料温度 

    Moto2 クラスにおいて、マシンの燃料は、テクニカルディレクターによって

    測定される際に、外気温以下であってはならない。シンプルで取り外し可能 

    な燃料タンクカバー以外の、燃料温度を外気温より人工的に低下させるいか

    なる装置の使用も禁止される。 

 

2.5.5.2 ライダーの安全装備 

 １．各契約ライダーは、各大会最低 2 セットの如何なる損傷も受けていない安全

   装備を準備して臨まなければならない。 

   準備しなければならない安全装備とは以下をいう。 

   ・ヘルメット 

   ・レザースーツ（ワンピース） 

   ・グラブ 

   ・ブーツ 

   ・バックプロテクター 

   ・チェストプロテクター 

 

   トラック上で活動する際は、常に装備を装着し、確実に留めていなければな

   らない。 
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 ２．安全装備コントロール 

 a) シーズン第 1 戦の車検において、損傷を受けていない安全装備 1 セット（事

   項 2.4.5.2.1 参照）が提示され、下記について確認を受けなければならない。 

   ・ ヘルメット 事項 2.4.5.2.3.a に明記されている安全規格マーク 

   ・ レザースーツ、ブーツ、グローブ   

  各アイテムのモデル名は、事前にテクニカルディレクターに提出した自

  己保証に準拠したものと同じものでなければならない。 

     ・ バックプロテクター次の規格マークが貼付されていなければならない。 

  EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010  

     ・ チェストプロテクター テクニカルディレクターの判断による。 

 

 b) シーズン中、テクニカルディレクターは事項 2.4.5.2.3 に適合しているか確

   認のためにライダー装備の提出を要請する場合がある。提出された装備は、

   公式な指定試験機関に送られる。装備の提供及びテスト結果は下記のとおり

   とする。 

 ・ 装備マニュファクチャラ―は、複製品をテスト用に提供しなければならない。 

・ 転倒等により損傷を受けた装備は損傷を受けていない部分でテストを行う。 

・ 基準値に満たずテストに不合格となったアイテムについては、当該アイテム

のマニュファクチャラ―は、彼らの経費で使用された装備の複製品を使用す

る更なるテストを要求する事が出来る。 

・ 初めのテスト及び追加のテストの双方で否定的な結果を得た場合、マニュフ

ァクチャラ―に夜自己保証は停止され、マニュファクチャラ―は問題部分を

修正し、証明しなければならない。 

・ 問題解決が出来ない場合、マニュファクチャラ―は不合格となった製品の供

給が認められない。 

  

 ３．ＦＩＭライダー装備の最低要件 

 a) ヘルメット及びバイザーの基準 

 ・ ヘルメットはフルフェースタイプでなければならず、以下の国際規格のどれ

   かに適合しいていなければならない。 

   － ヨーロッパ ECE 22-05 “P” 

   － 日本  JIS T8133:2007 (2019 年 12 月 31 日まで) 

    JIS T 8133:2015 

    ― 米国  SNELL M 2010(2019 年 12 月 31 日まで) 

    SNELL M 2015 

・ バイザーは、飛散防止材質のものでなければならない。 

・ ディスポ―ザブルバイザーの“ティアオフ”は認められる。 

 

 b) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バックプロテクターの認証資格 

   全てのライダーの安全装備は事項 2.4.5.2.3.c セクション i から vi に明記さ

   れている要件に合致していなければならない。以下の手順が適用される。 

・ デザイン毎のサンプルまたはモデルは、ＦＩＭ規格テーブル１の要件を満た

していなければならない。 

・ このデザインまたはモデルの各サンプルは、パーマネントマーキングによる

モデルコード同等のものでなければならない。 
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・ テストに合格した個々のデザインまたはモデルは、マニュファクチャラ―に

よる自己証明ガ認められ、公式書類にＦＩＭ公認規格取得と明記する事が出

来る。 

・ この証明書コピーが MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルドリッ

ジ氏：danny@irta.org.uk ）及びＦＩＭ国際技術委員会コーディネーター（チ

ャールズ・ヘネカム氏）に送られる。この証明書コピーは当該製品購入者に

も提供されなければならない。 

・ レザースーツに限り、ライダーの為にマニュファクチャラ―はライダーレー

ススーツで―タフベースファイルに完全に記録されなければならない。 

・ このデータベースは MotoGP テクニカルディレクターにも提供され、ライダ

ーに提供されたり、提供を取りやめた時に最新の情報にしなければならない。 

・ テクニカルディレクター及びライダーもまたデータベースからレザースーツ

の情報を撤廃する権利を有する。 

 

 c) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バック及びチェストプロテクターの規格 

 i) レザースーツ 

 ・ テーブル１コラム１を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

   ない。 

・ 表面エリアの最大 50％までの耐摩擦伸縮素材の使用が認められるが、テーブ

ル１コラム１の要件を満たしていなければならない。 

・ 肩、ひじ、ひざ及びすねは En1621-1:2012 に適合するガ―ド（パッド）

が含まれても良い。 

 

 ii) グローブ 

・ テーブル１コラム３を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

・ 最低 50 ㎜にわたりレザースーツの手首迄を覆う長さがなければならない。 

・ 手にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不

可） 

・ 適切なこぶし（指関節部）プロテクションが施されていなければならない。 

 

 iii) ブーツ 

・ テーブル１コラム４を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

・ 表面エリアの最大 40％までの屈曲ゾーンが認められるが、テーブル１コラム

５の要件を満たしていなければならない。 

・ 最低 70 ㎜にわたりレザースーツを覆う長さがなければならない。 

・ 足にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不

可） 

 

 iv) バックプロテクター 

・ EN1621-2:2014またはEN1621-2:2010に適合していなければならな

い。 

・ 背部全般的または部分的なものでも良い。 

 

mailto:danny@irta.org.uk
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 v) チェストプロテクター 

 ・ 適切な素材及び長さのものでなければならない。 

・ チェストプロテクターの承認は、テクニカルディレクターの決定が最終のも

のとされる。 

 

 vi)  マーキング 

・ 装備マニュファクチャラ―が上記 i)から iv)及び下記テーブル１に適合する事

をテストし、証明した時点で、製品のモデルナンバーを付したパーマネント

マーキングを貼付することができる。 

・ レーススーツのマーキングは、独自のシリアルナンバーも追記される。 

 

  テーブル１ 材質特性 

  １ ２ ３ ４ ５ 

テスト テスト方法 スーツ 

皮 革 及

び メ イ

ン素材 

スーツ 

伸縮エリ

ア 

グローブ 

手のひら 

及び 

手の甲 

ブーツ 

全 エ リ

ア 

ブーツ 

屈 曲 エ リ

ア 

引 き 裂

き 

ISO 3377-1

または 

EN338(N) 

＞50 ＞５０ ＞３０ ＞ １ ０

０ 

＞６０ 

摩擦 EN338 

（サイクル） 

＞ ６ ０

０ 

＞４００ ＞３００ ＞ ８ ０

０ 

＞５００ 

縫い目 EN13935-1 

（スーツ、ブ

ーツ） 

EN13594 

（グローブ） 

＞１２ ＞１２ ＞８ ＞１５ ＞１５ 

  

 ４．クラッシュ後のライダー装備チェック 

   クラッシュ後、テクニカルディレクターは、次のプラクティス、ウォームア

   ップまたはレースに出走する前に、ライダーの装備を確認するよう彼の自由

   裁量により要請する場合がある。 

 

   テクニカルディレクターまたは当該アイテム製造マニュファクチャラ―代

   表により、装備のアイテムが走行するためには損傷を受け過ぎていると判断

   した場合、ライダーは、コースに入り前に当該アイテムを交換するか修理し

   なければならない。 

 

   装備の状態、ライダーの保護具としての適切性に関してはテクニカルディレ

   クターが事前に当該アイテムのマニュファクチャラ―と協議し、最終判断を

   下す。 

 

 ５．ワイルドカードライダーの安全装備 

   ワイルドカードエントリーの場合、ヘルメット及びバイザーは必要要件を備

   えた規格のものを使用しなければならない。 
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   公認モデルナンバーやシリアルナンバーの無いその他安全装備の使用につ

   いてはテクニカルディレクターの承認が必要とされる。 

 

2.5.5.3  車検の手順 

 1. 各サーキットには、車検用エリアが設置されるものとする。このエリアには、

   テクニカルディレクターの監視の下に車検長の監督によって、様々な検査の

   実施に向け適切な器具類が準備されること。すなわち： 

 

 ⅰ) マシンの音量測定機材 

 

 ⅱ) 較正用の分銅つき重量測定器 

 

 ⅲ) エンジン排気量測定機材 

 

 ⅳ) その他の寸法や技術規則に明記された基準を測定するために必要な器

     材やゲージ類 

 

 2. 車検の手順は、規則に定められたスケジュールに従って実施される。車検員

   は、テクニカルディレクターの要望に応じ、マシンおよび装備品のチェック

   ができるよう、大会期間を通して待機していなければならない。 

 

 3. 車両の提示は、技術規則に適合しているとの絶対的な供述とみなされる。全

   ての技術規則および安全規則に車両が適合しているかの責任はチームにあ

   る。 

 

 4. 初回の車検時のライダーの出席は必須ではない。ただし、Moto2 クラスの

   ライダーが重量検査のためにヘルメットおよび全ての防護装具を持参しな

   ければならない場合は例外とする。 

 

 5. モーターサイクルは、チームの名のもとに初回の車検で検査され、各モータ

   ーサイクルは、車両仕様および車検結果を記録する車検カードを用意する車

   検員によって登録される。そしてそのチームのライダーはそのモーターサイ

   クルを使用する権利を持つ。 

 

 6. 初回の車検時に、車検員は重量（Moto2 クラスはライダーの体重を加算）、

   音量を含め、車両の技術的詳細を検査、記録しなければならず、テクニカル

   ディレクターの要請により、規則の他の観点で技術的に適合しているかを検

   査する場合もある。 

 

8. 各競技会において、初回のプラクティス前の車検終了時に車検員は、レース

のためのチームライダーのモーターサイクル使用登録が済み、車検に合格し

たことを示す小さなステッカー を、モーターサイクルに貼付する。 
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9. 車検長は、車検結果報告書を作成し、テクニカルディレクターを介し、大会

運営委員会に提出する。 

 

10. 車検員は、事故に関係した全てのマシンに対して再検査を行わなくてはなら

ない。また、必要に応じて、修復されたマシンに新しい車検合格ステッカー

を発行する。この再検査は通常、当該ライダーのピット内で行われる。チー

ムは、マシンのいかなる修理作業およびその使用が可能であるかに関して、

全責任を負うものとする。 

 

11. 車検員は、テクニカルディレクターの指示に従い、大会期間中またはレース

後にマシンが技術規則と適合しているかを再検査するため、および技術に関

する抗議が出された場合に車検 を監視できるよう、待機していなくてはなら

ない。 

 

12. レース終了後、車検長は、上位 3 台のモーターサイクルとテクニカルディレ

クターが指定した 1 台のモーターサイクルが、抗議に対応するため 60 分間

車検場に保管されるよう手配し なくてはならない。 

 

   モーターサイクルの音量および重量が測定され、また必要に応じて、テクニ

   カルディレクターが要望するその他の箇所が技術規則に適合しているか、テ

   クニカルディレクター監視の下、チェックされる。 

 

13. テクニカルディレクターが必要とした場合、チームに対して当該パーツまた

はサンプルの提出をするよう要請することができる。 

 

2.5.5.4  音量検査 

 1. 音量検査は、検査されるモーターサイクルと壁またはその他の障害物の間に

   最低 10m の空間のある屋外で行われなければならない。またその場所は、

   周囲の音が最小限でなくてはならない。 

 

 2. 測定機器は検査実施前および定期的に誤差修正されなければならない。 

 

 3. 測定機器はエキゾーストパイプの先端から 50 ㎝後方、またパイプに対して

   45°の角度で上方または左右いずれかに設置されなければならない。 

 

 4. 常に適用される最大音量は： 

 

   Moto2：  115dB/A 

 

   便宜上、検査は固定 RPM で実施されてもよい。 

 

 

 

 

1気筒 2気筒 3気筒 4気筒
Moto2 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm



 125 

2.6 Moto3 クラス技術規則 

 Moto3 メーカーのエントリーおよび供給条件に関する規則、および Moto3 チー

 ム設備発注に関する規則 第 1.11.11 を参照。 

   

2.6.3 エンジン 

 

2.6.3.1 エンジンの説明 

 １ 使用の認められるエンジンは 4 ストロークの原理で作動するものに限定さ

   れる。 

 

     各エンジンシリンダーの垂直切断面およびピストンの断面は、円形でなけれ

   ばならない。 

    

   シリンダーおよびピストンの円形断面の直径の相違は、どこの 2 点で測定し

   ても 5％以下の誤差でなければならない。 

 

 ２ エンジンは自然吸気でなければならない。 

 

 ３ エンジンの排気量はシリンダーの行程容積によって定められる。 

      すなわち、シリンダーボア面積×ストローク×気筒数である。 

 

     排気量の許容誤差は認められない。 

 

     エンジン排気量は外気温のもとで測定されなければならない。 

 

Moto3 クラスエンジン 

 

 11．最大エンジン回転数（クランク速度）は、13,500rpm で、加速力は公式

   ECU※によって制御される。RPM リミッターストラテジーは 13,500rpm

   にセットされる。 

 

 12．バルブタイミングシステムドライブは 1 チェーンでなければならない。 

   一つの車軸または回転中心に回転する中間ドライブギアはシステムで許可

   されている。（許可されているいくつかの例として、付録の図 7 を参照） 

 

2.6.3.2  エンジン供給 

 21. Moto3 エンジンの定義とホモロゲーション 

 a) エンジンは、吸気システム（スロットルボディ、インジェクター）、および一

  つの完全なトランスミッションを含むコンプリートエンジンとして定義され

  る。ここでいう「コンプリートエンジン」とは、初期のマッピング手順（事項

  2.6.3.5.24 参照）を受けることができる状態を意味する。したがって、必要

  なセンサーやキャリブレーション（例えば、スパークプラグ、ピックアップ、

  アイドルバイパスモーター[使用している場合]、など）を実行するための電気

  アイテムを含む。 
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 b) 各エンジンメーカーは、シーズンごとに最大で 2 基の異なったエンジン仕様

  を認定することができる。メーカーは全ての年間契約ライダーに同じ仕様のエ

  ンジンを供給しなければならない。第二の仕様は（もしある場合は）ワイルド

  カードエントリーのみが対象である。 

 

 ワイルドカードエントリーは、現行の公認エンジンまたは以前に公認された

 2014 または 2015 シーズンの高 2 年人を使用することが出来る。 

 

 公認のエンジンおよび部品だけが GP 競技会で使用することができる。 

  

 22.  Moto3 エンジンの有効性 

 a) 各エンジンメーカーは、要求があれば、各シーズンに 12 名のライダーへ供

  給するために、十分なエンジンとスペアパーツの供給を請け負わなければなら

  ない。以下の条件が適用される： 

 

  ⅰ) この要件は、特別な状況（例えば新規メーカーが初めて参戦する）

    の際に、Moto3 メーカーの同意を受け、オーガナイザーによって

       調整される。 

     

  ⅱ) エンジンの最小供給数というは、コンプリートモーターサイクルの

    数または別のエンジン数から成っている。コンプリートモーターサ

     イクルを供給しているメーカーは、顧客に対して、シーズンを完了

    するために必要な予備のコンプリートエンジンおよび部品の購入

      を許可する必要がある。 

 

  ⅲ) 支払いおよび条件についてメーカーの要求に適合しているエンジ

    ン供給リクエストは、最初の正式リクエストの受け入れが最低限の

    要求に達していないかどうか判断できるよう時系列順に記される。 

 

  ⅳ) この最小供給は、メーカーによって提供されるそれぞれの別のエン

    ジン仕様（事項 2.6.3.5.24 による）に適用される。 

   

  ⅴ) コンプリートエンジンのリードタイムは量に関係なく 4 ヶ月を最

    大とする。リードタイムは公式の受注日もしくはエンジンエントリ

    ー手順の完了日（上記の事項 2.6.3.5.24 参照）、いずれかの遅い日

    から開始する 

 

 23.  Moto3 エンジン価格 

 a) 1 つのエンジンの最高額は 12,000 ユーロを超えてはならない。オプション

  パーツまたはサービス契約はこの価格の上限を回避するためには利用されな

  い。 
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 b) 契約ライダーのために、メーカーは、顧客チームに「Moto3 エンジンパッケ

  ージ」の供給を引き受ける。ライダーにつき最大で 68,000 ユーロ（付加価値

  税を除く、貨物運賃を除く）を請求することができる。Moto3 エンジンパッ

  ケージの内訳は下記の通り： 

 

・ エンジン 6 基、スロットルボディーなし、ギアボックスなし 

 

・ スロットルボディー2 個 

 

  ギアボックスはチームの必要に応じて別途購入になる。チームはそれぞれ

  1,500 ユーロの上限価格で、シーズンにつき契約ライダーあたり最大 6 つの

  コンプリートギアボックスを購入することができる。追加でのギアボックス購

  入はメーカーの指定した価格のリストに応じて請求される。 

 

 c) 上記 b)を例外として、エンジンメーカーにとって、最初の Moto3 シーズン

  では、シーズンにつきライダーあたりエンジンの最大数は 8 基（事項  

  2.6.3.3.11.b）である。 

  この場合、メーカーは初回に最高 79,000 ユーロ（付加価値税を除く、貨物運

  賃を除く）請求することがある。ライダーあたりの Moto3 エンジンパッケー

  ジの内訳は下記の通り： 

 

・ エンジン 8 基、スロットルボディーなし、ギアボックスなし 

 

・ スロットルボディー2 個 

 

  ギアボックスはチームの必要に応じて別途購入になる。チームはそれぞれ

  1,500 ユーロの上限価格で、シーズンにつき契約ライダーあたり最大 6 つの

  コンプリートギアボックスを購入することができる。追加でのギアボックス購

  入はメーカーの指定した価格のリストに応じて請求される。 

 

 24.  Moto3 エンジンの割り当てと検証 

   a)  エンジンはメーカーからチームに売却され、チームに帰属する。しかし

     ながら、 エンジンは、その仕様の均衡を図るため、チームには無作為に

  割り当てられ、オーガナイザーによって制御される。 

 

   b) メーカーは、シーズン前にテクニカルディレクターによって承認された

  スケジュ ール通りに、エンジンを 3 回（1 回分の配布量はライダーあた

  り最低 2 基のエンジン）に分けて配布される。配布スケジュールには、

  検証目的の追加のエンジンを含め、 テクニカルディレクターに承認さ

  れた十分な予備のエンジンが含まれている。（通常、その数は当該エン

  ジンのブランドを使用するライダー数の 50%） 

   

   c） エンジンは、各メーカーによって供給されたエンジンをランダムに選択

  して配給 するテクニカルディレクターおよび担当者によって封印され

  ている。スペアエンジンもまた、必要に応じて分配できるよう封印され
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  ている。 

 

   d) テクニカルディレクターとその担当者は、サンプルエンジンとして封印

  および保 管されるために、最初の配布から、ランダムに 1 基のエンジン

  を選ぶ。 

 

  2 回目、3 回目の配布物が届けられるとき、テクニカルディレクターお

  よびその担当者は、サンプルエンジンの検証のために開けられおよびチ

  ェックされるためのエンジ ン１基をそれぞれのバッチからランダムに

  選択する。 

   

  配布物が正しい仕様であると確証された後、その配布物のエンジンは封

  印され、ランダムにチームに配給される。エンジン仕様に対する抗議は、

  このように確証され、封印されたエンジンに対しては受け付けられない。 

 

  検証のために開かれたエンジンは、テクニカルディレクターおよびその

  担当者の監視の下、再び組み立てることが可能である。もしくはメーカ

  ーが、割り当てからそれを 撤回することを選択することができる。 

 

 25.  Moto3 エンジンのメンテナンスとアップデート 

   a) チームによるエンジンのメンテナンスおよび再構築は、許可されない。

  エンジンは公式のセキュリティー密閉がされた状態で、チームに配付さ

  れる。 

 

   b) オプションおよびアフターマーケット部品は、許可されない。公式のエ

  ンジン封印を取り外すことなく交換できる部品は除く。そのような公認

  の部品、供給および価格の ルールについては事項 2.6.3.2.26 の記載が

  適用される。 

 

   c) 実証済みの、文書化された信頼性または安全性の問題（例えば、部品配

  布物の故障）がある場合には、メーカーはその問題を修正するために交

  換部品を取り付ける許可を グランプリ委員会に申請することができる。

  承認された場合、チームが請求されることはないし、またエンジンの動

  力性能はいかなる方法でも変更されてはならない。 

   

 26.  Moto3 部品供給 

     a) 各エンジンメーカーは、変更できる（すなわち、公式セキュリティー封

  印の外側 のパーツ）エンジンの全ての部品の価格とリードタイムリスト

  を提出しなければならない。そのリストには以下が含まれていなけれが

  ならない： 

 

  ・ コンプリートエンジンマイナススロットルボディおよびトランスミ

   ッション部品 
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  ・ アップデートされたギアボックス部品の個々の「ギアボックスアッ

    プデート」価格リストはシーズン中に（下記事項 2.6.3.2.27.b 参 

    照）導入されている。ギアボックス仕様をアップデートするために、

    そのリストは全てのパーツの合計が 1,500 ユーロを超えていない

    コンプリートギアボックスのものである必要がある。 

 

  ・ オフィシャルパーツリストには複数のセンサーマニュファクチャラ

    ーリストが認められる。センサーパッケージの料金はエンジンコン

    プリートまたはシャーシの最高価格を超えてはならず、センサーリ

       ストはシーズン第 1 戦の車検終了までに完成していなければなら

    ない。 

 

   b) この価格リストは、公開された価格を超えて請求されないようオーガナ

  イザーお よびメーカーの承認を受ける必要がある。承認は、これらの部

  品や技術にかかる現在の市場規範に沿った価格およびリードタイムを

  基にしている。 

 

   c) 関連メーカーのパーツリストの一部のみを使用することができる。一部

  の代替ブ ランドもしくはサプライヤーはエンジンメーカーによって承

  認されなければならず、その部分がメーカーの公式リストに追加される

  必要がある。 

 

  ・ バックトルクリミッタークラッチ部品（BTL またはスリッパークラ

    ッチ）の場合は例外である。これはメーカーによってオリジナルク

    ラッチアセンブリの代替として提供される、もしくは第三者（アフ

    ターマーケット）サプライヤーによってチームに供給されることが

    許可される。それぞれの場合において、クラッチアッセンブリの価

    格の上限は 1,500 ユーロ（付加価値税を除く、貨物運賃を除く） 

      である。いかなる第三者サプライヤーもクラッチを供給する前にま

    ずテクニカルディレクターによって承認されなければならない（そ

    のような承認には、詳細なパーツ価格リストの提出が含まれる）、

       また最初の導入は上記の事項 2.6.3.2.22 にあるように少なくとも

    ライダーと同数に用意可能でなければならない。 

 

   d) リスト上のパーツの更新は許可されているが、テクニカルディレクター

  によって 承認され、正式に発表されたパーツリストに追加する必要があ

  る。アップデートパーツの価格およびリードタイムは、メーカーが承認

  するパーツリストのオリジナルパー ツのもの以上になってはならない。

  アップデートパーツは同時に全ての顧客に利用可能でなければならず、

  メーカーが必要な可用性を持つまでは、その利用は許可され ない。 

 

 27.  Moto3 エンジンおよび部品のアップデート 

   エンジンおよびエンジンパーツの仕様へのアップデートは、以下の例外場合、

  シーズン中に許可されない。 
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a) スロットルボディーの仕様は、シーズンごとに一度アップデートされて

もよい。アップデートした場合は、更新されたユニットの一つは無料で

提供されなければならないと同時に、メーカ ーによって各契約ライダ

ーへ供給される。チームが注文した追加のユニットは、メーカー指定

 の価格リストに応じて請求される。 

 

b) コンプリートギアボックスまたは個々のコンポーネントは、シーズンご

とに一度アップデートされてよい。更新したものは、同時に全ての契約

ライダーに利用可能でなければならない。 

 

   アップデートされたコンプリートギアボックスが導入された場合、チームは、

  上限価格がそれぞれ 1,500 ユーロでシーズンにつき各契約ライダーあたり最

  大で 8 つのアップデートギアボックスの購入が許可される。 

 

  コンプリートギアボックスというよりはむしろ 1 つまたは複数のコンポーネ

  ントのアップデートの場合は、パーツは「ギアボックスアップデート価格リス

  ト」に基づき請求される（上記事項 2.6.3.2.26.a 参照）。 

 

 28.  Moto3 承認された部品 

   テクニカルディレクターによって承認（公認）された部品のみが Moto3 の

   エンジンとして使用される。これらの部品は、メーカーエンジンの公認バー

   ジョンのいずれかの公認パーツリストから、または承認された第三者（アフ

   ターマーケット）クラッチサプライヤーの公認パーツリストから得ることが

   できる。 

 

   ボルトおよびファスナーのような特定のエンジン設計に特化していない一

   般的な付属品は、承認の対象ではない。 

 

2.6.3.3  エンジンの耐久性 

  Moto3 クラス 

 11. Moto3 クラスにおいて、各契約ライダーがシーズンに予定されているレー

   ス全てにおいて使用可能なエンジンの数はライダーにつき 6 基と制限され

   る。その制限は、GP 競技会のプラクティスとレースに限り適用される。競

   技会以外でのテスト用エンジンは規制されない。 

 

a) 何らかの理由によりライダー交代がある場合、代替ライダーはエンジン

の割り当て上、元のライダーであるとみなされる。 

 

b) 初めて Moto3 シーズンに参戦するエンジンメーカーが、そのシーズン

のライダー1 人あたりに使用できる最大エンジン数は 8 基とする。 

 

c) 各ワイルドカードエントリーは、2 基のエンジンを専用として使用する

ことが認められる。 
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12. 各ライダー専用に許可されたエンジンは、初回の使用に先立ちテクニカルデ

ィレクターや担当者の刻印と封印がされなければならない。新エンジンの使

用についてはチームが責任を持ってテクニカルディレクターにエンジン登録

を申請することを義務とする。登録後に初めて使用した後は、同一チーム内

であってもライダー間でのエンジンの交換は認められない。新エンジンは、

そのエンジンを搭載したマシンがピットレーン出口のトランスポンダータイ

ミングポイントを通過した時点で使用したものとみなされる。 

 

13.  エンジンは以下の条件を満たすよう（例：ワイヤー、ID タブ、ステッカー

などにより）封印されるため、主要なコンポーネント（以下を含むが、これ

らに限定されない：クランクシャフトとそのベアリング、コンロッドとその

ベアリング、ピストン、ピストンリングとピストンピン、バルブとそのスプ

リング、カムシャフト）は交換することはできない。封印の位置はテクニカ

ルディレクターによって承認されなければならない。ゆえに： 

 

a) シリンダーヘッドカバーはシリンダーヘッドから取り外すことはできな

い。エンジンデザインが、シリンダーヘッドを取り外さずにバルブクリ

アランスおよび／もしくはカムチェーンメンのテナンスを可能にしてい

る場合、（もしあれば、）封印を破損せずにカムシャフトおよびロッカー

アームを取り外すことはできない。 

 

b) シリンダーヘッド、シリンダー（ある場合）はエンジンから取り外すこ

とができない（例：シリンダーヘッドはシリンダーに、シリンダーはエ

ンジンクランクケースにそれぞれワイヤーで固定されている） 

 

c) クランクケースを開けることは認められない（例：クランクケースの両

半分がワイヤーでつながれている） 

 

     ワイヤリングの封印を取り外さなくてもアクセスできるパーツはすべて交

   換可能である。テクニカルディレクターや担当者の監視外で封印やワイヤリ

   ングの開封もしくは取り外しを行った場合、「エンジンの改造」とみなされ、

   封印が切られたり、改ざんまたは損失したエンジンは割り当て上、新エンジ

   ンとみなされる。 

 

 14 何らかの理由により参加者が上記の割り当てを越えてさらなるエンジンの使

   用を必要とする場合、新エンジンを使用する前にテクニカルディレクターに

   対してその旨を通知しなければならず、レースディレクションは競技規則に

   沿って適宜ペナルティーを科す(事項 1.21.20)。 

 

     破損したエンジンは割り当て数から削除され、それが再度使用される場合は

   新エンジンとして扱われ、適切なペナルティー科される。 
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 15. 封印の破損や除去がされない限り、封印された割り当て済みエンジンのマシ

   ンへの搭載と使用可能回数に制限はない。ライダーの割り当て内で、封印済

   みの別のエンジンへの交換（新規もしくは使用済み）は罰則の対象とはなら

   ない。 

 

 16. 上記の例外として、以下の条件が適用される場合、チームはテクニカルディ

   レクターに封印を破ることを申請することが可能である： 

  

a) 許可はテクニカルディレクターの裁量で付与されるもしくは付与されな

いことがある。 

 

b) 許可された作業は全てテクニカルディレクターと担当者の監視の下で行

われる。 

 

c) 以下が唯一の目的である場合： 

    クラッシュに起因するエンジン部品の検査、クリーニング、損傷の修復

  のため。 

  テクニカルディレクターの監視での作業中に変換可能な部品は、テクニ

  カルディレクターによって限定された衝突被害を表わす動かないアイ

  テム（例：カバー、ケースおよび関連シール）に限定される。 

 

2.6.3.5 電子制御 

 2. タイヤの温度／圧力センサーの使用は全クラスにおいて許可されている。 

 

 Moto3 イグニッション、電子機器、データロガー 

 21. a) シリーズオーガナイザーによって供給される、イグニッション／燃料噴

  射電子制御装置(ECU)* に限り使用が認められる。この ECU は一つの 

  点火ドライブの最大値を持ち、エンジン RPM リミッターを含む。また 

  オーガナイザーによって供給された ECU のハードウェアおよびソフト

  ウェアに修正を加えてはいけない。ECU からアクチュエータに信号を 

  変更するための追加の装置もしくはモジュールの使用は禁止されてい

  る。インジェクター、バイパスシステム、およびイグニッションは、オ

  リジナルで変更されていない ECU によって独占的に操作されなければ

  ならない。 

 

     b) ECU メーカーによって供給される ECU ソフトウェアの唯一の公式「レ

  ース」バージョンは、ECU 設定ファイルを変更するチームによって使 

  用可能である。チームに許 可されている唯一の変更とは、このソフトウ

  ェアに含まれている設定（チューニング）オプションである。 

 

  公認エンジンの唯一の公式メーカー（またはその正式代表者）は、新し

  い設定ァイル（すべての顧客に利用が可能でなければならない）を提供

  してもよい。またメーカー は既存の設定ファイルを変更するために「フ

  ァクトリー」バージョンのソフトウェアを使用することが許可されてい

  る。 
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     c) 競技会のフリープラクティス 2 の終了 4 時間以内に、各メーカーは承認

  を得るためにテクニカルディレクターおよび公式 ECU サプライヤーに

  その競技会および将来の競技会で使用を希望する新しい設定ファイル

  を提出しなければならない。 

 

  ・ 設定ファイルが提出された後は、ECU ソフトウェアライセンスの 

    「レース」バージョンで許可されているもの以外、変更は許可され

    ない。 

 

  ・ どの設定ファイルが使用のために承認されているのかをすべての顧

    客が知っていることを確認することはメーカーの責任である。 

 

  ・ 一旦承認された全ての設定ファイルは、メーカーがそのファイルの

    削除を要求しない限り、シーズンの終わりまで承認リストに載る。 

 

d) テクニカルディレクターは、いずれのマシンに搭載された ECU につい

ても、同仕様のスタンダードのものとの交換を、いつでもチームに要求

することができる。 

 

e) 公式の ECU にはデータロガー*が含まれる。他の追加のデータロガーは

許可されない。 

  データ解析ソフトウェアは制御されない。 

 

f) ワイヤリングハーネスに接続されているデータロガーダウンロードケー

ブルは、承認された標準タイプまたはそれと完全に互換性のあるもので

なければならない。コネクターのタ イプと接続の詳細については、公式

ECU サプライヤーによるオンラインドキュメントに詳述されている。* 

 

   備考：*この記号が付されている特定された全ての ECU および電子アイテム

  の詳細はウェブサイトで入手できる：http://www.dellorto-pe.com/ 

 

 22. 強制エンジン管理機能 

    点火およびセンサーを含む、強制的なエンジン管理機能およびデザインの

    詳細は、付録の表 3 を参照。 

 

 23. 推奨エンジン管理機構 

    推奨エンジン管理機構および、タイミンクパターン、O²センサー、ノック

    センサー、アイドル制御、ダッシュボードを含む電子機器および設計の詳

    細は付録の表 4 を参照。 

 

 24. 強制公式初期マッピングおよび公式 ECU と互換性のある新しいエンジン

    のセットアップ手順がある。初期マッピングオプションの詳細は付録の表

    5 を参照。 

 

 

http://www.dellorto-pe.com/
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2.6.3.6  燃料系統 

 Moto3 クラス燃料系統 

 15 最大相対燃料圧は 5.0 Bar とする。 

 

 16. 可変長インレットトラクトシステムは認められない。 

 

 17. スロットルボディーに付き 1 つのみのスロットル制御弁はライダーによっ

   て電力需要の制御が許可されている。それはライダーのみで操作される機械

   式（例：ケーブル）で独占的に制御されている。他の動力移動装置（インジ

   ェクターとアイドル制御空気バイパスを除く）はエンジン吸気バルブの入口

   管で許可されていない。ライダーのインプットとスロットルの間に機械的接

   続の割り込みが入ることは許可されていない。 

 

 18. ECU*によって制御されるエアバイパスシステムの手段による、アイドル

   回転数（エンジンブレーキを含む）の調整が許可されている。そのようなエ

   アバイパスの最大値は 12 ㎜の相当の直径であり；制御システムはバタフラ

   イ型制御弁を含むことができる。 

 

 19. フュエルインジェクターは、エンジンの吸気バルブの上流に設置しなけれ

   ばならない。 

 

 20. 公式 ECU*により制御される、スロットルボディーにつき最大 2 つの燃料

   噴射器、および 2 つの独立した燃料噴射装置ドライバーが許容される。 

 

 21. エンジンサンプブリーザーガス以外の、空気／燃料混合気は、吸気管およ

   び燃焼室で許可されている。 

 

2.6.3.7  エキゾースト 

 1. エキゾーストの排出口は、リアタイヤの端に沿って直線に引かれた垂線より

   後ろに突出してはならない。 

 

 2. 安全上の理由から、エキゾーストパイプの露出した端部は鋭利な面とせず丸

   みをつけなければならない。 

 

 3. 可変長式エキゾーストシステムの使用は認められない。 

 

 4. 排気ガス再循環（EGR）システムの使用は認められない。 

 

 Moto3 クラスエキゾースト： 

 11. 可動部品（例：バルブ、バッフル）は排気システムで許可されていない。 

 

 12. エキゾーストは Moto3 シャーシホモロゲーション規則（事項 2.6.4）での

   規制がないため、エキゾーストサプライヤーの選択は自由とする。 
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2.6.3.8 制御システム 

 １．MotoGP クラスについては、油圧および／または空気圧動力システムはシリ

  ンダーの吸気口／排気バルブスプリングを除き、いずれも使用を認められない。

  以下に明確化されているように、マシンに搭載された油圧系統は、いずれもラ

  イダーの手動操作によってのみ作 

    動すること： 

 

   ・ ブレーキ／クラッチ用のマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

     一般的な油圧制御は認められる。 

 

   ・ 空気圧エンジン弁閉鎖システムは MotpGP クラスに限り認められる。 

 

   ・ エンジンの潤滑／冷却用のオイル／水ポンプは使用を認められる。 

 

 ・ 潤滑、冷却以外の目的（油圧制御システムなど）でのエンジン潤滑オイルの

    使用は認められない。 

 

 2. 油圧式および／または電気／電子システムによって駆動される可変バルブ

   タイミング可変バルブリフトシステムの使用は許可されない。 

 

2.6.3.9  トランスミッション 

 1. ギア比は最大 6 速が認められる。 

   

 2. ツインクラッチトランスミッションシステム（DSG）の使用は認められない。 

 

 3. 無段変速機（CVT）の使用は認められない。 

 

 4. 自動変速装置は不可とされる。クイックシフターの補助機能が付いたマニュ

  アルトランスミッションの使用は認められる。 

 

Moto3 クラストランスミッション 

  11. 各ギアスピードのための 2 つの可能なギヤ比、およびプライマリドライブギア

  のための３2 つの可能な比の最大値が許容される。チームはシーズンの初めに、

  各ギヤのために選択された 2 つのギヤ比を申告する必要がある。そしてこれら

  の比率だけが全シーズン中に使用可能となる。 

 

  12. ギヤボックスシステムは、従来のタイプでなければならない。つまり：ギアの

  不可欠な部分であるエンゲージドッグがついたコンスタントメッシュは、シフ

  トフォークとシフトカム、またはドラムによって、1 セットのギアだけが一度

  に係合して、作動する。いわゆる「シームレスシフト」（自動マニュアルトラ

  ンスミッション、即時ギヤチェンジシステム（IGS）等として知られている）

  は許可されない。 

 

    13. エレクトロメカニカルおよび／またはエレクトロハイドロクラッチ作動システ

 ムは認められない。 



 136 

2.6.3.10 素材 

  備考：ここでの「X 系合金」や「X の材料」は要素 X(例えば鉄、鉄または鉄系

   合金)は％w/w のもとに、合金の中でも最もすぐれた要素でなければならない

   ことを意味する。 

 

  1. フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアームスピンドル、

     ホイールスピンドルの構造にチタンを使用することは禁止される。ホイー

      ルスピンドルについては軽合金の使用も禁止される。 

 

  2. クランクシャフトとカムシャフトの基本構造は鉄材質、スチールまたは鋳

      鉄製のものでなければばらない。クランクシャフトに異なる材料を組み込

      むことはバランスを保つことを目的とした上で使用が認められる。 

 

  3. ピストン、シリンダーヘッドおよびシリンダーブロックについてはカーボ

      ンまたはアラミドファイバーを強化素材として用いた複合構造であっては

      ならない。 

 

  4. ブレーキキャリパーには弾力係数 80 Gpa 以下のアルミニウム素材を使

      用しなければならない。 

 

  5. 車両およびエンジンのいかなる部分にも弾力係数 50 Gpa/(g/cm3)以上

      の金属素材を使用してはならない。 

 

  6. MMC（金属マトリックス複合材料）と FRM（繊維強化金属）の使用は禁

      止される。 

 

  8. Moto3 クラスにおいては、以下の材料の制限が適用される： 

 

    a) エンジンクランクケース、シリンダーブロック、シリンダーヘッドは

          鋳造アルミニウム合金から作られていなけれればならない。 

 

       b) ピストンはアルミ合金から作られていなけれればならない。 

 

       c) ピストンピンは鉄材質で作られていなけれればならない。 

 

       d) コンロッド、バルブ、バルブスプリングは鉄材質またはチタン系合金

          のいずれかから作られていなければならない。 

 

2.6.4 シャーシ 

 Moto3 シャーシホモロゲーションおよびサプライ 

a) ローリングシャーシに限り、Moto3 に参戦しているいずれか一つのエンジン

メーカーによって供給されることができる。当該メーカーがシャーシもしく

はコンポーネントを提供するた めに下請け業者（複数可）もしくは独立系サ

プライヤー（複数可）を指名することができるが、コンプリートシャーシの

ホモロゲーション、価格および販売の責任はメーカーに委ねられる。 
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b) 各メーカーは、自社のシャーシのひとつのバージョンおよび第三者が供給す

るシャーシのひとつのバージョンを使用可能にするために認定を許可される。

チームは前シーズンの公認シャーシを使用いてもよい。 

 

c) ホイールおよびエキゾースト（以下の f.および h.参照）を除いた、コンプリ

ートローリングシャーシおよびパフォーマンスパーツは、各シーズン 1 月 31

日がホモロゲーション期限として、公認される。ホモロゲーションにはモー

ターサイクルに必要とされる全パーツの価格リストの提出も含む。その合計

はコンプリートシャーシパッケージ価格の 120％を超えてはならない。 

 

d) ホモロゲーション用にテクニカルディレクターから要求された技術詳細、図

面もしくはサンプル部品の提出期限はシーズン最初のレースの車検終了時で

ある。その技術情報及び図面は、テクニカルディレクターが独自に判断し要

求する詳細及び情報の内容を満たすものでなければならない。 

 

e) コンプリートローリングシャーシ（エンジン、ECU／データロガー、トラン

スポンダーのみを必要とする）の価格は 85,000€（付加価値税を除く、貨

物運賃を除く）が上限とされる。ローリングシャーシを製作するために必要

とされるすべての部品、ホイール、エキゾーストシステム及びパフォーマン

スパーツリストに含まれないパーツを含む、が供給されなければならない。

価格はシーズン中に提供されるあらゆる更新パフォーマンスパーツの価格を

含む。（下記 g.を参照） 

 

f) 下記の項目は「パフォーマンスパーツ」として指定され、また、承認されな

ければならない。公認パフォーマンスパーツのみ GP イベントで使用が認め

られる。： 

 

  シャーシ 

  スウィングアーム 

  ラヂエター及び/または熱変換装置 

  エアボックスコンプリート（ブリーザー、キャッチタンク及び関連コ

ネクションを含む） 

  シート 

  ボディーワーク（スクリーンを除く） 

 シート/ボディーワークは素材のみを取り除くことによる改造が認められ

 る。 

 

  燃料タンク 

  サスペンション（内部および設定部品*を除く） 

 

 *内部サスペンション部品は公認および管理されない。それらはチームも

 しくはサスペンションメーカーによっていつでも変更もしくは変換され

 てよい。 
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     g)  パフォーマンスパーツとして指定された各シャーシの構成は最大でシー

 ズンに一度、更新をすることができる。いかなるアップデートされたパー

 ツも、同時にそのメーカーの全ての顧客に使用可能である必要がある。ア

 ップデートパーツの追加注文は、元の部品の価格を超えないよう、メーカ

 ー指定の価格リストごとに請求される。 

 

     h)  パフォーマンスパーツとして指定されていない残りのシャーシパーツは、

 承認される必要がなく、以下の条件の下で、必要に応じて更新または無償

 で供給という形で交換することが出来る。ただし、マニュファクチャラー

 によって供給されるローリングシャーシコンプリートはこれらの部品全

 てを含んでいなければならない： 

 

2.6.4.1 重量 

 1. 以下が許容される最低重量である： 

 

    Moto3 マシン ＋ ライダー １５２149 ㎏ 

 

 2. 最低車両重量を満たすためにバラストの追加が認められる。 

 

 3. 車両重量は初回の車検にて検査される。しかしメインの重量検査は、プラク

  ティスセッション終了後あるいはレース終了後に実施される。マシンの重量は、

  競技出場時の状態、すなわち燃料タンクを搭載した状態でノーマルレベルのオ

  イルと水に加え、計時用トランス ポンダー、カメラ機材、電子データログ機

  材等の追加装備品を搭載した状態で計測される。 

 

    Moto3 クラスの重量検査では、フル装備のライダーとマシンの合計が重量と

  なる。プラクティス中にランダムウェイトコントロールが指定計測エリアにお

  いて行われる場合がある。 

 

2.6.4.2  安全性と構造基準 

 注：図１，２，３も参照のこと。 

 

 1. シャーシデザインと構造 

    シャーシはプロトタイプのものであるとし、FIM グランプリ技術規則の定め

  る範囲内で、そのデザインや構造は自由とする。プロトタイプ以外の車両（つ

  まり一般公道用として製作されるシリーズプロダクションなど）のメインフレ

  ーム、スイングアーム、燃料タンク、シートおよびフェアリング／ボディーワ

  ークの使用は認められない。 

 

 2. スロットルツイストグリップ 

  スロットルツイストグリップは、手を離したときに自動的に閉じられるものと

  する。 
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 3. ステアリング 

   a) ハンドルバーの幅は最低 450 ㎜とし、先端はソリッドまたはゴムで覆

   われたものとする。ハンドルバーの幅とは、ハンドルバーグリップまた

  はスロットルツイストグリ ップの外側の間隔を測定されたものとする。 

 

   b) ステアリングは中心線の両側に最低 15°にわたって可動しなくてはな

  らない。 

 

   c)  ステアリングロックした状態で、ハンドルバーと燃料タンクフレームお

  よび／または車体の間に、最低 30 ㎜のクリアランスを確保するために、

  ストップを設置しなければならない。 

 

 4. フットレスト 

  フットレストの先端は丸みがあり、中空でなく径が最低 8 ㎜の球状である事。 

 

 5. ハンドルバーレバー 

  レバーの長さは回転軸から測定して 200 ㎜以上あってはならない。 

 

 6. クリアランス 

   a) マシンは荷重のかからない状態で、タイヤ以外が路面に接しないまま垂

     直状態か ら 50°の角度で傾けることが可能でなければならない。 

 

   b) サスペンションおよびリアホイールアジャストメントのポジションに

     かかわらず、タイヤの円周に沿って常に最低 15 ㎜のクリアランスがな

     くてはならない。 

 

 7. ブリーザーパイプ 

  エンジンまたはギヤボックスからのブリザーパイプは、エアボックスおよび／

  もしくは適切な容器に排出しなくてはならない。 

 

 8. チェーンガード 

  チェーンガードは、リアホイールのロワードライブチェーンとファイナルドラ

  イブスプロケットの溝の間に挟まれないように取り付けられていなければな

  らない。 

 

 9. エンジンカバー 

  側面のエンジンカバーにはオイルが含まれており、衝突時に地面と接触する可

  能性があるので複合材料、例えばナイロンやカーボンまたはケブラー®で作ら

  れたセカンドカバーで保護しなければならない。アルミニウムまたはスチール

  からできているプレートおよび／またはバーも許可されている。これらすべて

  のデバイスは、突然の衝撃や摩耗に対して耐性があるようデザインされなけれ

  ばならず、適切かつ確実に固定しなければならない。 

 

 

  このような保護はテクニカルディレクターの指示により義務付けられている。 
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 10. タイミングトランスポンダー 

   a) 全てのマシンは、正しい位置に、エントリークラスに対して正しいタイプ

    の計時トランスポンダーを取り付ける必要がある。トランスポンダーはオ

    フシャルタイムキーパーにより承認または供給されたものでなければな

    らず、タイムキーパーの助言およびテクニカルディレクターの承認したマ

    シンの位置に固定しなければならない。 

 

  b) トランスポンダーは、マシンがピットまたはトラック上にあろうとも、ラ

    イダーがエンジンを切ったとしても常に電源が供給されるものでなけれ

    ばならない。 

 

    c)  X2 トランスポンダーが能を最大限に発揮し十分な冷却を得るためにモ

    ーターサイクルの前部ラヂエターの下、モーターサイクルの後方に 10cm

    以内の誤差内で取り付けられていなければならない。フェアリングは、ト

    ランスポンダーの下に下記寸法を持つケブラーウィンドーがなければな

    らない。 

  -  トランスポンダー本体より前部に 6cm、後部に 6cm、また両側に

      3cm をカバ ーしていなければならない。トランスポンダー及びケブ

   ラーウィンドーは、メタリックテープまたはその他トランスポンダー

   機能を妨げる材質のもので覆われてはならない。 

 

   d) トランスポンダーは、ワイヤリング、電源、データーやシグナルの入力／

   出力を含め、オーガナイザーからの要求通りに完全に機能する必要がある。

   シグナルがマシンに表示される必要がある場合、テクニカルディレクターの

   承認によって表示装置（例えばダッシュボード）が適合され、完全に機能さ

   れなければならない。表示されるべきシグナルの最新のリストについては付

   録の表７を参照。 

 

 11. オンボードカメラ 

     オーガナイザーが車載カメラの搭載を、事項 1.21.13 に記載されている通

   り、チームに要請した場合には、カメラとその付属機器は全てのプラクティ

   スセッションおよびレース中、またはオーガナイザーの要請通りに、搭載さ

   れていなければならない。 

 

     カメラと付属機器は遅くとも競技会のプラクティス初日の前日午前 10 時ま

   でに搭載を指定されたチームに供給される。 

 

     チームは、カメラ装着の供給を委託された業者が搭載作業を行いやすいよう、

   妥当な範囲で関係者を受け入れ協力しなければならない。 

 

   全ての車載カメラ装置は取付説明書に従ってオーガナイザーが指定したマ

   シンの場所に装着しなければならない。このような装着の詳細については前

   のシーズンの 7 月までにメーカーやチームに伝達される。 
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 12. セーフティーライト 

   全てのマシンには、レースディレクションの宣言で雨または視界が悪いコン

   ディションになったときのために、赤色ライト機能をマシンの後部に取り付

   けなければならない。チームは、レインタイヤが装着されているときはいつ

   でもライトがオンになっていることを確認する必要がある。 

 

   ライトは以下を遵守しなければならない： 

 

a) ライトの向きはマシンの中心線（マシン走行方向）と平行、かつ後方か

ら少なくともマシン中心線の左右両側に 15°の角度にはっきりと見え

なければならない。 

 

b) ほぼマシンの中心線上のシート／後部車体、テクニカルディレクターが

承認した位置に取り付けられる。取付位置や視界をめぐる問題が発生し

た際には、テクニカルディレクターが最終判断を下す。 

   

   c) 電源出力／同等光度：10－15W（白熱灯）、0.6－1.8W（LED） 

 

   d) マシンに座った時にライダーによってスイッチをオンとオフに切り替え

    可能。 

 

   e) セーフティーライト用電源はマシンのメインワイヤリングや電池から分

    離される。 

 

2.6.4.3  ブレーキ 

 1. マシンには各ホイールに最低１つ、独立操作のできるブレーキが装備されて

  いなくてはならない。 

 

 2. Moto3 クラスでは、非鉄材料のブレーキディスクのみが許可されている。 

  

 4. 全クラスにおいてブレーキディスクのセラミック複合素材の割合は質量の

  2%を超えてはならない。 

 

  セラミック素材とは、無機、非金属個体と定義されている。 

  （例：Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4） 

 

 5. 誤って別のマシンと衝突した際に作動するハンドルブレーキレバーを保護す

  るために、モーターサイクルは、ブレーキレバーのプロテクションを装着する

  必要がある。許容されるプロテクションには、正面から見てブレーキレバーを

  カバーするために十分に拡張されたフェアリングが含まれている。 

 

  このようなデバイスは効果的に機能するために十分な強度を持っていなけれ

  ばならない。また負傷またはそれに引っかかるなどライダーのリスクにならな

  いよう設計されなければならない。またそれは（テクニカルディレクターの判

  断で）危険なフィッティングとみなされないような装着が必要である。 
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  ブレーキレバープロテクションがブレーキシステムの一部（例：ブレーキマス

  ターシリンダー）に接触している場合、適切なブレーキ操作を妨げている旨を、

  ブレーキシステムメーカーはテクニカルディレクターに対して書面で正式に

  申し出る必要がある。 

 

 6. アンチロックブレーキシステム（ABS）の使用は許可されていない。ブレー

  キングはライダーの手動操作によってのみ作動コントロールする必要がある。

  ブレーキシステムのマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による従来

  の油圧制御は許可される。（事項 2.6.3.8 制御システム 参照）しかし電子的

  または機械的なシステムによるブレーキ圧の増加や制御は不可である。ライダ

  ーの直接的マニュアル操作は許される。具体的には、ライダーがブレーキを適

  用する際にロックする車輪を防ぐよう設計されたブレーキシステムは禁止さ

  れている。 

 

2.6.4.4  サスペンションおよびダンパー 

 1. 電気／電子制御式サスペンション、車高、ステアリングダンパーシステムの

  使用は認められない。サスペンションおよびステアリングダンパーシステムの

  調整は、人による手動操作と機械的／油圧式の調節装置により行われるものと

  する。 

 

2.6.4.5  燃料タンク 

 1. 燃料キャップは漏れ防止ができ、確実な封鎖機能を備えていなければならな

  い。 

 

 2. 燃料タンクブリーザーパイプには逆止弁を装着されていなければならない。

  燃料タンクブリザーパイプは、マシン 1 台に 1 つの最小容量 200 ㏄の適切な

  容器に排出しなければならない。 

 

 3. 全ての構造形式の燃料タンクには、難燃性素材が充填されているか、もしく

  は燃料セルブラダーで内部を覆われているものとする。 

 

  全てのクラスにおいて、非金属の複合素材製（カーボンファイバー、アラミド

  ファイバー、グラスファイバー等）でできている燃料タンクは燃料セルブラダ

  ーを備えているか、もしくは FIM 燃料タンク公認基準に明記されている、燃料

  タンク素材検査に合格した素材のものでなければならない。 

 

  燃料セルブラダーを持たない複合素材製の燃料タンクの場合、FIM 燃料タンク

  基準に合致している証明ラベルを貼付しなければならない。このラベルには、

  燃料タンク製造会社名、タンク製造年月日、および検査機関名が明記されてい

  ること。 

 

  各マニュファクチャラーは FIM/CCR 事務局宛てに、合格した燃料タンクの形

  式と燃料タンクラベルの写しを送付しなければならない。 
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  燃料タンク検査基準および基準に関する詳細は FIM より入手可能である。 

  ( http://www.fim-live.com/em/library/ ) 

  燃料セルブラダーは、FIM/FCB-2005 に適合するかまたはそれ以上のもので

  なければならない。上記基準の詳細は FIM より入手可能である。 

 

 4. 燃料タンクが車体にボルトで固定されている場合を除き、燃料タンクからエ

  ンジン／インジェクターシステムへの全ての燃料ラインは、セルフシーリング

  分離バルブを備える必要がある。このバルブは、燃料ラインのある部分が破損

  したり、燃料タンクに取り付けたり、引っ張り出したりした場合に必要積載量

  の 50％以下に分離される。 

 

 6. 燃料補給は、非圧力式の容器から行われるものとし、車両の燃料タンクは、

  人工的に大気圧以上の圧力をかけるものであってはならない。エアボックスと

  燃料タンク内の圧力を等しくするために、エアボックスを介して燃料タンクを

  大気に排出することは認められる。 

 

2.6.4.7  ボディーワーク 

 1. ウィンドスクリーンエッジ、また、その他すべてのフェアリングの露出した

  部分のエッジは丸みをつけられていなければならない。 

 

 2. ボディーワークの最大幅は、600 ㎜を超えてはならない。シートまたはその

  後方にある全ての物の幅は、450 ㎜を超えてはならない。（エキゾーストパイ

  プは例外とする） 

 

 3. ボディーワークは、フロントタイヤの前端から垂直に引かれた線とリアタイ

  ヤの後端から垂直に引かれた線からはみ出してはならない。この測定は、サス

  ペンションが完全に伸びた状態で測定される。 

 

 4. 横から見た場合、下記が見えていなければならない： 

 

   a) 最低 180°にわたるリアホイールリム 

 

   b) マッドガード、フォーク、または着脱式のエアーインテークに覆われた

    部分を除くフロントホイールリム全体 

 

   c) 上腕を除き、ノーマルポジションに座ったライダー 

 

   注：上記の規則を回避するために、透明の材質を使用することは禁止される。 

  上記の規則に関して、ブレーキパーツまたはホイール用のカバーは、ホ

     イールリムの視界を遮るボディーワークとは見なされない。 

 

 5. モーターサイクルのいかなる部分も、リアタイヤの後端から垂直に引かれた

  線より後方に突出してはならない。 

 

 

http://www.fim-live.com/em/library/
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 6. シートユニットとライダーの着座位置の後方に設けられる垂直部分は、（約）

  150 ㎜までとする。シートパッドまたはカバーを除くライダーのシーティン

  グポジションのフラットベースの上部表面に対して 90°で計測される。

  シートユニットに装備されているいかなるオンボードカメラ／アンテナもこ

  の計測には含まれない。 

 

 7. マッドガードの装着は、義務付けられていない。装着された場合、フロント

  マッドガードは、以下に記す場所より先に突出してはならない： 

 

  a) フロントホイールスピンドルを通る水平線から上と前に 45°に引かれた

   直線より前。 

 

   b) フロントホイールスピンドルのリアまで水平に引かれた線より下。 

 

  サスペンションレッグおよびホイールスピンドルに近いマッドガードマウン

  ト／ブラケットおよびフォークレッグカバーとブレーキディスクカバーは、マ

  ッドガードの一部とみなされない。 

 

 8. ウィングは、フェアリングあるいはシートと一体化しており、フェアリング

  とシートの幅あるいはハンドルバーの高さを超えない場合には装着が認めら

  れる。 

 

   全てのウィングエッジは、最低半径 2.5ｍｍの丸みをつけなければならない。 

 

  動くエアロダイナミックデバイスは禁止されている。 

 

 9. ロワーフェアリングは、取り付けられていなければならず、エンジンの破損

  時に、エンジンに使用されるエンジンオイルおよびエンジンクーラントの総量

  の最低半分（Moto2 クラス最低 5 リットル）を許容できる構造になっていな

  ければならない。この測定はモーターサイクルにフェアリングが取り付けられ

  ている状態で行われる必要があると、同時に、両方の車輪が地面についており、

  モーターサイクルは水平に対して 90°で直立している状態で行われる。 

 

  ロワーフェアリングには、25 ㎜の孔が最大 2 つ開けられているものとする。

  これらの孔は、ドライコンディション時には閉じられ、レースディレクターが

  ウェットレースコンディションを宣言した場合、開けられなければならない。 

 

2.6.4.8 ホイールリム 

 1. 許可されるホイールリムのサイズは下記の通りである： 

   フロント       リア 

  Moto3 2.50×17 インチのみ  3.50×17 インチのみ 

 

 2. 全クラスにおいて、複合構造ホイール（炭素繊維、ガラス強化繊維または同

   等の物などを含む）の使用は認められない。ホイール構造に許可される素材

   は、マグネシウムとアルミニウム合金である。 
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 3. 全てのホイールは、文書「FIM ホイール基準 グランプリ 2015」で公開さ

   れている基準に準拠する必要があり、ホイールメーカーによって認定されな

   ければならない。 

   （http://www.fim-live.com/en/libraryモーターサイクルパーツ基準を参照 ） 

 

   下記の手順がとられる。 

   ・ 異なったデザインの各ホイールまたはモデルは FIM 基準に記載されて

     いるテストに合格していなければならない。 

 

   ・ そのデザインまたはモデルの各ホイールにはタイヤに取り付け状態で

  視認でき、そのホイールに定められている識別コードまたはモデルコー

  ドが恒久的に記されていな ければならない。 

 

   基準テストを合格した個々のデザインまたはモデルは、ホイールマニュファ

   クチャラーによって、当該ホイールが 2015FIM グランプリホイール基準で

   ある公認基準に準拠している旨を記載した証明書が発行されなければなら

   ない。 

 

   ・ この遵守証明書は、MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルド

     リッジ danny@irta.org.uk）及び FIM 国際技術委員会（CTI）コーディ

  ネーター（チャールズ・へネカム Charles.hennekam@fim.ch）に送 

  られなければならない。この証明書コピーは、購入者に、購入した公認

  ホイールとともに渡さなければならない。 

 

 4. ホイールは、Moto3 クラスシャーシ公認基準（事項 2.6.4）に含まれておら

  ず、ホイールサプライヤーの選択は自由とする。 

 

2.6.4.9  タイヤ規制 

 1. 全クラスにおいて、公式テストを含むグランプリ競技会において使用できる

  のは、各クラスの公式タイヤサプライヤーのタイヤのみとする。 

 

  オフィシャルタイヤサプライヤーは、競技会にエントリーしている全てのラ

  イダーに十分な数のタイヤを供給しなければならない。 

 

  各競技会に使用されるタイヤの仕様は、タイヤサプライヤーにより決定され

  る。関連クラスおよび／または指定された各仕様の同一タイヤは全てのライダ

  ーに提供されるものとし、また全ライダーに提供されるタイヤの総本数は均等

  であること。 

 

  タイヤはオフィシャルタイヤサプライヤー、テクニカルディレクターおよびオ

  ーガナイザーとの協議の上、合意されたパラメーターに従って使用しなければ

  ならない。パラメーターには圧力、温度、またはその他の利用ガイドラインが

  含まれている。チームは、いかなるときでもテクニカルディレクター、その担

  当者、および公式タイヤサプライヤーによってタイヤパラメーターのチェック

  の要求を受けた場合には、その要求に従わなければならない。 

http://www.fim-live.com/en/library
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 2. 公式プラクティス開始前の 2 日間に、タイヤサプライヤーは、競技会で使用

  するタイヤの仕様、本数および認証マークを含む詳細をテクニカルディレクタ

  ーへ、提出しなければならない。 

 

  テクニカルディレクターとその担当者は、各出場ライダーに使用を限定された

  タイヤを分配する。（事項 2.6.4.9.3 のとおり）各々のタイヤの分配は、無作

  為に行うことを基本とし、タイヤサプライヤー、チームおよびライダーが関与

  しないようにする。 

 

  タイヤ分配終了後にライダー変更がある場合、代替ライダーは、元のライダー

  に分配されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 3. グランプリ競技会において、各ライダーは、タイヤ本数と仕様が各大会で下

  記の通り制限される： 

 

   C. Moto３クラス 

   全てのプラクティスセッション、ウォームアップおよびレースを通じてスリ

   ックタイヤ本数は最大 17 本とされ、内訳は： 

 

   フロントスリックタイヤ：  

   フロント 8 本、2 本の標準スペックでのみ（S, M, H）構成される 

 

   リアスリックタイヤ：  

   リア 9 本、2 本の標準スペックでのみ(S, M, H)構成される 

 

   フロントおよびリア両方のタイヤにおいて、各イベントで可能な仕様と各ラ

   イダーに割り当てられる各仕様の本数はオフィシャルタイヤサプライヤー

   によって決定される。全てのライダーは均等なタイヤの割り当てを受ける。 

 

   ウェット/レインタイヤの本数は制限されていない。しかしながら、オフィ

   シャルタイヤサプライヤーから供給された当該仕様のウェットタイヤのみ

   が使用される。タイヤサプライヤーは各ライダーにウェット/レインタイヤ

   を 3 セット（全プラクティスセッションがウェット宣言されている場合には

   4 セット）使用できるよう着手する。前の競技会でチームによって保管され

   ていた正しい仕様のタイヤを使用することは許される。 

 

 4. a) ライダーは、（事項 2.6.4.9.3 の記載の通り）彼／彼女に分配されたタイ

    ヤのみ使用が認められる。 

 

    b) タイヤは個々に識別されるため、チームメート間を含むライダー間の交換

    が禁止されている。また、テクニカルディレクターの許可がある場合を除

    き（例：事項 2.6.4.9.8 に該当する場合など）、分配後にタイヤサプライ

    ヤーによって交換されてはならない。 
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    c) タイヤの分配後に、タイヤサプライヤーが必要と判断する場合を除き、タ

    イヤの性能（タイヤウォーマーの使用は例外）に影響を及ぼすようなハン

    ドカット、その他の行為、処理などにより、タイヤを著しく変化させるこ

    とは一切認められない。そのような加工は タイヤサプライヤーのみ

    に許可されるものであり、その場合は全ライダーに対し平等に実施される。 

 

 5. 各分配されたタイヤは、そのタイヤ仕様がマーキングされ、固有のシリアル

   ナンバーを付した公式の識別ラベルが貼られなければならない。もし、ラベ

   ルの破損や損失があった場合は、タイヤ会社はタイヤの仕様について、テク

   ニカルディレクターに満足のいく説明をしなければならない。タイヤは、使

   用前後のいかなるときでも、規則に適合しているか検査を受ける場合がある。 

 

 6. レースが中断された場合、ライダーは、レース再スタートの際にも最初に割

   り当てられ刻印されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 7.  稀なケースとして、（例えばタイヤフィッティングの段階で）タイヤが偶発

   的に破損し、テクニカルディレクターが使用不可と判断した場合、テクニカ

   ルディレクターの承認を受け、同仕様のタイヤへの交換が認められる。その

   場合、交換されたタイヤには刻印が施され、当該ライダーの割り当て本数に

   含むものとする。ダメージを受けたタイヤは割り当て   分より除外

   され、再び割り当てられることはない。 

 

   一旦使用された（すなわちピットレーンを出た）タイヤは、損傷や欠陥を理

   由に交換することを認められない。ただし以下の条件に該当する場合を除

   く： 

 

a) タイヤサプライヤーが、タイヤの破損は製造工程上の欠陥やタイヤフィッテ

ィングの問題（すなわちチームのコントロール外）により生じたものであり、

衝撃、切断、摩耗または事故 など、その他の理由によるものではないとい

うことを、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

b) タイヤサプライヤーが、破損の度合いが高く、タイヤの使用には安全上問題

があると、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

c) レースの 3 分の 2 以上走っているとみなされているタイヤは、交換を考慮さ

れることはない。走行距離についてはタイヤサプライヤーとの協議の上、テ

クニカルディレクターによって のみ判断が下される。またチームはクレーム

を裏付けるためにラップチャートやロガーデータなどの情報の提出を求めら

れることがある。 

 

   交換が許可されるかどうかという決定については、テクニカルディレクター

   の判断が最終決定となる。 
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d) タイヤ交換が認められる場合、損傷したタイヤと同じ仕様の中から、テクニ

カルディレクターおよび／またはその担当者が任意に選択したタイヤが割り

振られる。 

 

 8. 大会期間中、安全を損なうような異例の不測事態がタイヤサプライヤーに生

   じ、その供給を受けているライダーが安全にレースに臨むことができない場

   合、タイヤサプライヤーはテクニカルディレクターおよびレースディレクシ

   ョンに対し、その問題を早急に報告しなければならない。 

 

   適切なタイヤの再割り当てはテクニカルディレクターの監視の下で行われ

   る。再度割り当てられるタイヤについては、全てのライダーに対して同じ仕

   様と本数となり、本数はタイヤサプライヤーとテクニカルディレクターの協

   議の上で決定される。 

 

 9. テスト、Moto3 クラス： 

   D)  冬季およびレース終了後のテスト全般において、ライダーが使用できる

     タイヤの本数と仕様は毎回のテストにおいて制限される。各テストに持

  ち込まれる仕様と本数は、タイヤサプライヤーによって決定される。テ

  ストに参加する全ライダーには、標準スペックのタイヤが均等に割り当

  てられる。 

 

   タイヤサプライヤーは、タイヤ開発の目的のために、異なった仕様の追加のタ

  イヤを提供することもできる。あらゆる開発タイヤの分配は、単にタイヤサプ

  ライヤーの裁量による。 

 

2.6.4.10 ナンバーとバックグラウンド 

 1. レーシングナンバーは、中央の位置にマシンフェアリングの前部に装着しな

   ければならない。リアまたはサイドナンバーはオプションとする。 

 

 2. 数字の縦寸法は、最低 140 ㎜でなければならない。 

 

 3. ナンバーは読み取りやすく、シンプルなフォントで、バックグラウンドに対

   し目立つ色彩で表記されること。 

 

   Moto3 クラスの場合、ナンバーはバックグラウンドと強く対比し、単一色

   でなければならない。異なる色の小さなアウトラインは許可される。二桁の

   番号は、背景色が数字の間に表示されるよう、数字の間隔を（最低 10 ㎜）

   あける必要がある。反射仕上げは（例：銀、金など）許可されない。 

 

 4. バックグラウンドは単色とし、番号の周囲に最低 25 ㎜の余白があるものと

   する。 

 

   Moto3 クラスにおいて、反射仕上げは（例：銀、金、など）許可されてい

   ない。 
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 5. Moto3 クラスにおいて、複数のライダーがいる場合、異なるナンバー及び

   ／または異なるバックグラウンドを使用することでライダーを区別する必

   要がある。 

 

 6. ナンバーの視認性に関する意見の相違がある場合には、テクニカルディレク

   ターの決定最終のものとされる。 

 

2.6.5  全般 

2.6.5.1 燃料およびオイル 

  

 1. 全てのモーターサイクルは、各レースクラスの FIM グランプリ仕様を遵守し、

  無鉛ガソリンを燃料としなければならない。 

 

 2. 無鉛ガソリンは下記の場合、FIM グランプリ仕様に合致しているものとみな

  される： 

 

 a) 下記の特性を持っている場合： 

特性 単位 最低 最高 テスト方式 

          

RON   95.0 102.0 ISO 5164 

MON   85.0 90.0 ISO 5163 

酸素 % (m/m)  2.7 ISO 22854 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 

蒸気圧 

（DVPE) 
kPa  90 EN 13016-1 

鉛 mg/L  5.0 EN 237 

１５℃での密度 kg/m3 720.0 775.0 ASTM D 4052 

酸化安定度 分 360  ASTM D 525 

ゴム存在量 mg/100mL  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 mg/kg  10 ASTM D 5453 

窒素 % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 

銅腐食 比率  Class 1 ISO 2160 

蒸留度：      

70℃で % (v/v) 22.0 50.0 ISO 3405 

100℃で % (v/v) 46.0 71.0 ISO 3405 

150℃で % (v/v) 75.0  ISO 3405 

最終沸点 ℃  210.0 ISO 3405 

残留物 % (v/v)  2.0 ISO 3405 

オレフィン（*） % (v/v)  18.0 ISO 22854 

芳香物質（*） % (v/v)  35.0 ISO 22854 

ダイオレフィン総

量 
% m/m  1.0 

GCMS/HPLC 

GCMS/HPLC 

外観   
  透明

で 
明るい 視覚による検査 
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   全てのテスト方式は正確なステートメントを含める。議論が生じた場合、テ

   スト方法の精度に基づいた結果の解釈と論争を解決するための手順、 ISO 

   4259 の記載事項を使用しなければならない。 

 

 b) 水素と炭素のみを含有の場合、5% m/m 未満の濃度において存在する個々

   の炭化水素成分の合計は、燃料の少なくとも 30% m/m でなければならな

   い。 

 

     構成物に関する規定は、以下の測定方法に従うものとする。 

 

     A ＝１００－ B － C 

 

     つまり： 

 

     A とは 5%m/m 未満の濃度において存在する個々の炭化水素成分（%m/m）

   の合計 

 

     B とは燃料に含まれる酸化物濃度の合計（% m/m） 

 

     C とは 5% m/m 以上の濃度において存在する個々の炭化水素の合計（% 

   m/m） 

 

   テスト方式はガスクロマトグラフィーによるものとする。 

 

 c) 各炭素数のナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃度は、下記の表に

  示される限度を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

 

    二環および多環オレフィンは許可されない。外気酸素が不在の状態で発熱反応

  を起こす可能性のある物質が燃料に含まれていてはならない。 

 

 d) 下記に記す酸化添加物は許可される： 

  メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、

  メチルターシャリーブチルエーテル、エチルターシャリーブチルエーテル、第

  三アミルメチルエーテル、ジ‐イソプロピルビニルエーテル、n-プロピルアル

  コール、第三プチルアルコール、n-プチルアルコール、第二プチルアルコール 

 

 e) マンガン（<1 ㎎/L）、鉛（<5mg/L）、鉄（<5mg/L）、およびニッケル（<5mg/L） 

    添加物はいずれも、上記記載の限度を超えてはならない。 

 

 

% m/m C4 C5 C6 C7 C8 C9+
ナフテン 0 5 10 10 10 10
オレフィン 5 20 20 15 10 10
芳香物質 1.2 35 35 30
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 f) Moto2 クラスで使用されるエンジン潤滑油は、指定されたオイルサプライヤ

  ーの設定するガスクロマトグラフィフィンガープリントに合致している限り、

  FIM グランプリ Moto2 仕様に準拠しているものとされる。 

 

 g)  Moto2 クラスの燃料とオイルの仕様は、オーガナイザーとオフィシャルエ

  ンジンサプライヤーとの協議の上で、指定された燃料とオイルのサプライヤー

  によって決定され、両者の合意を踏まえ随時変更される。 

 

 3.  Moto3 クラス 燃料とオイル： 

 a) 指定された燃料サプライヤーの燃料のみが許可される。この燃料は全ての公

  式競技会で使用が可能であり、FIM グランプリの仕様に準拠している。添加ま

  たは変更することなく、この燃料を使用することが必須である。 

 

 b) 指定されたオイルサプライヤーからエンジンオイルのみがクランクケース、

  ギヤボックス及びクラッチを含む全てのエンジンパーツに使用を認められて

  いる。このオイルは全ての公式競技会において使用が可能であり、関連クラス

  の FIM グランプリ仕様に合致している。提供されるオイルに一切の添加や変更

  を加えずに使用しなければならない。テクニカルディレクターにより、チーム

  やマシンに対するオイル抽出検査が随時要請される場合がある。 

 

 5. 燃料とオイルの承認 

   1． 選手権で使用される全ての燃料は、その燃料が使用されるレースの前に

  承認を受けなくてはならない。参加チームにガソリンを供給する燃料会

  社は、使用の適合性を調べ るために、10 リットル（2×5L）の燃料を、

  FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくてはならない。燃料が仕 

  様に適合した場合、テストレポート番号の付された明書が発行される。

  そのテストレポート番号は、レース出場前に該当するチームに 渡 さ れ

  なくてはならない。 

 

     2. Moto3 クラスにおけるエンジン潤滑用に、参加チームへオイルを供給 

  する全ての会社は、FIM/Dorna の指定する検査機関に、オイル 2 リッ

  トル（2×1L）を提出しな ければならない。オイルが仕様に適している

  場合、証明書が発行される。そのオイルを使用するチームには、証明書

  に付されたテストレポート番号が通知される。 

 

     3．木曜日の車検時に、各チームは使用する燃料とオイルに関して証明書に 

  記されたテストレポート番号を申し出る。この情報はグランプリごとに、

  各モーターサイクルのテ クニカルコントロールブックに記入される。 

 

  したがって、使用される燃料は、その燃料が使用されるレース直前の木

  曜日の午後までに承認されなくてはならない。 
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     4．グランプリサーキットで、プラクティス、ウォームアップ中、またはレ 

  ース後に燃料サンプルの提示が求められた場合、チームはグランプリテ

  クニカルディレクターに、 燃料およびオイルのテストレポート番号を

  申告しなければならない。誤った番号を申 告したチームには、ペナル

  ティーが科される場合がある。 

 

     5． 各燃料会社および／またはオイル会社はバッチ分析および基本的フィン

  ガープリントの確定に関する費用の支払いを研究所に対して行う責任

  がある。 

 

 6.  燃料サンプル採取および検査 

     1. グランプリテクニカルディレクターは、燃料サンプル採取の実施および

  管理の責任者となるシニアテクニカル車検員 1 名を任命する。 

 

     2．通常、燃料検査の対象として選択されるマシンは、上位 3 位の中から選

  ばれ、車両検査のため「パークフェルメ」に誘導される。 

 

     3．他の完走者も燃料検査のために、無作為に選ばれる場合がある。選ばれ

   たライダーのピットボックス入口に車検員が配置され、当該車両は直ち

  に車検員に引率されて車検 場または「パークフェルメ」に移動しなけれ

  ばならない。 

 

     4．検査される燃料は、ライダー名、チーム名および燃料の採取されたマシ 

  ン名の記された「A」と「B」の 2 本のボトル容器に移し替えられる。 

  ボトルはテクニカルディレ クターおよび／または車検員によって閉じ

  られ、封印され、そしてラベルを貼られる。 

 

     5．燃料サンプル用には新品のボトルのみが使用され、燃料を移すために 

  は新品の用具のみが使用される。 

 

     6．直ちに、燃料サンプル申告書に次のような記入が行われる。これはシー 

  ト例に明記されているように、すなわち当該ライダーおよびマシンの識

  別、採取実施日および場所 を含むすべての必要な情報を記載する。チー

  ムの担当責任者は、これら全ての情報が正しいということを確認した上

  で、申告書に署名する。 

 

     7．サンプル「A」は、燃料サンプル申告書の写しを添え、正式に指定され 

  た検査機関に送付される。燃料サンプルは、ガスクロマトグラフィーに

  より公認のガソリンおよび オイルと比較検査される。必要に応じて、オ

  クタン価向上剤や燃料促進剤が添加されていないことを確認するため、

  鉛、マンガン、鉄、ニッケル、窒素、および酸素を含 め、何らかの成分

  の濃度測定がテクニカルディレクターの要請により行われることが

  ある。 
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  もし GC 曲線に見られる偏差が、FIM/Dorna によりチームの使用が認 

  められていた別の燃料と混ざってしまったことを示している場合、燃料

  サンプルが事項 2.6.5.1.2 に記載されている FIM グランプリ仕様の範

  囲内である限り、当該燃料サンプルは適合 しているとみなされる。 

 

    サンプル「A」の分析費用は FIM/Dorna によって支払われる。 

 

      8．サンプル「B」は、抗議が生じた場合および／もしくは FIM の指定検査

  機関による再検査が必要とされる場合に備えた安全策として、FIM 指定

  の保管所に引き渡される。サンプル「B」の分析費用は、当該チームに 

  より支払われるものとする。 

 

   ９．両サンプルは、許可された輸送業者により運搬されるものとする。 

 

   10．検査機関は、サンプルを受け取った後、可能な限り速やかに燃料分析 

  結果をグランプリテクニカルディレクターへ送付し、さらにその写しを

  FIM に送らなくてはならない。 

 

   11．分析結果が規則に合致していないことが判明した場合、テクニカルデ 

  ィレクターは分析結果の受理後できるだけ早く、FIM、グランプリレー 

  スディレクションおよびライダー／チーム代表者にその旨を通知しな

  ければならない。 

 

    検査機関によるサンプル「A」の分析結果の報告を受けてから 48 時間 

  以内に、当該チームは FIM およびテクニカルディレクターに対して、サ

  ンプル B の二次的専門検査が必要か否かを通知しなければならない。 

 

    レースディレクションは、最終的な検査結果に基づき競技会会場で裁定

  を下す。その決定に対する抗議は、レースディレクションが裁定を下し

  たグランプリ大会に際し任命された FIM 審査委員会によって審問され

  る。 

 

  最終検査結果が出された後に開催されるグランプリがない場合、レース

  ディレクションはできる限り迅速に制定を下す。レースディレクション

  の決定に対する抗議はその 特定の目的のために指名された FIM 審査委

  員会により審問される。 

 

   12．公式検査機関の燃料分析の責任者はテクニカルディレクターに対し、 

  サンプル「B」の検査が行われる前に、サンプル「B」の識別とシール 

  状態が正確であるということを確認しなければならない。 

 

   13．事項 2.5.5.1.6.7 に記載されているように、サンプルがガソリンの承 

  認仕様に適合しないおよび／またはオクタン価向上剤や燃料促進剤が

  追加されていると判明した 場合、当該ライダーは自動的に選手権に失格

  したものとみなされる。 
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  競技者の燃料サンプル分析結果（サンプル「A」もしくは「B」サンプ 

  ル）は、競技者に有利な方が考慮される。 

 

   14．Moto2 クラスについては、上記の燃料サンプル抽出および検査手順が

  エンジンオイルにも適用される。オイルサンプルが、事項 2.5.5.1.2.（f）、

  に定める関連仕様に合致しない場合、テクニカルディレクターがその旨

  をレースディレクションに通知し、罰則が科される場合がある。 

 

 ７ 燃料温度 

   Moto3 クラスにおいて、マシンの燃料は、テクニカルディレクターによっ

   て測定される際に、外気温以下であってはならない。シンプルで取り外し可

   能な燃料タンクカバー以外の、燃料温度を外気温より人工的に低下させるい

   かなる装置の使用も禁止される。 

 

2.6.5.2 ライダーの安全装備 

 １．各契約ライダーは、各大会最低 2 セットの如何なる損傷も受けていない安全

   装備を準備して臨まなければならない。 

   準備しなければならない安全装備とは以下をいう。 

   ・ヘルメット 

   ・レザースーツ（ワンピース） 

   ・グラブ 

   ・ブーツ 

   ・バックプロテクター 

   ・チェストプロテクター 

 

   トラック上で活動する際は、常に装備を装着し、確実に留めていなければな

   らない。 

 

 ２．安全装備コントロール 

 a) シーズン第 1 戦の車検において、損傷を受けていない安全装備 1 セット（事

   項 2.6.5.2.1 参照）が提示され、下記について確認を受けなければならない。 

   ・ ヘルメット 事項 2.6.5.2.3.a に明記されている安全規格マーク 

   ・ レザースーツ、ブーツ、グローブ   

  各アイテムのモデル名は、事前にテクニカルディレクターに提出した自

  己保証に準拠したものと同じものでなければならない。 

     ・ バックプロテクター次の規格マークが貼付されていなければならない。 

  EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010  

      ・ チェストプロテクター テクニカルディレクターの判断による。 

 

 b) シーズン中、テクニカルディレクターは事項 2.6.5.2.3 に適合しているか確

   認のためにライダー装備の提出を要請する場合がある。提出された装備は、

   公式な指定試験機関に送られる。装備の提供及びテスト結果は下記のとおり

   とする。 

 ・ 装備マニュファクチャラ―は、複製品をテスト用に提供しなければならない。 

・ 転倒等により損傷を受けた装備は損傷を受けていない部分でテストを行う。 
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・ 基準値に満たずテストに不合格となったアイテムについては、当該アイテム

のマニュファクチャラ―は、彼らの経費で使用された装備の複製品を使用す

る更なるテストを要求する事が出来る。 

・ 初めのテスト及び追加のテストの双方で否定的な結果を得た場合、マニュフ

ァクチャラ―に夜自己保証は停止され、マニュファクチャラ―は問題部分を

修正し、証明しなければならない。 

・ 問題解決が出来ない場合、マニュファクチャラ―は不合格となった製品の供

給が認められない。 

 

 ３．ＦＩＭライダー装備の最低要件 

 a) ヘルメット及びバイザーの基準 

 ・ ヘルメットはフルフェースタイプでなければならず、以下の国際規格のどれ

   かに適合しいていなければならない。 

   － ヨーロッパ ECE 22-05 “P” 

   － 日本  JIS T8133:2007 (2019 年 12 月 31 日まで) 

    JIS T 8133:2015 

    ― 米国  SNELL M 2010(2019 年 12 月 31 日まで) 

    SNELL M 2015 

・ バイザーは、飛散防止材質のものでなければならない。 

・ ディスポ―ザブルバイザーの“ティアオフ”は認められる。 

 

 b) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バックプロテクターの認証資格 

   全てのライダーの安全装備は事項 2.6.5.2.3.c セクション i から vi に明記さ

   れている要件に合致していなければならない。以下の手順が適用される。 

・ デザイン毎のサンプルまたはモデルは、ＦＩＭ規格テーブル１の要件を満た

していなければならない。 

・ このデザインまたはモデルの各サンプルは、パーマネントマーキングによる

モデルコード同等のものでなければならない。 

・ テストに合格した個々のデザインまたはモデルは、マニュファクチャラ―に

よる自己証明ガ認められ、公式書類にＦＩＭ公認規格取得と明記する事が出

来る。 

・ この証明書コピーが MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルドリッ

ジ氏：danny@irta.org.uk ）及びＦＩＭ国際技術委員会コーディネーター（チ

ャールズ・ヘネカム氏）に送られる。この証明書コピーは当該製品購入者に

も提供されなければならない。 

・ レザースーツに限り、ライダーの為にマニュファクチャラ―はライダーレー

ススーツで―タフベースファイルに完全に記録されなければならない。 

・ このデータベースは MotoGP テクニカルディレクターにも提供され、ライダ

ーに提供されたり、提供を取りやめた時に最新の情報にしなければならない。 

・ テクニカルディレクター及びライダーもまたデータベースからレザースーツ

の情報を撤廃する権利を有する。 

 

 

 

 

mailto:danny@irta.org.uk
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 c) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バック及びチェストプロテクターの規格 

 i) レザースーツ 

 ・ テーブル１コラム１を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

   ない。 

・ 表面エリアの最大 50％までの耐摩擦伸縮素材の使用が認められるが、テーブ

ル１コラム１の要件を満たしていなければならない。 

・ 肩、ひじ、ひざ及びすねは En1621-1:2012 に適合するガ―ド（パッド）

が含まれても良い。 

 

 ii) グローブ 

・ テーブル１コラム３を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

・ 最低 50 ㎜にわたりレザースーツの手首迄を覆う長さがなければならない。 

・ 手にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不

可） 

・ 適切なこぶし（指関節部）プロテクションが施されていなければならない。 

 

 iii) ブーツ 

・ テーブル１コラム４を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

・ 表面エリアの最大 40％までの屈曲ゾーンが認められるが、テーブル１コラム

５の要件を満たしていなければならない。 

・ 最低 70 ㎜にわたりレザースーツを覆う長さがなければならない。 

・ 足にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不

可） 

 

 iv) バックプロテクター 

・ EN1621-2:2014またはEN1621-2:2010に適合していなければならな

い。 

・ 背部全般的または部分的なものでも良い。 

 

 v) チェストプロテクター 

 ・ 適切な素材及び長さのものでなければならない。 

・ チェストプロテクターの承認は、テクニカルディレクターの決定が最終のも

のとされる。 

 

 vi)  マーキング 

・ 装備マニュファクチャラ―が上記 i)から iv)及び下記テーブル１に適合する事

をテストし、証明した時点で、製品のモデルナンバーを付したパーマネント

マーキングを貼付することができる。 

・ レーススーツのマーキングは、独自のシリアルナンバーも追記される。 
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  テーブル１ 材質特性 

  １ ２ ３ ４ ５ 

テスト テスト方法 スーツ 

皮 革 及

び メ イ

ン素材 

スーツ 

伸縮エリ

ア 

グローブ 

手のひら 

及び 

手の甲 

ブーツ 

全 エ リ

ア 

ブーツ 

屈 曲 エ リ

ア 

引 き 裂

き 

ISO 3377-1

または 

EN338(N) 

＞50 ＞５０ ＞３０ ＞ １ ０

０ 

＞６０ 

摩擦 EN338 

（サイクル） 

＞ ６ ０

０ 

＞４００ ＞３００ ＞ ８ ０

０ 

＞５００ 

縫い目 EN13935-1 

（スーツ、ブ

ーツ） 

EN13594 

（グローブ） 

＞１２ ＞１２ ＞８ ＞１５ ＞１５ 

  

 ４．クラッシュ後のライダー装備チェック 

   クラッシュ後、テクニカルディレクターは、次のプラクティス、ウォームア

   ップまたはレースに出走する前に、ライダーの装備を確認するよう彼の自由

   裁量により要請する場合がある。 

 

   テクニカルディレクターまたは当該アイテム製造マニュファクチャラ―代

   表により、装備のアイテムが走行するためには損傷を受け過ぎていると判断

   した場合、ライダーは、コースに入り前に当該アイテムを交換するか修理し

   なければならない。 

 

   装備の状態、ライダーの保護具としての適切性に関してはテクニカルディレ

   クターが事前に当該アイテムのマニュファクチャラ―と協議し、最終判断を

   下す。 

 

 ５．ワイルドカードライダーの安全装備 

   ワイルドカードエントリーの場合、ヘルメット及びバイザーは必要要件を備

   えた規格のものを使用しなければならない。 

 

   公認モデルナンバーやシリアルナンバーの無いその他安全装備の使用につ

   いてはテクニカルディレクターの承認が必要とされる。 

 

2.6.5.3  車検の手順 

 1. 各サーキットには、車検用エリアが設置されるものとする。このエリアには、

   テクニカルディレクターの監視の下に車検長の監督によって、様々な検査の

   実施に向け適切な器具類が準備されること。すなわち： 
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 ⅰ) マシンの音量測定機材 

 

 ⅱ) 較正用の分銅つき重量測定器 

 

 ⅲ) エンジン排気量測定機材 

 

 ⅳ) その他の寸法や技術規則に明記された基準を測定するために必要な器

   材やゲージ類 

 

 2. 車検の手順は、規則に定められたスケジュールに従って実施される。車検員

   は、テクニカルディレクターの要望に応じ、マシンおよび装備品のチェック

   ができるよう、大会期間を通して待機していなければならない。 

 

 3. 車両の提示は、技術規則に適合しているとの絶対的な供述とみなされる。全

   ての技術規則および安全規則に車両が適合しているかの責任はチームにあ

   る。 

 

 4. 初回の車検時のライダーの出席は必須ではない。ただし、Moto3 クラスの 

   ライダーが重量検査のためにヘルメットおよび全ての防護装具を持参しな

   ければならない場合は例外とする。 

 

 5. モーターサイクルは、チームの名のもとに初回の車検で検査され、各モータ

   ーサイクルは、車両仕様および車検結果を記録する車検カードを用意する車

   検員によって登録される。そしてそのチームのライダーはそのモーターサイ

   クルを使用する権利を持つ。 

 

 6. 初回の車検時に、車検員は重量（Moto3 クラスはライダーの体重を加算）、

   音量を含め、車両の技術的詳細を検査、記録しなければならず、テクニカル

   ディレクターの要請により、規則の他の観点で技術的に適合しているかを検

   査する場合もある。 

 

 ８ 各競技会において、初回のプラクティス前の車検終了時に車検員は、レース

   のためのチームライダーのモーターサイクル使用登録が済み、車検に合格し

   たことを示す小さなステッカーを、モーターサイクルに貼付する。 

 

 ９ 車検長は、車検結果報告書を作成し、テクニカルディレクターを介し、大会

   運営委員会に提出する。 

 

 10 車検員は、事故に関係した全てのマシンに対して再検査を行わなくてはな

   らない。また、必要に応じて、修復されたマシンに新しい車検合格ステッカ

   ーを発行する。この再検査は通常、当該ライダーのピット内で行われる。チ

   ームは、マシンのいかなる修理作業及びその使用が可能であるかに関して、

   全責任を負うものとする。 
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 11 車検員は、テクニカルディレクターの指示に従い、大会期間中またはレース

   後にマシンが技術規則と適合しているかを再検査するため、および技術に関

   する抗議が出された場合に車検を監視できるよう、待機していなくてはなら

   ない。 

 

 12 レース終了後、車検長は、上位 3 台のモーターサイクルとテクニカルディレ

   クターが指定した 1 台のモーターサイクルが、抗議に対応するため 60 分間

   車検場に保管されるよう手配しなくてはならない。 

 

   モーターサイクルの音量および重量が測定され、また必要に応じて、テクニ

   カルディレクターが要望するその他の箇所が技術規則に適合しているか、テ

   クニカルディレクター監視の下、チェックされる。 

 

 13 テクニカルディレクターが必要とした場合、チームに対して当該パーツまた

   はサンプルの提出をするよう要請することができる。 

 

2.6.5.4  音量検査 

 1. 音量検査は、検査されるモーターサイクルと壁またはその他の障害物の間に

   最低 10m の空間のある屋外で行われなければならない。またその場所は、

   周囲の音が最小限でなくてはならない。 

 

 2. 測定機器は検査実施前および定期的に誤差修正されなければならない。 

 

 3. 測定機器はエキゾーストパイプの先端から 50 ㎝後方、またパイプに対して

   45°の角度で上方または左右いずれかに設置されなければならない。 

 

 4. 常に適用される最大音量は： 

 

   Moto3：  115dB/A 

 

   便宜上、検査は固定 RPM で実施されてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1気筒 2気筒 3気筒 4気筒
Moto3 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm
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図４：Moto2 エアボックス 

 

 ラインの内側に示したメインエアボックス本体は、供給されたままの状態で使用

されなければ ならない。 

 吸気ダクト（「フレームとの吸気接合部」）は交換が認められる。 

 上部カバーを含め、エアボックスの蓋にある共鳴チャンバーは、必要であれば交

換または修正 することができる。 
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図４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エアボックスの主要本体、インジェクター、

フィルター、キャップを含む 

上部カバー 

B:共鳴チャンバーのみを取り外し、ブラン

キングカバーを取り付ける場合。性能に若

干の好影響を与える場合があるが奨励され

ない。 

フレームの吸気接合部 

A:上部カバーと共鳴チャンバーを取り外し、 

ブランキングカバーを取り付ける場合。性能に与

える影響はより大きい。奨励されない。 

与える影響はより大きい。奨励されない。 

共鳴チャンバー 
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図５：Moto2 気温センサーの取り付け位置 

 

ブランキングカバーをエアボックスの蓋に取り付ける場合、気温センサーは下図に示す位

置に取り付けなければならない。エアボックス内の他のパーツには一切触れず、また元の

カバーの標準位置よりもセカンダリーインジェクターとの間隔が近づかない位置（水平方

向に測った場合）に取り付ける（つまり、下図の「32 ㎜」記されたラインより後ろであ

ってはならない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６：Moto2 推奨されるエキゾーストの仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto2 エキゾーストパイプの仕様 

エキゾーストパイプ寸法（マフラーなし） 

＊A,Bジョイントパイプ － ⏀19/連結部分の穴の直径 － ⏀16 (基準ｔ＝0.8sus) 

＊パイプ直径 －明記された値は全て内径  

2－1分岐部分の 120㎜後方

に LAFセンサー 

最小 100㎜、最大 140㎜ 
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表 1：Moto2 公式イベントで使用の認められるデータロガーセンサー： 

標準チャンネル（Moto2キットとして供給される） センサー
フロントホイールスピード キットに含まれる
リアホイールスピード ギアボックスから算定
フロントサスペンション キットボックスに含まれる、150mm
リアサスペンション キットボックスに含まれる、75または100mm
フロントブレーキ圧 キットに含まれる
リニアA/F(Lambda)アンプとECU入力モジュール キットに含まれる
RPM エンジンから
スロットルポジション ECUからの信号
水温 ECUからの信号
マニホールド圧 ECUからの信号
気温 ECUからの信号
油圧スイッチ ECUからの信号
ECUエラーレポート ECUからの信号
ピットレーンスピードリミッター ECUからダッシュボード
ラップタイム トランスポンダーから
V_GPS 2D Moto2 GPSから
バンク角 2D Moto2 GPSから
緯度 2D Moto2 GPSから
経度 2D Moto2 GPSから
タイム 2D Moto2 GPSから
Vバッテリー 内臓
燃料圧 センサーから

圧力センサー（オイル／燃料圧） 販売対象センサー
リアブレーキ圧 販売対象センサー
フロントアクセル加速度計／もしくはユーザー定義 販売対象センサー
リアアクセル加速度計／もしくはユーザー定義 販売対象センサー
ジャイロ 販売対象センサー
タイヤ圧センサー 販売対象センサー、レシーバー
ピッチ計算 無料提供ソフト
サスペンション速度V_リア 無料提供ソフト
V_リア 無料提供ソフト
追加の2D USBメモリーモジュール 販売モジュール

オプションチャンネル(ユーザーの定義のセンサーはテクニカルディレクターの承認を得なければならない）
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表２：Moto2 エンジン作動パラメーター： 

 

 

 

 

 

 

 

図７：Moto3 バルブタイミングドライブ 

 

主要駆動メカニズムのようなシングルチェーンを有する、許可されたバルブタイミングシ

ステムの例 （備考：一般コンセプトのイラストのみで、完全なリストではない。 

 第 2.6.3.1.12 に適合し提供されている他のレイアウトが可能である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a) シンプルチェーンドライブ     B) チェーンドライブ＋上部ギア    c) チェーンドラ

イブ＋下部ギア 

 

 

 

 

 

 

 

 

クランクシャフトスピード 最大16,000rpm
作動時の水温 60～80℃
空気／燃料比　目標範囲 13.5～12.8
オイルレベル プラクティス／レース開始前：上限レベルマーク

常に、上限と下限のレベルの中間であること
油圧 油圧低下の警告に留意
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表３：Moto3 強制エンジン管理機能 

 

イグニッション 誘導型でなければならない。 

最大点火コイル電流は 30A 未満でなければならない。 

スロットルポジッション 

センサー 

電圧出力は 0-5V でなければならない。 

クランクシャフト 

ピックアップセンサー 

誘導型でなければならない。300rpm の電圧が少なくとも

0.8V とし、また最大電圧は 100V 未満にしなければならな

い。 

カムシャフトピックアッ

プ 

センサー（ある場合） 

ホールイフェクト型でなければならない。「0」電圧が 0.5V 未

満にする必要があり、「1」電圧は 4.5V±0.5V でなければな

らない。 

バッテリー 義務付けられている。適切なエンジン管理機能を確保するため

に電圧は 8－18V の範囲でなければならない。 

データロガー 

ダウンロード 

コネクター 

以下のタイプでなければならない：レモ PEN.1F.308.XLM 

もしくはこれと完全に互換性があるタイプ。Dell’Orto オン

ライン文書で説明されているhttp://www.dellorto-pe.com/  

 

表 4：Moto3 推奨エンジン管理機構 

 （備考：異なる設計の選択肢は公式 ECU サプライヤーと個別に合意する必要が

ある） 

UEGO O²センサー ボッシュ LSU4.9 

ノックセンサー ボッシュまたは NGK 圧電セラミック 

アイドルスピード 

ステッパーモーター 

Dell’Ortウェブサイト  

http://www.dellorto-pe.com/ 参照 

ダッシュボード Dell’Ortoオンラインドキュメント。 

ウェブサイトhttp://www.dellorto-pe.com/ 参照 

タイミングオプション 1 

クランクシャフトピックアップ

のみ 

クランクシャフトタイミングパターンは「n-2」タイプ、

「n」は 12 と 30 の間とすることができる。最適なパ

フォーマンスを得るためには、欠損した歯の後の最初の

歯は TDC（上死点）にに対応することが推奨されてい

る。 

タイミングオプション２ 

クランクシャフトと 

カムシャフトピックアップ 

クランクシャフトタイミングホイールは 12 から 13 の

歯を有し、カムシフトタイミングパターンは単一の歯で

ある。 

 

 

http://www.dellorto-pe.com/
http://www.dellorto-pe.com/
http://www.dellorto-pe.com/
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表５：Moto3 初期 ECU マッピングのセットアップの手順 

 

公式 ECU スタートアップの手順は、そのシーズン最初の公式 Moto3 テストの際に、メ

ーカーが自分のエンジンに合った初期マップを搭載した公式 ECU を供給するかを確認す

ることである。初期マップは安全かつトラブルフリーのエンジン機能が意図とされており、

最大のパフォーマンスのためではない。パフォーマンスマッピングは、エンジン製造会社

やチームの責任である。 

 

備考：Moto3 エンジン製造会社のエンジン制御戦略に関する詳細な情報は、非公開契約

の完了時に、ECU サプライヤーから入手可能である。Web サイトを参照： 

 http://www.dellorto-pe.com/ 

 

Moto3 クラスでの適格なエンジン設計には、ECU 起動手順の 2 つのオプションのうちい

ずれかに従わなければならない： 

 

オプション１ 

初期のマッピング

および 

ECU サプライヤ

ー 

による 

セットアップ 

 

メーカーは、シーズン最初の Moto3 公式テスト前に、エンジンに合う初期マッ

プが搭載された公式 ECU の供給が保障される。 

下記の条件を満たした上で： 

 

 

 

 

 

Moto3 

最初のエントリー

の前の年の 

10 月 15 日まで

に 

 

 

 

1．記載完了した Moto3 エンジンメーカーのエントリーフォームがオーガナイ

ザーに提出される。 

（利用可能フォームは 

http://www.fim-live.com/en/sport/official-documents-ccr/other-doc

uments/） 

 

2．2 基の完璧に作動するエンジン（スロットルボディ、アイドルバイパスアク

チュエータ、トランスミッション、センサー、スパークプラグ、ECU コネクタ

ー付きのワイヤリングハーネスを含む）と一つのコンプリートエアボックス、

冷却システムとエキゾーストがマッピングテストのために ECU サプライヤー

に送られる。エンジンとパーツは翌年の 1 月までに返却される。 

 

3．補償金 10,000 ユーロが公式 ECU サプライヤーに支払われる。 

 

 

オプション 2 

初期のマッピングお

よび 

エンジンメーカーに

よる 

セットアップ 

 

エンジンメーカーは、独自の初期マッピング手順を遂行するために、ECU サ

プライヤーと契約を結ぶことができる。 

以下の条件の下： 

 

 

 

1．記載完了した Moto3 エンジンメーカーのエントリーフォームがオーガナ

http://www.dellorto-pe.com/
http://www.fim-live.com/en/sport/official-documents-ccr/other-documents/
http://www.fim-live.com/en/sport/official-documents-ccr/other-documents/
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スケジュールは 

ECU サプライヤーと 

エンジン製造会社 

との間で 

相互に合意 

 

イザーに提出される。 

（利用可能なフォームは 

http://www.fim-live.com/en/sport/official-documents-ccr/other-do

cuments/） 

 

2．ECU は、初めに ECU サプライヤーによってエンジンメーカーに納入され、

ECU サプライヤーの担当者はマッピングプロセスのセットアップ開始時に立

ち会う必要がある。 

 

3．オーガナイザーおよび ECU サプライヤーは、マッピングプロセスの完了

日についての保証はできない。 

 

4．オプション 2 の手順に設定期限はない。しかし、オプション 1 の手順が優

先される。オプション 2 立ち会いの要求は、ECU サプライヤーによって定め

られた時間に処理される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fim-live.com/en/sport/official-documents-ccr/other-documents/
http://www.fim-live.com/en/sport/official-documents-ccr/other-documents/
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表６：国際ヘルメット規格 

 

 

 

 

                                               

   ECE 22 –  05 “P” 

   ECE のマークは、E の文字とその隣には認証国別番号、 

   それらを丸で囲む構成となっている。 

 

 

 

 

 

E1 ドイツ、E2 フランス、E3 イタリア、E4 オランダ、 

5 スウェーデン、E6 ベルギー、E7 ハンガリー、E8 チェコスロバキア、 

E9 スペイン、E10 ユーゴスラビア、E11 イギリス、E12 オーストリア、 

E13 ルクセンブルグ、E14 スイス、E15 （－空欄）、E16 ノルウェー、 

E17 フィンランド、E18 デンマーク、E19 ルーマニア、E20 ポーランド、 

E21 ポルトガル、E22 ロシア連邦、E23 ギリシャ、 

E24 アイルランド、E25 クロアチア、E26 スロべニア、E27 スロバキア、 

E28 ベラルーシ、E29 エストニア、E30 （－空欄）、E31 ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ、E32 ラトビア、E34 ブルガリア、E37 トルコ、E40 マケドニア、E43 日

本、E44 （－空欄）、E45 オーストラリア、E46 ウクライナ、E47 南アフリカ、

E48 ニュージーランド 

 

文字 E の下には、常に 05 で始まる認証番号が記されている。その番号の下に記され

ているのはシリアル製造番号である。（このラベルはヘルメットのリテンションシステ

ムもしくは帽体に貼付されている。） 

                                             

 

   (JAPAN) JIS T8133 

 

                                             

 

     (USA) SNELL M2010 

 

                                               

詳細に関しては、F.I.M.テクニカルルールブック参照。 

 



 169 

 

 上記は規則掲載のものであるが、JIS マークの変更を要請中である。 
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表７：ダッシュボード表示信号 

 

下記の表中にあるシグナルが、計時トランスポンダーを使用してレースディレクションか

ら送信される。 

全てのマシンには、これらのシグナルをライダーに明確に表示するための、テクニカルデ

ィレクターによって承認されたシステムが必要である。システムは以下の要件に準拠して

いる場合 に限り承認される： 

 

この目的専用の独立したシグナルライトのみを使用する必要がある。別の目的でダッシュ

ボードインフォメーションライトを使用することはできない。 

 

シグナルライトは、混乱が発生しないよう十分な明るさを持っていなければならず、既存

のダッシュボードシグナルライトとは別に配置すること。 

 

シグナルインフォメーションを伝えるメッセージ表示はオプションであるが、強く推奨さ

れる。 

 

シグナル トランスポンダーに送信されるインフォメーション 

レッドフラッグ サーキット内の全箇所で全てのバイクに送信 

ブラックフラッグ サーキット内の全箇所で個別のバイクに送信 

ブラック／オレンジディスク サーキット内の全箇所で個別のバイクに送信 

順位の変更 サーキット内の全箇所で個別のバイクに送信 

ライドスルー サーキット内の全箇所で個別のバイクに送信 
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表８：MotoGP データダウンロード・ケーブル 

 

 

 

 

 

ECU-PC コネクターの仕様 

 

下記の表に示すコネクターの主な仕様は、DORNA/FIM/MMM のスタッフが ECU およ

び他の DORNA Kit のモジュールにアクセスできるよう、バイクシステムに要求される。 

 

バイクサイドのコネクター： 

 Deutch AS0 10-35 SN (フランジタイプ) 

 もしくは 

 Deutch AS1 10-35 SN (インラインタイプ) 

 

PC サイドのコネクター： 

 Deutch AS6 10-35 SN (プラグタイプ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンピューターには、ソフトウェアダウンロードに必要な ENCP ピンをアースにコネクト

できるようにスイッチを設ける必要がある。 
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